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要 約 

１ 研究の目的（問題の所在） 

 金融所得課税の一体化（本要約において、以下「一体化」という。）は、更

に推進することとされていることから、今後、一体化を進めるに当たっての

論点と在り方を検討するものである。 

 なお、この一体化は、基本的には、個人（主に居住者）の金融所得に対す

る所得税等の課税に関するものであると言える。 

 検討に当たっては、政府税制調査会金融小委員会における議論・報告、そ

の後の税制調査会における答申、経済産業省及び金融庁の審議会・研究会で

の議論・報告、租税法学者の議論、各研究会や経済界からの提言、金融所得

に対する課税の現状と最近の税制改正の状況、主要国における制度等を確認

し、今後の一体化に向けての論点と在り方を示すとともに、税務執行上の問

題点やその解決策についても検討する。 

２ 研究の概要 

（１）金融所得課税の現状と最近の税制改正 

イ 金融所得の課税関係（利子所得、配当所得、株式等の譲渡所得等及び

その他の金融所得の課税の仕組み）を確認・整理した。 

ロ 平成 20年度の税制改正により、平成 21年分から、①上場株式等の配

当等に係る配当所得（大口株主等が受けるものを除く。）について、20％

の税率（所得税 15％、住民税５％、以下本要約において同様）による申

告分離課税を選択できることとされ、②上場株式等に係る譲渡損失の金

額がある場合には、上場株式等に係る配当所得の金額（申告分離課税を

選択したものに限る。）との損益通算ができることとされた。 

ハ 平成 21年度の税制改正では、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に

対する 10％（所得税７％、住民税３％）の軽減税率の特例措置について、

平成 20年度改正時に設けられた金額制限を撤廃した上で平成 23年まで
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適用することとされた。 

 また、同改正法の附則において、税制の抜本的な改革について平成 23

年度までに必要な法律上の措置を講ずるものとするとされ、そのために

検討を加える基本的方向性として、①一体化を更に推進すること、②納

税者番号制度の導入の準備を含め、納税者利便の向上及び課税の適正化

を図ることなどが記載されたことは注目される。 

（２）主要国の金融所得課税の動向等 

イ 主要国の金融所得課税の動向 

 利子所得は、米国及び英国はともに総合課税、フランスは、源泉分離

課税と総合課税の選択制となっている。配当所得は、米国は、連邦税が

二段階の税率での課税で州・地方政府税は総合課税、英国は二段階の税

率での課税、フランスは、源泉分離課税と総合課税の選択制となってい

る。株式の譲渡所得は、米国は、連邦税が二段階の税率での課税で州・

地方政府税は総合課税、英国及びフランスは、申告分離課税となってい

る。 

 ドイツでは、平成 20年までは、利子所得、配当所得及び株式の譲渡所

得（１年以下保有の売却）について総合課税であったが、税制改正によ

り、平成 21年から申告不要（分離課税）制度が導入され、総合課税との

選択制となった。また、ドイツで納税者番号制度が実施となったことも

注目され、これらの税制改革について紹介する。 

ロ 二元的所得税と我が国への応用 

 二元的所得税は、主に北欧諸国で採用されている制度で、すべての所

得を資本所得と勤労所得に分類し、資本所得の損失の通算は資本所得内

で行い、資本所得は比例税率（勤労所得の最低税率と法人税率と等しく

設定、おおむね 30％程度）で、勤労所得は累進税率で課税するというも

のである。 

 我が国への応用に当たっては、個人事業主が高い税率が適用となる総

合課税の事業所得を回避するため、法人を設立して資本所得（配当所得）
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として申告することに対する措置についての教訓が参考となる。例えば、

ノルウェーでは一定の非公開法人のオーナーの一定の所得を個人事業所

得として総合課税の対象とする措置が導入されたが、これを回避する手

法が採られ、実質的には機能しなかったとされている。このような意味

からもオーナー株主等が受ける配当等の一体化の対象への拡大は、慎重

に検討すべきであると考える。 

 二元的所得税の考え方を金融所得課税に取り入れることは有益である

が、北欧諸国等と我が国の税制の相違を踏まえながら我が国へ応用する

ことが必要である。 

 なお、ＯＥＣＤの報告書（平成 18年）では、我が国の制度は、二元的

所得税に準ずる制度（Semi-Dual Income Tax）に分類されている。 

（３）税制調査会、審議会等での議論 

 経済財政諮問会議で取りまとめられ、平成 13年６月 26日に閣議決定さ

れた「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（い

わゆる「骨太の方針」）には、「従来の預貯金中心の貯蓄優遇から株式投資

などの投資優遇へという金融のあり方の切り替えや起業・創業の重要性を

踏まえ、税制を含めた諸制度のあり方を検討する」と記載され、「貯蓄から

投資」への方針が打ち出された。 

 そして、平成 15年６月の政府税制調査会の中期答申「尐子・高齢社会に

おける税制のあり方」においては、「今後、金融所得課税をできる限り一本

化すべきである」との方向性が示された。これを受けて税制調査会金融小

委員会において平成 15年 10月から検討が進められ、平成 16年６月には同

委員会から一体化についての基本的考え方が報告さている。また、同時期

に、経済産業省産業構造審議会産業金融部会小委員会、金融庁の金融税制

に関する研究会でも同様の議論がなされ、報告書が公表されており、内容

を整理し、紹介する。それぞれ、考え方について相違が見られるが、一体

化を推進するとの方向では、おおむね一致している。 
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（４）一体化へ向けての論点と考え方 

イ 一体化の必要性（一体化が必要とされる理由・背景） 

（イ）税制調査会金融小委員会での報告では、①貯蓄から投資への政策要

請の下での投資環境の整備、②金融商品間の中立性の要請（課税の中

立性）、③簡素で分かりやすい税制（課税の簡素性）、④投資リスクの

軽減が掲げられている。 

（ロ）一方、所得税は総合累進課税が望ましいとする見地から、一体化は

高額所得者優遇、所得再配分機能低下を招くなどとする批判がある。 

（ハ）他方、①個人の投資は高額所得者に限られておらず、高額所得者優

遇ではない、②金融所得は足の速い所得（保有者、資産等の国内外の

移動が容易）であり、国外への逃避を防止し、源泉徴収を中心として

一定税率での課税確保が重要であるとの見解がある。 

ロ 金融所得の課税方法（一体化の意義と金融所得課税の推移） 

（イ）一体化は、金融所得について一定税率（20％）での分離課税とし、

金融所得間で広く損益通算を認めるというものである。 

 分離課税の税率が 20％とされているのは、利子に対する分離課税の

税率が長い間 20％（注１）とされてきたこと、また、申告不要となる

場合の配当所得の原則的な課税、株式等の譲渡所得の原則的な課税、

金融類似商品の収益に対する課税、長期保有（譲渡した年の１月１日

現在の保有期間が５年超）土地建物の譲渡所得等に対する課税につい

ては、いずれも 20％の税率の分離課税となっていることなどが考慮さ

れているものと考えられる。 

（注１）なぜ、税率を 20％とするのかについては、利子所得を一律 20％

の税率による分離課税とする改正法案の国会の委員会での審議にお

いて、最低税率は国税 10.5％、地方税５％である中、利子所得とし

ては、平均的なケースを考えると、勤労性所得、給与所得の上積み

としてあるので、所得税の税率構造等を考えると、国税、地方税合

わせて 20％が適当である旨説明されている。 
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（ロ）金融所得課税のこれまでの推移を確認し、整理した。 

 配当所得は、基本的に総合課税とされてきた。配当控除が昭和 23

年に控除率 15％で導入され、昭和 25年のシャウプ税制では 25％に改

正された後、控除率については変遷があったが、昭和 48 年分からは

10％となり、現在に至っている。 

 利子所得課税についても総合累進課税の対象とするのが望ましいと

されながら、貯蓄奨励や資本蓄積等の政策要請に応じ、源泉分離課税

制度、源泉分離選択課税制度、非課税制度等が導入され、また、グリ

ーン・カード制を導入し総合課税とすることも試みられたが実現に至

らずに、昭和 63年の改正後、20％の税率の源泉分離課税制度が続いて

いる。 

 株式等の譲渡所得等の課税は、非課税制度、継続取引等から生じる

所得の課税、昭和 63年からの原則として申告分離課税、上場株式等の

源泉分離選択課税を経て、平成 15年から申告分離課税に一本化され、

以後、「貯蓄から投資へ」の改革に資する軽減・簡素化が順次図られて

きた。 

ハ 金融所得課税の一体化の対象範囲と金融所得の定義 

（イ）現在の 10種類の所得区分の見直しの議論（注２）があるほか、抜本

的に見直すべきとの見解もあるが、一体化への拡大に当たり、当面は

現在の所得区分は維持し（金融所得に係る雑所得等の分離課税等の創

設等は必要）、特別措置で対応することが現実的と考える。その後、金

融･経済情勢の行方や納税者番号制度導入の議論等も踏まえて、金融所

得区分の創設を含めた抜本的な改革について議論していくことが必要

であると考える。 

（注２）例えば、平成 17 年６月の税制調査会基礎問題小委員会「個人

所得課税に関する論点整理」では、給与所得（給与所得控除の見直

し、特定支出控除の拡大）、退職所得（２分の１課税の見直し）、事

業所得（適切な課税確保）、譲渡所得（２分の１課税の見直し）、一
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時所得と雑所得との統合、不動産所得（廃止）、年金所得の雑所得か

らの独立などが挙げられており、一体化の議論とは別に今後引き続

き検討されるべきであると考える。 

（ロ）利子所得への拡大も検討する必要がある。しかし、預貯金の利子に

ついては、口座保有者（注３）全員への支払通知書の交付、口座保有

者全員の確定申告の可能性を踏まえるとともに、納税者番号制度、適

正な税務執行、課税の簡便性、財源の確保上の課題及び納税者利便等

との関係を考慮する必要があり、これらを勘案すると、当面は、現在

の 20％の税率による源泉分離課税の維持が適当であり、その後、納税

者番号制度の行方や環境整備を見極めながら再検討することが望まし

いと考える。 

（注３）銀行預金口座７億 7,474 口(平成 20 年９月末）、信用金庫預金

口座１億 4,644口(平成 20年９月末）、郵便貯金４億 1,477口座、枚

(平成 18年度)。 

   一方、公社債の利子や公社債投資信託の収益の分配等に係る利子は、

源泉徴収は維持して、20％の税率による申告分離課税の選択制度を創

設し、申告による一体化の対象に含めることが適当であると考える。

これにより、平成 21年から導入されている上場株式等の配当の申告分

離課税制度ともバランスが取れるものと考える。 

（ハ）大口株主等に係る上場株式等の配当は、申告分離課税の選択及び上

場株式の譲渡損失との損益通算の対象から除かれており、配当の申告

不要制度についても非上場株式の配当と同様となっている。事業参加

的側面が強い株主等が受ける配当等の一体化の対象への拡大は慎重に

検討すべきであるが(上記（２）ロ)、オーナー経営の多い非上場会社

とは異なる上場会社の配当については拡大してよいと考える。 

ニ 金融商品間の課税の中立性の確保等 

 課税の中立性等の観点等から、類似の金融商品間では同様の課税とす

ることが望ましいため、次のような課税が適当であると考える。 
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（イ）所得税の源泉徴収の対象外である国際金融機関により発行された債

券の利子や国外の銀行等の預貯金の利子は総合課税となっているが、

これらを 20％の税率による申告分離課税とし、預貯金の利子を除いて

一体化の対象とする。 

（ロ）公社債の譲渡による所得や公社債投資信託、公社債等運用投資信託

等の受益証券の譲渡による所得は非課税とされ、その損失はなかった

ものとされているが、株式等や証券投資信託の受益権の譲渡による所

得と同様に 20％の税率による分離課税とし、損失が生じた場合は譲渡

損失として一体化の対象とする（有価証券の譲渡という点で同じ性質

との観点）。 

（ハ）割引の方法により国外で発行される一定の公社債及び一定の短期割

引国債等の譲渡による所得は総合課税の対象となっているが、これら

の割引債の譲渡による所得についても 20％の税率による分離課税と

して一体化の対象とし、上記（ロ）の公社債の譲渡による所得と同様

の課税とする（下記（チ）の割引債の譲渡による所得は、一体化の対

象としない。）。 

（ニ）金融類似商品の収益（定期積金の給付補てん金、一定の抵当証券の

利息、金投資口座の利益等、外貨投資口座の為替差金等）は、20％の

税率による源泉分離課税となっている。このうち、定期積金の給付補

てん金については預貯金の利子との類似性が強いため引き続き源泉分

離課税を維持し、その他のものについては、金融所得に係る雑所得等

として 20％の税率による申告分離課税の選択制度を創設し、申告によ

る一体化の対象に含める。 

（ホ）外貨建ての金融商品に関連する為替差損益は、内容に応じて総合課

税又は分離課税となっているが、金融商品間の中立性又は他の金融所

得との中立性を確保する観点から、金融所得に係る雑所得等として

20％の税率による分離課税とし、一体化の対象に含める。 

（ヘ）保険のうち、満期保険や解約返戻金等の収益で保険料の運用に相当
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する部分は、20％の税率による申告分離課税とし、一体化の対象とす

る（現状は一時所得等として総合課税）。 

（ト）先物取引に係る所得については、総合課税の雑所得等となるものと

先物取引に係る分離課税の雑所得等となるものがあるが、他の金融所

得とは異なる顕著な特徴も有していることから、一体化の対象として

広く損益通算の対象とするかどうかは、引き続き検討することとする。 

（チ）割引債の償還差益（18％又は 16％の税率で源泉分離課税）は、課税

時期（発行時課税）及び税率の相違から、一体化には含めず、現状の

制度を維持する。 

 また、償還差益について発行時に所得税が源泉徴収され、源泉分離

課税となる割引債の譲渡による所得も一体化の対象とせず、現行どお

りとする。 

ホ 経費の範囲と損失 

 利子所得は、必要経費は一切認められておらず、その理由についての

説明や見解は様々であるが、ワラント債の利子の必要経費を認めるべき

として争われた事件では、必要経費の控除は「国の租税立法政策に由来」

し、認めなくとも憲法には違反しないとされた。 

 また、配当所得は、株式取得のための借入金利子のみ経費として認め

られており、その損失の他の所得との損益通算は認められていない（注

４）。 

（注４）配当所得の損失について、他の所得との損益通算が認められな

くなったのは昭和 36年の税制改正からであるが、当時の税制調査会

の答申では、①無配の株式取得のために巨額の負債を負い、多額の

配当の損失を生じさせ、損益通算を行う事例の発生、②株式を取得

するために要した負債の利子か他の家事上の負債利子かの税務上の

認定が困難である点等が指摘されている。 

  申告分離課税を選択した公社債等の利子や配当所得について、制度論

としては一定の必要経費を認める余地はあると考えられるが、上記のよ
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うな経緯及び租税回避防止等の観点を踏まえると、いずれもその損失の

他の所得との損益通算については制限することが適当であると考える。 

 また、雑所得についても、その損失を他の所得から控除することを認

めない現在の制度を維持することが相当であると考える。 

 ただし、株式等の譲渡（公社債等の譲渡による所得を課税対象とする

場合の公社債等の譲渡を含む。）に係る雑所得については、株式等の譲渡

に係る譲渡所得に対する課税と同様とすることが適当であると考えられ

ることから、その損失については、一体化の対象とする利子所得、配当

所得及び他の雑所得等（いずれも申告分離課税を選択したものに限る。）

からの控除を認容する。 

ヘ 元本の損失の取扱い 

 会社の倒産等に係る株式等の損失について、特定口座内保有上場株式

等が価値を失ったことによる損失は、譲渡損失とみなされることになっ

た。それ以外の場合の株式等の無価値化による損失への拡大は、適正執

行のための担保措置が講じられることが必要であるが、現状では適当な

担保措置は見当たらないことから、相当でないと考える。 

 公社債のデフォルトにより元本が回収できないことによる損失は、保

有者や取得価額の真正性を確認できるよう、特定口座内保有上場株式等

の場合と同様の担保措置を設けることを条件として認容してよいと考え

る。この場合、一体化の中で認容する見地から、資産損失又は雑損控除

に類似する方法による認容ではなく、譲渡損失とみなす方法が適当であ

ると考える。 

 また、預金のペイオフ損失については、①預金のペイオフは、元本１

千万円までの預金とその利子が預金保険により全額保護されており、損

失回避のための一定の措置が採られていること、②税制の中での損失の

認容は、「貯蓄から投資へ」の政策要請とは異なる観点であること、③預

貯金の利子に対する課税は、現行の源泉分離課税を維持し、当面は一体

化の対象としないことが適当と考えることから、現状では税制の中で認
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めるのは適当でないと考える。預金のペイオフ損失についても一体化の

中で認容すべきであるとの見解もあり、一体化の対象を預貯金の利子へ

拡大する際には、再度、検討すべき課題であると考える。 

ト 損益通算の在り方等 

（イ）利子所得、配当所得及び金融類似商品の収益等で、申告分離課税を

選択したものについては一体化の対象とし、有価証券の譲渡による損

失との損益通算を認めることが適当であると考える。 

（ロ）平成 22年からは、源泉徴収選択口座において上場株式等の配当等と

上場株式等の譲渡損失の損益通算が可能となる。源泉徴収口座が複数

あった場合にもそれらの源泉徴収口座内での損益通算だけで申告不要

とすることができれば簡便性等の観点から望ましいが、異なる金融機

関の間での納税者情報の伝達や源泉徴収に係る所得税の調整をどのよ

うに行うかなどについて課題があることから、複数の源泉徴収口座の

所得の損益通算は確定申告によらざるを得ないと考える。 

チ 租税回避等への対応（課税上有利な所得区分への変更、損失の創出等

への対応） 

 課税上有利な所得区分への変更のインセンティブは、上記ニの対応に

より減尐すると考えられる。 

 損失の創出については、譲渡（発生）の時期を選択できるという点で、

有価証券の譲渡損が問題となる。その対応策としては、①他の所得との

損益通算の対象とする有価証券の譲渡は、現行の上場株式等の一定の譲

渡及びそれに準じた公社債等の一定の譲渡に限定すること及び②控除対

象とする所得は、申告分離課税による一体化の対象とした利子所得、配

当所得及び雑所得等（金融類似商品等）に限定することがよいと考える。

また、損益通算の範囲を金融所得全般に更に広げる場合には、金額の制

限を設けるもの（例：米国、3,000 米ドル）や一定割合を制限するもの

（例：スウェーデン、株式譲渡等以外のグループの資本所得からの控除

は 70％のみ認容）等を参考とした制限措置の検討が必要であると考える。 
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 また、租税回避否認（防止）の一般規定の創設は、検討すべき課題と

して議論がある。 

リ 納税環境の整備 

（イ）資料情報制度 

 法定調書等について、適宜、範囲の拡大等の改正がなされている。 

 また、上場株式配当等の申告分離課税及び上場株式等に係る譲渡損

失の上場株式等に係る配当所得の金額からの控除の創設に伴って、上

場株式等の配当の支払通知書が創設され、また、確定申告の際にはそ

の支払通知書又は特定口座年間取引報告書を、確定申告書に添付しな

ければならないこととされた。 

 このように、一体化を推進する場合には、それらに対応する法定調

書等が提出され、執行体制が整備されることが必要であると考える。

また、提出が円滑かつ確実に実行されるためには提出する側の事務負

担にも配慮した環境作りが望ましいと考えられることから、e-Tax で

提出する場合のより提出しやすい環境整備や光ディスク、磁気ディス

ク等での提出手続の一層の簡素化等について提案する。 

（ロ）納税者番号制度 

 一体化の拡大が、直ちに納税者番号制度の導入につながるものでは

ないとされるが、納税者番号とは異なる選択制の金融番号を導入する

考え方、納税者番号の将来の導入を視野に入れて対応すべきであると

いう意見等がある。納税者番号制度方式としては、税務番号方式、基

礎年金番号（年金番号方式）、住民票コード（住民基本台帳方式）等が

あるが、それぞれにメリット・デメリットがある。これらのほか、現

在、導入について検討されている社会保障番号があり、納税者番号と

して活用する新たな候補として注目される。 

 平成 21年度の税制調査会の答申及び自民党の税制改正大綱では、納

税者番号の導入を目指すべきであるとされている。更に、与党内に納

税者番号制度に関する検討会を立ち上げて精力的に議論することとさ
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れているほか、税制調査会でも新たにスタディグループによる検討が

開始（５月 12日）されるなど、納税者番号制度導入についての議論が

行われている。適正・公平な課税の実現及び税務執行の観点から納税

者番号制度の導入は必要であり、グリーン･カード制導入及び廃止の際

の議論や社会保障カード・社会保障番号の導入の議論なども参考にし

ながら、番号制導入に向けて議論が更に進展することが望まれる。 

 なお、各国の納税者番号の最初に国番号を付して、国際納税者番号

として発展させる提案があり、将来構想として興味深い。 
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はじめに 

 金融所得課税の一体化は、基本的には、個人（主に居住者）の金融所得に対

する所得税等の課税に関するものであると言える(1)。 

 経済財政諮問会議で取りまとめられ、平成 13年６月 26日に閣議決定された

「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（いわゆる

「骨太の方針」）には、「従来の預貯金中心の貯蓄優遇から株式投資などの投資

優遇へという金融のあり方の切り替えや起業・創業の重要性を踏まえ、税制を

含めた諸制度のあり方を検討する」として、「貯蓄から投資」への方針が打ち出

された。そして、平成 15年６月の政府税制調査会の中期答申「尐子・高齢社会

における税制のあり方」においては、「今後、金融所得課税をできる限り一本化

すべきである」との方向性が示された。 

 これを受けて税制調査会金融小委員会において平成 15年 10月から検討が開

始され、同委員会において３年間、24回にわたり、詳細な検討・議論が行われ

た後、平成 16年６月には同委員会から一体化についての基本的考え方が報告さ

れている。また、金融庁及び経済産業省の審議会・研究会においても同時期に

同様のテーマについて議論がなされ、金融所得課税の在り方等についての報告

書が公表されている。 

 それぞれ、考え方について相違は見られるが、一体化を推進するとの方向で

はおおむね一致しており、その後の累次の税制調査会の答申においても金融所

得課税の一体化を更に推進すべきであるとされている。 

 また、平成 20年及び平成 21年の自民党・公明党の税制改正大綱においても

金融所得課税の一体化に向けての措置について言及されており、一体化推進に

向けて更に検討すべきであるとされている。 

                                 
(1)  ①貯蓄・投資や企業活動への中立性の確保のための法人・個人の両段階の税率の

統合（国枝繁樹「金融所得の一体課税の論点と課題」税務弘報 52巻 2号 6頁（2004））

や②利益の配当等の損金算入その他の方法により、法人税との調整をどのように行

うかという議論等は別途あり、検討すべき課題である。 
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 更に、平成 21年度税制改正における改正法の附則において、税制の抜本的な

改革について平成 23 年度までに必要な法律上の措置を講ずるものとするとさ

れ、そのために検討を加える基本的方向性として、①一体化を更に推進するこ

と、②納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者利便の向上及び課税の適正

化を図ることなどが記載されたことは注目される。 

 このように、金融所得課税の一体化の推進についての検討が、今後、更に行

われていくこととなることとから、本稿は、金融所得課税の一体化を進めるに

当たっての論点と在り方を検討するものであるが、税務執行上の問題点やその

解決策についても考察し、提案する。 

 その研究の方向性としては、まず、利子所得、配当所得、株式等の譲渡によ

る所得及びその他の金融所得についての課税の仕組みについて現状を確認し、

整理するとともに、これまでの金融所得課税の沿革、最近の税制改正の状況、

納税者番号制度についての議論や資料情報制度の現状について確認する。また、

主要国における金融所得課税の動向、北欧等の二元的所得税、主要国の納税者

番号制度、ドイツにおける金融所得課税に関する改革について確認、整理し、

我が国への教訓、示唆について考察する。 

 その後、税制調査会金融小委員会や審議会・研究会での議論の内容について

確認・整理し、その後の税制調査会における答申、租税法学者の議論、各研究

会や経済界からの提言について検討を行うことにより、本研究を進めていく。 
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第１章 金融所得課税の現状 

第１節 所得税における課税所得の計算 

１ 課税所得の計算 

（１）課税の原則 

所得税における個人の納税者は、居住者（所法２①三）と非居住者（所

法２①五）に区分され(2)、居住者はすべての所得（国内源泉所得及び国外

源泉所得）について納税義務を有する（所法５①、７①一）。そして、居住

者に対する所得税の課税は、すべての所得を合算した金額に対して納付す

べき税額の計算を行う総合課税が原則であるが、退職所得及び山林所得に

対してはそれぞれ分離課税とされている（所法 22、89）。更に、租税特別

措置法において、利子所得（措法３①、３の３①、措令１の４③）、配当所

得（措法８の４①）に対する源泉分離課税、株式等に係る譲渡所得等の課

税の特例（措法 37の 10①）、先物取引に係る雑所得等の課税の特例（措法

41の 14①）など、総合課税に対する多くの例外が定められている。 

また、非居住者は、国内源泉所得（所法 161）についてのみ納税義務を

有し（所法５②、７①三）、国内に有する事務所、事業所その他の恒久的施

設（164①）の有無とその種類及び国内源泉所得の種類に応じて、総合課税

又は分離課税となり（所法 164①、②）、住民税は課税されない（地法 24

①、294①）。 

 金融所得課税の一体化の意義等については、別途、第６章第１節の１

で述べるが、金融所得課税の一体化において議論されるのは、主に居住者

に対する課税についてである。居住者について原則として総合課税、例外

的に分離課税となっているものを、どのように一体化をしていくかという

                                 
(2)  居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて１年以上居所を有する

個人いう。」とされ、非居住者とは、「居住者以外の個人をいう。」とされている(所

法 2①三、五)。 
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ものである。 

（２）10種類の所得及びその計算 

所得税法は、所得を 10種類の所得（利子所得、配当所得、不動産所得、

事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得）

に分類した上で、それぞれの所得につきその金額を計算し、そのうち総合

課税の対象となるものは合算して総所得金額が計算される（所法 22②）。

各種所得の計算は、一般的には総収入金額から必要経費を控除して計算さ

れるが、所得の中には必要経費の概念がない利子所得、また、給与所得、

退職所得、公的年金等に係る雑所得のように、特別の控除をもって必要経

費に代えるものなどがある。なお、各種所得の計算上損失が生じたときは、

通常、総所得金額等の計算の際に他の所得との間で損益通算（所法 69）が

なされる。 

（３）損益通算 

イ 損益通算は、ある所得に損失の金額があり、他の所得が黒字の場合に、

その損失の金額をその所得の黒字の金額から一定の順序に従って差し引

く計算を行うものであり、損失が生じた場合に他の所得から差し引くこ

とができる所得は、①不動産所得、②事業所得、③譲渡所得及び④山林

所得に限られる（所法 69①）。 

ロ また、これらの所得に損失が生じた場合でも損益通算はできないこと

があり、その主なものは、次のとおりである。 

（イ）生活に通常必要でない資産に係る所得の損失は、競走馬の譲渡に係

るもので一定の場合を除き、損益通算はできない（所法 69②、所令 200）。 

（ロ）不動産所得の金額の損失のうち、生活に通常必要でない資産に係る

もの以外でも、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなか

ったものとみなされ損益通算ができない。 

Ａ 土地（土地の上に存する権利を含む。）を取得するために要した負

債の利子に相当する部分の金額で一定のもの（措令 26の６①） 

Ｂ 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その
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組合の特定組合員に係るもの（措法 41の４の２①） 

（ハ）申告分離課税の株式等の譲渡による所得(3)（措法 37の 10①）、申告

分離課税の先物取引に係る所得(4)（措法 41 の 14①）については、こ

れらの所得の間での差引計算はできるが、他の所得との損益通算はで

きない。 

 なお、平成 21年分以後の所得税の確定申告においては、上場株式等

の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告

分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することが

できることとなった(5)（措法 37の 12の２①）。 

（４）税額の計算等 

所得税の税額は、所得控除後の課税所得金額に対して税率を適用して算

出されるが、課税山林所得金額に対してはいわゆる５分５乗の方法が採ら

れ、更に、総所得金額のうちの変動所得又は臨時所得に対しては、一定の

条件の下に５分５乗による平均課税の方法で税額を計算することが認めら

れている。このようにして算出された税額から、各種の税額控除がなされ

る。この税率については、所得税制における応能負担の要請から、所得の

増加に応じて適用税率を増加させる超過累進税率が採られているが、平成

19 年分からは、５％から 40％の６段階制（住民税については 10％にフラ

ット化）となっている（所法 89）。 

２ 所得税計算の仕組み（イメージ） 

所得税計算の仕組み（イメージ）の図は次頁のとおりである(6)。 

                                 
(3)  第４節で説明。 

(4)  第５節１で説明。 

(5)  第４節７で説明。 

(6)  財務省ホームページを参考に作成。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/024.htm。 
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第２節 利子所得 

１ 利子所得の意義 

利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資

信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいうが、これ

らについてはそれぞれ次のとおりである（所法 23①）。 

公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる（所基

通２－10）。また、社債とは、株式会社が会社法その他の法律の規定により発

行する債券及び会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券並びに

外国法人が発行する債券でこれらに準ずるものをいうのであるから、債券の

発行につき法律の規定をもたない会社以外の内国法人が発行するいわゆる学

校債又は組合債のようなものは、これに該当せず、これらの利子は、雑所得

に該当する（所基通２－11（注））。 

預貯金には、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、勤務先

預け金（労働基準法第 18条又は船員法第 34条の規定により管理される労働

者又は船員の貯蓄金）、特定の共済組合に対する組合員の貯金及び証券会社等

に対する預託金で勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又

は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのものが含ま

れる（所法２①十、所令２）。ここで、銀行その他の金融機関とは、法律の規

定により預金又は貯金の受入れの業務を行うことが認められている銀行、信

用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、農業

協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合等をいう（所基通２－12）。金

融機関以外のものに対する寄託金につき受ける利子は、所得税法施行令第２

条各号に掲げるものにつき受けるものを除き、雑所得に該当する（所基通２

－12（注））。 

合同運用信託とは、信託会社（信託業務を営む金融機関を含む。）が引き受

けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するも

の（委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託並びに委託者が
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実質的に多数でない一定の信託を除く。）をいう（所法２①十一、所令２の２）。

具体的には、指定金銭信託(7)と貸付信託(8)をいうとされる(9)。 

公社債投資信託とは、証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対す

る投資として運用することを目的とするもので、株式（投資法人の投資口を

含む。）又は出資に対する投資として運用しないものをいう（所法２①十五）。

ここで、証券投資信託とは、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投

資信託法」という。）第２条第４項に規定する証券投資信託(10)及びこれに類

する外国投資信託をいうこととされている（所法２①十三） 

公募公社債等運用投資信託とは、その設定に係る受益権の募集が公募によ

り行われた公社債等運用投資信託のうち一定のものをいう（所法２①十五の

三、法法２二十九ロ（２））。ここで、公社債等運用投資信託とは、証券投資

信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債、手形

又は指名金銭債権に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、

その信託財産をこれらの資産及び合同運用信託にのみ運用するものであるこ

と及びその旨が投資信託約款等に定められているものをいう（所法２①十五

の二、所令２条の２）。公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得は、

平成 12年の税制改正により追加されたものである。 

                                 
(7)  運用方法が指定された金銭信託（金融機関の信託業務の兹営等に関する法律施行

規則３②二、信託業法施行細則２①甲二）。 

(8)  貸付信託とは、貸付信託法第２条第１項に規定する貸付信託をいうとされ（所法

２①十二）、同項に規定する貸付信託とは、「一個の信託約款に基いて、受託者が多

数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は

手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であって、当該信託契約に係る

受益権を受益証券によって表示するものをいう。」とされている。 

(9)  植松守雄編著『注解所得税法〔四訂版〕』249頁（大蔵財務協会、2005）。 

(10) 同項に規定する証券投資信託とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証

券に対する投資として運用することを目的とするものであって、投資信託財産の総

額の２分の１を超える額を有価証券に対する投資として運用すること（有価証券に

ついての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。）を目的とする委託者指

図型投資信託とをいう（投資信託及び投資法人に関する法律２条４項、同施行令６

条）。 
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２ 利子所得の金額 

利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とされている（所法 23②）。

すなわち、必要経費の控除は一切認められていない。 

なお、この理由等については、第６章第２節１（２）で確認及び検討を行

う。 

３ 利子所得の課税方法 

（１）源泉分離課税 

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者（以下「居住者等」とい

う。）が国内において利子等（公社債等の利子で条約又は法律により源泉徴

収の規定を適用しないこととされているものを除く。）の支払を受けるべき

場合、又は国内の支払の取扱者を通じて国外公社債等の利子等の支払の交

付を受ける場合において、その利子所得については総合課税を行わずに、

他の所得を区分してその支払を受けるべき金額に対して 15％の税率を適

用して所得税が課される（ほかに住民税５％が特別徴収される。）（措法３

①、３の３①、措令１の４③）。 

 これらの利子等については、支払の際に 15％の税率で所得税が源泉徴収

される（所法 181、182①、措法３の３③）（ほかに住民税５％が特別徴収

される。）ので、源泉徴収によって課税関係が完結することとなる（源泉分

離課税）。 

 利子所得は、所得税法上は総合課税の対象とされているが、特別措置と

して分離課税とされているものである。 

（２）総合課税 

支払の際に所得税の源泉徴収の対象とならないもの、すなわち、①国外

の銀行等に預けた預金の利子、②外国市場・ユーロ市場において発行され

た債券のうち、指定証券会社に設けられる「外国証券取引口座」を通じな

いで受け取られる利子、③東京市場で発行される債券のうち、加盟協定に

より我が国の源泉微収義務が免除されている国際金融機関（アジア開発銀
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行、国際復興開発銀行、米州開発銀行等）により発行されたものの利子に

ついては、所得税法の本則どおり、総合課税の対象となる(11)（所法 22、89、

165、措法３①、措令１の４③）。 

４ 利子所得の非課税制度(12) 

（１）所得税法の規定によるもの 

イ 当座預金の利子（所法９①一） 

ロ こども銀行の預金の利子等（所法９①二） 

ハ 障害者等の郵便貯金の利子（所法９の２) 

（注）障害者等の郵便貯金の利子（所法９の２）は、郵政民営化法の施

行の日をもって廃止される。 

ニ 障害者等の尐額預金の利子等（所法 10） 

（２）租税特別措置法によるもの 

イ 障害者等の尐額公債の利子（措法４） 

ロ 財形住宅貯蓄の利子等（措法４の２） 

ハ 財形年金貯蓄の利子等（措法４の３） 

ニ 納税準備預金の利子（措法５） 

ホ 振替国債の利子（措法５の２) 

ヘ 民間国外債の利子(措法６） 

ト 特別国際金融取引勘定において経理された（いわゆるオフショア勘定

の）預金等の利子（措法７） 

（３）その他の法令によるもの 

イ 納税貯蓄組合の預金の利子（納税貯蓄組合法） 

ロ 割増金付定額郵便貯金の割増金品（旧郵便貯金法 55の２） 

ハ 政府保証外貨建債券の利子（国際復興開発銀行等からの外貨の受入に

                                 
(11) 苫米地邦男編『所得税質疑応答集〔平成 18年版〕』82頁（大蔵財務協会、2006）。 

(12) 武田昌輔監修『ＤＨＣコンメンタール所得税』第２巻 1,458頁以下（第一法規）

を参考に作成。 
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関する特別措置に関する法律５） 

ニ 外貨公債の利子（外貨公債の発行に関する法律２、４） 

第３節 配当所得 

１ 配当所得の意義 

配当所得とは、法人（公益法人等及び人格のない社団等を除く。）から受け

る①剰余金の配当、②利益の配当、③剰余金の分配、④基金利息並びに⑤投

資信託の収益の分配及び⑥特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得を

いうが、これら①から⑥についてはそれぞれ次のとおりである（所法 24①）。 

剰余金の配当は、株式会社や協同組合等の剰余金の配当（会社法 453、農

業協同組合法 52等）があるが、株式又は出資（公募公社債等運用投資信託以

外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。）に係るものに

限られ、資本剰余金の額の減尐に伴うもの及び分割型分割(13)によるものは除

かれる。会社法において株主等の金銭等の分配（従来の利益の配当、中間配

当、資本及び準備金の減尐に伴う払戻し）がすべて「剰余金の配当」として

統一されたことなどに伴い、平成 18年の税制改正により改正されたものであ

る(14)。 

法人課税信託（所法２①八の三、法法２二十九の二）の受益権につき支払

を受ける利益の分配も、株式又は出資に係る剰余金の配当に含まれる（所法

６の四、八、24①）。 

利益の配当は、持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）及び特定目的

会社(15)の利益の配当があるが、事業年度を一年とする特定目的会社について

は、一事業年度の途中において１回に限り事業年度中の一定の日を定めその

日における社員（当該特定目的会社を除く。）に対し取締役の決定により金銭

                                 
(13) 法人税法第２条第 12号の９に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信

託の分割を含む。 

(14) 国税庁「平成 18年税制改正の解説」139頁。 

(15) 資産の流動化に関する法律により設立された特定目的会社。 
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の分配（中間配当）をすることができる旨を定款で定めることができるとさ

れており(16)、この中間配当は利益の配当に含まれるが、分割型分割によるも

のは除かれる。 

「剰余金の分配」は、例えば、船主相互保険組合法第 42条に基づく剰余金

の分配があるが、出資に係るものに限られる。 

基金利息は、保険業法第 55条第１項の規定に基づき相互会社から支払われ

るものである。なお、基金利息は、相互保険会社の所得の金額の計算上、損

金に算入されるので、配当控除は認められない(17)（所法 92）。 

投資信託の収益の分配は、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託

からの収益の分配以外のものをいう。公社債投資信託及び公募公社債等運用

投資信託の収益の分配に係る所得は利子所得となる（所法 23①）。なお、所

得税法上の投資信託とは、投資信託法に規定する投資信託及び外国投資信託

をいい（所法２①十二の二）、同法に規定する投資信託とは委託者指図型投資

信託及び委託者非指図型投資信託をいうとされている（投資信託法２③）。こ

こで、「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図（一定の者に

指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合を含む。）に基づいて主として

有価証券、不動産その他の特定資産に対する投資として運用することを目的

とする信託で、投資信託法に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して

複数の者に取得させることを目的とするものをいい（投資信託法２①）、「委

託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の

委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託

者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用（一定の者に

運用に係る権限の一部を委託する場合を含む。）することを目的とする信託で、

同法に基づき設定されるものをいう（同法２②）。 

特定受益証券発行信託とは、信託法第 185条第３項に規定する受益証券発

                                 
(16) 資産の流動化に関する法律第 115条第１項。 

(17) 植松・前掲注（9）295頁、武田・前掲注（12）1,482頁。 
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行信託(18)のうち、法人税法第２条第 29 号ハに規定するもの（信託事務の実

施につき一定の要件に該当するものであることについて税務署長の承認を受

けた法人が引き受けたものであること等の要件のすべてに該当するもの）を

いう（所法２①十五の五）。 

企業組合の組合員が、中小企業等協同組合法第 59条第３項の規定によりそ

の企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金、協業組合の組合員

が中小企業団体の組織に関する法律第５条の 20 第２項の定款の別段の定め

に基づき出資口数に応じないで受ける分配金等、一定の企業組合等の分配金

については、配当所得の収入金額とされる（所令 62）。 

法人（公益法人等及び人格のない社団等を除く。）の株主等が、その法人の

合併、分割型分割、資本の払戻し、解散による残余財産の分配、自己の株式

又は出資の取得、出資の消却、出資の払戻し等、組織変更により、金銭その

他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の

価額の合計額がその法人の資本金等の額のうちその交付の基因となったその

法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分

の金額に係る金銭その他の資産は、剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の

分配とみなされ、配当所得に係る収入金額となる（所法 25）。 

２ 配当所得の金額 

（１）収入金額 

配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額である（所法 24②）。 

ただし、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特

定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年にお

いて支払を受けた金額を配当所得の収入金額とする（所法 36③）。 

（２）負債の利子控除 

株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子

                                 
(18) 信託行為においては、一又は二以上の受益権を表示する証券を発行する旨を定め

ることができ、受益証券発行信託とはこの定めのある信託をいう。 



149 

（事業所得又は雑所得の基因となった有価証券を取得するために要した負

債の利子を除く。）でその年中に支払うものがある場合は、収入金額から、

その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期

間に対応する部分の金額とし計算した金額の合計額を控除した金額が所得

金額とされる(19)（所法 24②） 

申告分離課税の適用を受ける株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得又

は雑所得の基因となった元本を取得するために要した負債の利子は、配当

等の収入金額からは控除しないこととされており、このうち申告分離課税

の適用を受ける所得の基因となった元本を取得するために要した負債の利

子については、その所得の金額の計算上、必要経費に算入することとされ

ている(20)（措 37の 10⑥二、三）。 

３ 配当所得の課税方法 

（１）概要 

配当所得は、総合課税を原則としながら、一定の場合に確定申告不要と

されていたが、平成 20年度の税制改正により、平成 21年から一定の上場

株式等の申告分離課税制度が導入された。 

配当所得の課税の概要を表にまとめると、次のとおりとなる(21)。 

                                 
(19) この場合、配当所得の金額の計算上控除する負債の利子の金額は、その年中に支

払う負債の利子の額を 12で除し、これにその年において当該負債により取得した元

本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とするが、月数は、暦に従って計

算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする（所令 58）。 

(20) 配当所得の金額の計算上控除する負債の利子であるか、株式等に係る譲渡所得等

の金額等の計算上控除する負債の利子か明確に区分することが困難なときは、次の

算式により計算した金額を配当所得の金額の計算上控除すべき負債の利子の額とす

ることができるものとするとされている（所基通 24－６）。 

 株式等を取得するために要した負債の利子の総額×配当所得の収入金額／（配当

所得の収入金額＋その利子の額を差し引く前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び

総合課税の株式等に係る事業所得等の金額） 

 なお、申告分離課税の株式等の譲渡による所得の金額の計算上控除すべき負債の

利子の金額については、措置法通達 37 の 10－17 に掲げる算式により計算すること

とされており、これについては、第４節３（３）で説明する。 

(21) 財務省のホームページを参考に作成。 
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区   分 平成 21年～平成 23年 平成 24年～ 

 

公募株式投資信託の 

収 益 の 分 配 等 

 

申 告 不 要 と 総 合 課 税 と の 選 択 

① 申告不要（20％源泉徴収）（所 15％、住５％） 

【軽減税率（平成 21年～平成 23年）】 

  10％源泉徴収（所７％、住３％） 

② 総合課税（配当控除）（10～50％）（所５～40％、住 10％） 

（注）株式譲渡損との損益通算のため、申告分離課税も選

択可。20％（所 15％、住５％） 

【軽減税率（平成 21年～平成 23年）】 

  10％源泉徴収（所７％、住３％） 

剰余金の配
当・利益の

配当・剰余

金の分配等 

上場株式等
の配当（大

口以外）等 

（注）１ 

上 記 以 外 
総合課税（配当控除） 

20％の源泉徴収（所 20％） 

 尐 額 

（注）２ 

 確定申告不要 

20％の源泉徴収（所 20％） 

（注）１ 上場株式等の配当（大口以外）等とは、株式等の保有割合が発行済株式又は

出資の総数又は総額の５％未満である者が支払を受ける配当をいう。 

   ２ 尐額とは、１回の支払金額が「10 万円×配当計算期間÷12」以下の配当をい

う。 

 

（２）総合課税 

配当所得は、原則として、総合課税により５～40％の累進税率を適用し

て課税される（所法 22、89、165）。 

また、配当所得（外国法人から受けるこれらの金額に係るものを除く。）

を有する場合には、その年分の所得税額につき、配当控除（所法 92）の適

用を受けることができる。配当控除の控除率は、剰余金の配当、利益の配

当、剰余金の分配については、その配当所得の金額の 10％（課税所得金額

の合計が 1,000円超の部分については、５％）、証券投資信託の収益の分配

については、その配当所得の金額の５％（課税所得金額の合計が 1,000円

                                                                       
 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kinyu/haitou01.htm。 
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超の部分については、2.5％）である。 

なお、配当控除は、法人、個人間の二重課税を調整(22)するためのもので

ある。 

（３）申告分離課税(23) 

イ この制度は、平成 20年度の税制改正により導入されたものであり、居

住者等が平成 21 年１月１日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当

等を有する場合において、その上場株式等の配当等に係る配当所得につ

きこの特例の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出し

たときは、その上場株式等の配当等に係る配当所得については、他の所

得と区分して、その年中のその上場株式等の配当等に係る配当所得の金

額（以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。）に対し、上場株

式等に係る課税配当所得の金額（所得控除を適用した後の上場株式等に

係る配当所得の金額をいう。）の 15％の税率により所得税（住民税は

５％）を課することとされた（措法 8の 4①）。 

 また、特例措置として、平成 20年度の税制改正では、平成 21年１月

１日から平成 22年 12月 31日までの間は、上場株式等に係る課税配当所

得の金額のうち 100 万円以下の部分については、７％（ほかに住民税

３％）の税率が適用されることとされていた（平成 20 年改正法附則 33

③）が、平成 21年度の税制改正により、この 100万円の金額基準がなく

なるとともに、軽減税率の適用期間が平成 23年 12月 31日まで延長され

た（平成 20年改正法附則 33の改正）。 

 加えて、平成 20年度の税制改正では、確定申告書を提出する居住者等

の平成 21 年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある

場合には、その上場株式等に係る譲渡損失の金額は、上場株式等に係る

配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限る。）を限度として、

その年分の上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除することとさ

                                 
(22) 配当所得に関して、法人、個人間での調整方式については、第５章第３節１（６）。 

(23) 国税庁『平成 20年税制改正の解説』63頁以下を参考にした。 
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れた（措法 37の 12の２①）。この損益通算制度については、第４節７で

説明する。この申告分離課税制度及び損益通算制度は、いずれも、金融

所得課税の一体化へ向けての措置であると言える。 

ロ この申告分離課税の特例の対象となる「上場株式等の配当等」とは、

配当等（租税特別措置法第８条の２第１項に規定する私募公社債等運用

投資信託等の収益の分配に係る配当等及び同法第８条の３第１項に規定

する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く(24)。）のうち次に

掲げるものをいう（措法８の４①各号）。 

（イ）「金融商品取引所に上場されている株式等その他一定の株式等」の配

当等で、いわゆる大口株主等(25)がその内国法人から支払を受けるもの

以外のもの 

 ここで「金融商品取引所に上場されている株式等その他一定の株式

等」とは、次のＡからＦまでの株式等(26)のうち、金融商品取引所に上

場されている株式等、店頭売買銘柄として登録された株式、店頭転換

社債型新株予約権付社債、店頭管理銘柄株式、登録銘柄として登録さ

れた日本銀行出資証券又は外国金融商品市場において売買されている

株式等をいう（措法 37の 10②、37の 11の３②、措令 25の 10の２⑤、

措規 18の 11④）。 

Ａ 株式（株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、

新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。） 

Ｂ 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合

                                 
(24) これらは源泉分離課税となる。 

(25) 内国法人から支払がされるその配当等の支払に係る基準日において、その内国法

人の発行済株式（投資法人にあっては、発行済みの投資口）又は出資の総数又は総

額の 100分の５以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者。 

(26) 外国法人に係るものを含み、いわゆる株式・出資形態のゴルフ会員権（ゴルフ場

の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の

利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件と

されている場合における当該株式又は出資者の持分）を除く（措法 37の 10②かっこ

書、措令 25の８②）。 
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資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第２条第７号に規定す

る協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分

（出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受

ける権利を含み、（ハ）に掲げるものを除く。） 

Ｃ 新株予約権付社債（資産の流動化に関する法律に規定する転換特

定社債及び新優先出資引受権付特定社債を含む。） 

Ｄ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資

（優先出資者となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含

む。）及び資産の流動化に関する法律に規定する優先出資（優先出資

社員となる権利及び引受権を含む。） 

Ｅ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以

外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権 

Ｆ 特定受益証券発行信託の受益権 

（ロ）公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集

が一定の公募により行われたもの（特定株式投資信託を除く。）の収益

の分配に係る配当等 

 この「一定の公募により行われたもの」とは、その募集が、次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める取得勧誘により行われた

証券投資信託をいう（措令４の２②）。 

Ａ その受益権の募集が国内において行われる場合 

 その募集に係る金融商品取引法第２条第３項に規定する取得勧誘

が同項第１号に掲げる場合（多数の者を相手方として行う場合をい

うが、適格機関投資家のみを相手方とするものは除かれる。以下の

Ｂ及び（ハ）Ｂにおいて同じ。）に該当し、かつ、委託者指図型投資

信託約款その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場

合に該当するものである旨の記載がなされて行われるもの 

Ｂ その受益権の募集が国外において行われる場合 

 その募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第２条第３項第１号に
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掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書

その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当

するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるもの 

（ハ）特定投資法人の投資口の配当等 

 特定投資法人とは、投資信託及び投資法人に関する法律の投資法人

のうち、次に掲げる要件を満たすもの（公募・オープンエンド型）を

いう。 

Ａ その規約に投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定めら

れていること 

Ｂ その投資口の募集に係る勧誘が金融商品取引法第２条第３項第１

号に掲げる場合に該当し、かつ、その投資口申込証にその勧誘が同

号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われる

ものであること（措令４の２③） 

ハ 国内において上場株式配当等（上場株式等の配当等のうちオープン型

の証券投資信託の収益の分配及びいわゆるみなし配当以外のものをい

う。）の支払をする者は、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その

支払を受ける者に交付しなければならないこととされ（措法８の４④、

措規４の４①）、上場株式等の配当等に係る配当所得を申告する場合には、

上場株式等の配当等に係る支払通知書又は特定口座年間取引報告書を確

定申告書に添付しなければならない（措令４の２⑤、⑦、所法 120③三、

166、所令 262③）。 

（４）確定申告不要制度 

次の配当等については、確定申告不要とされている（措法８の５①）。 

イ 内国法人から支払を受ける配当等（ロからニまでに掲げるものを除

く。）で、その内国法人から１回に支払を受けるべき金額が、10 万円に

配当計算期間の月数を乗じてこれを 12 で除して計算した金額以下であ

るもの 

ロ 内国法人から支払を受ける「金融商品取引所に上場されている株式等
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その他一定の株式等」の配当等で、いわゆる大口株主等がその内国法人

から支払を受けるもの以外のもの（上記（３）ロ（イ）と同様） 

ハ 内国法人から支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託で

その設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたもの（特定株

式投資信託を除く。）の収益の分配に係る配当等 

ニ 特定投資法人から支払を受けるべき投資口の配当等 

（５）配当所得の源泉徴収 

居住者に対して国内において配当等を支払う場合には、所得税を源泉徴

収する必要があり（所法 181①）、原則として、その税率は 20％とされてい

る（所法 182二）が、租税特別措置法の規定により特例が設けられている。

その適用関係を表にまとめると、次のとおりとなる(27)。 

 

 ～平 15.3.31 
平 15.4.1～

12.31 
平 16.1.1～
20.12.31 

平 21.1.1～
23.12.31 

平 24.1.1～ 

原 則 

・未上場株式
等の配当等 

・上場株式等
の 配 当 等

(個人の大

口株主) 

所 20％ 

（所法 182） 

上場株式等の
配当等(個人

の大口株主) 

所 20％ 

(所法 182) 

所 10％ 

(旧措法９の
３、平 15改正
法附則 68②) 

所７％､住３％ 

(旧措法９の
３②) 

所７％､住３％ 

(措法９の３、
措法９の３の
２、平 20改正

法附則 33③、

同条の改正) 

所15％､住５％ 

(措法９の３) 

公募証券投資
信託の収益の

分配、特定投
資法人の投資

所15％､住５％ 

(源泉分離課税) 

(旧措法８の
２①､８の４

 所７％､住３％ 

(旧措法９の
３②) 

所７％､住３％ 

(措法９の３、
措法９の３の
２、平 20改正

所15％､住５％ 

(措法９の３) 

                                 
(27) 塩崎潤ほか監修『ＤＨＣ源泉徴収所得税釈義』第２巻 2,411の５頁及び 2,412頁

（第一法規）、国税庁『平成 15年改正税法のすべて』69頁を参考にし、平成 21年度

税制改正の内容を織り込んで作成。 
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口の配当等 ①) 法附則 33③、
同条の改正) 

 

源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例が、平

成 20年度の税制改正で創設され、平成 22年１月１日から適用となるが、

これについては、第４節６で説明する。 

第４節 株式等の譲渡による所得 

１ 株式等に係る譲渡所得等の課税の概要 

株式等に係る譲渡所得等の課税の概要は、次のとおりである(28)。 

 

区   分 平成 21年～平成 23年 平成 24年～ 

上場株式等 

・上場株式 

・店頭登録株式 

・ＥＴＦ 

申  告  分  離  課  税 

譲渡益 × 20％（所 15％、住 5％） 

【軽減税率（平成 21年～平成 23年）】 

譲渡益 × 10％ （所 7％、住 3％） 

源泉徴収口座における確定申告不要の特例 

 源泉徴収口座（源泉徴収を選択した特定口座）を通じて行われる上
場株式等の譲渡による所得については、源泉徴収のみで課税関係を終

了させることができる。 

その他の株式等 
申  告  分  離  課  税 

譲渡益 × 20％（所 15％、住 5％） 

（注）１ 上場株式等の譲渡損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額について

は、翌年以後３年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除

可。 

   ２ 上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当所得の金額か

ら控除可。 

                                 
(28) 財務省のホームページを参考に作成。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kinyu/kabu01.htm。 
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２ 株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税と株式等の意義 

（１）株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税 

居住者等が、平成 16年１月１日以後に株式等の譲渡をした場合には、そ

の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得（以下「株式等に係

る譲渡所得等」という。）については、他の所得と区分して、その年中のそ

の株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

（以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し株式等に係る課

税譲渡所得等の金額の 15％の税率によって所得税（ほかに住民税５％）が

課される（措法 37の 10①）。 

この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失

の金額があるときは、当該損失の金額は生じなかったものとみなされる（措

法 37の 10①後段）。 

（２）株式等の意義 

申告分離課税制度の対象となる「株式等」は、「第３節 配当所得」の３

（３）ロ（イ）の「ＡからＦ」に掲げたものと同様である（措 37の 10②）。 

３ 株式等に係る譲渡所得等の金額 

（１）概要 

申告分離課税の対象とされる「株式等に係る譲渡所得等の金額」は、株

式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合

計額であり（措法 37の 10①）、これらの所得の金額の計算上生じた損失の

金額は、他の株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得の金額及び雑所得の

金額から控除する。株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の

金額があるときは、損失の金額は生じなかったものとみなすとされている

（措法 37の 10①後段）。 

 しかしながら、平成 20年度の税制改正により、平成 21年分以後の各

年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、申告分離課税を

選択した上場株式等に係る配当所得の金額からの控除を認められることと
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なった。これについては、下記７で説明する。 

（２）株式等の譲渡による所得に係る収入金額 

株式等の譲渡による所得に係る収入金額は、その株式等の譲渡の対価と

してその年において収入すべき金額であるが、次に掲げる金額（所得税法

第 25条によって配当等の額とみなされる部分の金額を除く。）は、株式等

の譲渡による所得に係る収入金額とみなされる（措法 37 の 10③、④、措

令 25の８③）。 

法人（公益法人を除く。）の株主等が、その法人の合併、分割、資本の払

戻し、自己の株式又は出資の取得、出資の消却、出資の払戻し等、組織変

更、その他一定の場合に交付を受ける金銭及び金銭以外の価額の合計額 

（３）株式等の譲渡による所得に係る取得費等 

株式等の譲渡による所得に係る総収入金額から控除する取得費等には、

その株式等の取得価額、株式等を取得するために要した負債の利子、譲渡

のために要した委託手数料、有価証券取引税、管理費等がある（所法 48、

所令 109①）。 

取得価額は有価証券の評価等の原則によることとなるが、２回以上にわ

たって取得した同一銘柄の株式等の取得価額については、総平均法（譲渡

所得又は雑所得については総平均法に準ずる方法）によって評価する（所

法 48③、所令 118①）。 

譲渡所得の基因となる資産を取得するのに要した負債の利子は、所得税

法上、原則として取得費等にならないのであるが、申告分離課税の株式等

の譲渡による所得の基因となる株式等を取得するための負債の利子は、株

式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得の金額及び雑所得のいずれの場合に

も費用として控除する(29)（所法 38①、措法 37の 10⑥）。 

                                 
(29) その年において、株式等に係る譲渡所得等及び配当所得を有する者が負債により

取得した株式等を有する場合において、当該負債を株式等に係る譲渡所得等の基因

となった株式等を取得するために要したものとその他のものとに明確に区分するこ

とが困難なときには、次の算式により計算した金額を株式等に係る譲渡所得等の金

額の計算上控除すべき負債の利子の額とすることができるものとされている（措通
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４ 上場株式等を譲渡した場合の軽減税率の特例 

（１）上場株式等を譲渡した場合の軽減税率の特例 

株式等に係る譲渡所得等の金額のうち、平成 21 年１月１日から平成 23

年 12月 31日までの間に「上場株式等」の「一定の譲渡」に係るものにつ

いては、税率が７％（ほかに住民税３％）となる（平成 20 年改正法附則

43②の改正、措法 37の 11の３②、37の 12の２②）。 

なお、平成 20年度の税制改正では、特例措置として、平成 21年１月１

日から平成 22年 12月 31日までの間は、上場株式等に係る課税譲渡所得等

の金額のうち 500万円以下の部分については、７％（ほかに住民税３％）

の税率が適用されることとされていた（改正法附則 43②）が、平成 21 年

度の税制改正により、この 500万円以下の基準が撤廃され、軽減税率が平

成 23年 12月 31日までとなった（平成 20年改正法附則 43②の改正）。 

（２）「上場株式等」 

上場株式等を譲渡した場合の軽減税率の特例の対象となる「上場株式等」

とは、申告分離課税の特例の対象となる「上場株式等の配当等(30)」におけ

る「上場株式等」と同様で、次に掲げるものである（措法 37の 11の３②）。

以下「上場株式等」という場合には、同様である。 

イ 「金融商品取引所に上場されている株式等その他一定の株式等」 

ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が

一定の公募により行われたもの（特定株式投資信託を除く。）の受益権 

                                                                       
37の 10－17）。 

 株式等を取得するために要した負債の利子の総額×（その利子の額を差し引く前

の株式等に係る譲渡所得等の金額／（配当所得の収入金額＋その利子の額を差し引

く前の株式等に係る譲渡所得等の金額＋その利子の額を差し引く前の総合課税の株

式等に係る事業所得等の金額）） 

（注）算式中の「総合課税の株式等に係る事業所得等」とは、所得税法第 22条《課

税標準》又は同法第 165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》

の規定の適用を受ける株式等の譲渡による所得で事業所得又は雑所得に該当す

るものをいう。 

(30) 第３節３（３）ロ。 
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ハ 特定投資法人(31)の投資口（措法 37 の 11 の３②）。ただし、申告分離

課税の特例の対象となる「上場株式等の配当等」の場合には、いわゆる

大口株主等がその内国法人から支払を受けるものは除外されているが、

この上場株式等を譲渡した場合の軽減税率の特例の対象となる「上場株

式等」の場合には、このような除外はない。 

（３）「一定の譲渡」 

この上場株式等を譲渡した場合の軽減税率の特例の対象となる「一定の

譲渡」とは、次に掲げる上場株式等の譲渡である（37の 12の２②）。 

イ 金融商品取引業者(32)又は登録金融機関(33)への売委託により行う上場

株式等の譲渡 

ロ 金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡 

ハ 登録金融機関又は投資信託委託会社(34)に対する上場株式等の譲渡で

一定のもの 

ニ 租税特別措置法第 37条の 10第３項又は第４項各号に規定する事由に

よる上場株式等の譲渡 

ホ 上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法

人に係る株式交換完全親法人(35)又は株式移転完全親法人(36)に対する当

該上場株式等の譲渡 

ヘ 上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192条第１項の規定に基

づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場

株式等の譲渡で一定のもの 

ト 上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法第220条ノ６第１項

                                 
(31) 第３節３（３）ロ（ハ）。 

(32) 金融商品取引法第２条第９条に規定する金融商品取引業者で同法第 28条第１項に

規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。 

(33) 金融商品取引法第２条第 11項に規定する登録金融機関。 

(34) 投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 11項に規定する投資信託委託会社。 

(35) 法人税法第２条第 12号の６の４に規定する株式交換完全親法人。 

(36) 法人税法第 12号の７に規定する株式移転完全親法人。 
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の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡 

チ 上場株式等を発行した法人が行う会社法第 234条第１項又は第 235条

第１項（これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。）の規定

その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場

株式等の競売(37)による当該上場株式等の譲渡 

５ 特定口座制度 

（１）特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例 

居住者等が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座（２以上の特定

口座を有する場合には、それぞれの特定口座）に保管の委託等がされてい

る上場株式等（以下「特定口座内保管上場株式等」という。）の譲渡をした

場合には、それぞれの口座ごとに、その特定口座内保管上場株式等の譲渡

による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とその特定口座

内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡

所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する（措

法 37の 11の３①）。 

ここで、特定口座とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は投資信託

委託会社（以下「金融商品取引業者等」という。）の国内における営業所等

に特定口座開設届出書を提出して設定された一定の要件を満たす口座をい

う（措法 37の 11の３③一）。 

また、信用取引等(38)を行う居住者等が、上場株式等信用取引等契約に基

づき上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、それ

ぞれの口座ごとに、その特定口座に係る信用取引当に係る上場株式等の譲

渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とその信用取引等に係る上場株

                                 
(37) 会社法第 234 条第２項（同法第 235 条第２項又は他の法律において準用する場合

を含む。）の規定その他一定の規定による競売以外の方法による売却を含む。 

(38) 金融商品取引法第 156 条の 24 第１項に規定する信用取引又は金融商品取引法第

161 条の２に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第１条第２項に規定す

る発行日取引（措法 37の 11の３②、措規 18の 11）。 



162 

式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額と

を区分して、これらの金額を計算する（措法 37の 11の３②）。 

これらの計算は、金融商品取引業者等によって行われ、所定の事項を記

載した特定口座年間取引報告書が所轄税務署長へ提出されるとともにその

居住者等へ交付される（措法 37の 11の３②、措規 18の 13の５①、②）。 

特定口座制度のイメージ図は、次のとおりである(39)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得等に対する源泉徴収等の

特例 

特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は特定口座において処理され

た上場株式等の信用取引等の決済に係る差益に相当する金額の支払をする

金融商品取引業者等は、居住者等から特定口座源泉徴収選択届出書の提出

があった場合において、その年中に行われたその特定口座（以下「源泉徴

収選択口座」という。）に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源

泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決

済により、源泉徴収選択口座内で所定の所得金額が生じたときは、その支

払をする際にその所得金額の 15％の所得税（ほかに住民税５％）が徴収さ

れることとなっているが、平成 23 年 12 月 31 日まで７％（ほかに住民税

３％）の軽減税率が適用される（措法 37の 11の４①、平成 20年改正法附

                                 
(39) 財務省のホームページから。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kinyu/kabu09.htm。 
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則 45の改正）。 

なお、源泉徴収選択口座に係る特定口座年間取引報告書の税務署への提

出を不要とする特例（旧措法 37の 11の４⑧）は、廃止されている。 

（３）確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得 

その年分の源泉徴収選択口座を有する居住者等で、当該源泉徴収選択口

座につき有しているその特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得

等の金額又は損失の金額及び差金決済に係る信用取引等に係る所得の金額

又は損失の金額については、これらの所得の金額又は損失の金額を除外し

て、その年分の確定申告を行うことができることとされている（措法 37

の 11の５①）。 

これについて、平成 20年度の税制改正では、平成 21年及び 22年の各年

においては、源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等に係る申

告不要の特例を適用しないで計算した上場株式等の譲渡所得等の金額が

500 万円を超える居住者等については、この申告不要の特例を適用しない

こととされていた（平成 20年改正法附則 45③）が、平成 21年度の税制改

正により、この 500万円の制限はなくなった（平成 20年改正法附則 45の

改正）。 

６ 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例 

この特例は、平成 20 年度の税制改正で創設されたものであるが、平成 22

年１月１日から適用となるものである（平成 20年改正法附則 46①）。上場株

式等に係る譲渡損失の金額は、平成 20年度の税制改正により、平成 21年か

らは、上場株式等に係る配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限

る。）との損益通算が可能となったが、この損益通算を平成 22年からは源泉

徴収選択口座内で行うことを可能とするものである。 

源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を通じて、

平成 22 年１月１日以後に支払を受けるものその他一定の要件を満たす上場

株式等の配当等について、その営業所の長に届出を行うことにより、その源
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泉徴収選択口座に受け入れることができることとされ、源泉徴収選択口座を

有する居住者等が支払を受ける上場株式等の配当等のうち源泉徴収選択口座

に受け入れたもの（源泉徴収選択口座内配当等）については、その源泉徴収

選択口座内配当等に係る配当所得の金額と源泉徴収選択口座内配当等以外の

配当等に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算することと

された（措法 37の 11の６①、措令 25の 10の 13①）。 

金融商品取引業者等が、居住者等に対してその年中に交付した源泉徴収選

択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合にお

いて、その源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失の金額があると

きは、その源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の

額は、その年中の源泉徴収選択口座内配当等の総額からその上場株式等に係

る譲渡損失の金額を控除した残額に対して源泉徴収税率を乗じて計算した金

額である（措法 37の 11の６⑥、措令 25の 10の 13⑧）。 

また、この場合、その金融商品取引業者等がその上場株式等の配当等の交

付の際に既に徴収した所得税の合計額と上記により計算された徴収して納付

すべき所得税の額との差額については、この金融商品取引業者等がその源泉

徴収選択口座内配当等の交付を受ける居住者等に対して還付しなければなら

ない（措法 37の 11の６⑦）。 

７ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

（１）譲渡損失の損益通算 

確定申告書を提出する居住者等の平成 21 年分以後の各年分の上場株式

等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その上場株式等に係る譲渡損失

の金額は、租税特別措置法第 37条の 10第１項後段の規定にかかわらず、

上場株式等に係る配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限る。）

を限度として、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除

する（措法 37の 12の２①）。 

租税特別措置法第 37条の 10第１項後段では、株式等に係る譲渡所得等
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の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、損失の金額は生じなかっ

たものとみなすとされているが、申告分離課税を選択した上場株式等に係

る配当所得の金額からの控除を認めるもので、平成 20年度の税制改正によ

り創設されたものである。 

この規定は、この規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、適

用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の

金額の計算に関する明細書等の添付がある場合に限り、適用される（措法

37の 12の２③、措規 18条の 14の２②）。 

（２）譲渡損失の繰越控除 

確定申告書を提出する居住者等が、その年の前年以前３年内の各年にお

いて生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を有する場合には、租税特別

措置法第 37条の 10第１項後段の規定にかかわらず、その上場株式等に係

る譲渡損失の金額に相当する金額は、一定の要件の下で、その年分のその

株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計

算上控除する（措法 37の 12の２①）。 

この規定は、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税に

つきその上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の添付

がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を

提出している場合であって、その計算に関する明細書等の添付がある場合

に限り、適用される（措法 37の 12の２⑧、措規 18条の 14の２③）。 

８ 特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 

居住者等について、その有する特定管理株式が株式としての価値を失った

ことによる損失が生じた場合として、その特定管理株式を発行した株式会社

が解散（合併による解散を除く。）をし、その清算が結了したときその他これ

に類するものとして政令で定める事実が生じたときは、その事実が発生した

ことはその特定管理株式の譲渡をしたこととみなし、また、損失が生じた場

合の一定の金額は、その特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の
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金額とそれぞれみなす（措法 37の 10の２①、措令 25の８②）。 

ここで、特定管理株式とは、その居住者等の特定口座に係る特定口座内保

管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式につき、

その上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定口座を開

設する金融商品取引業者等に開設される特定管理口座に保管の委託等がされ

ている当該内国法人の株式をいう。 

また、特定管理口座とは、その特定口座内保管上場株式等が上場株式等に

該当しないこととなった内国法人の株式につきその特定口座から移管により

保管の委託がされることその他の一定の要件を満たす口座をいう。 

９ 特定中小会社(40)が発行した株式に係る譲渡所得等の特例（エンジェル税

制） 

（１）特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の特例 

特定中小会社の設立の際に発行された株式又はその設立の日後に発行さ

れた当該特定中小会社の株式（以下「特定株式」という。）を取得した居住

者等が、その特定株式を払込みにより取得をした場合におけるその年分の

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その年中にその払込み

により取得をした特定投資株式の取得に要した金額の合計額を控除する

(41)（措法 37の 13①）。ただし、この特例を適用する前の株式等に係る譲渡

所得の金額が、その合計額に満たない場合には、その適用前の株式等に係

                                 
(40) 租税特別措置法第 37条の 13第１項各号に規定する株式会社をいい、中小企業の

新たな事業活動の促進に関する法律第７条に規定する特定新規中小企業者に該当す

る株式会社その他一定の株式会社が該当する。 

(41) 居住者等が、平成 20年４月１日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関す

る法律に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社（その設立の日以後の期

間が１年未満のもの等に限る。）により発行される株式を払込みにより取得をした場

合において、その居住者等がその払込みにより取得をした株式の取得に要した金額

（1,000万円を限度）については、寄附金控除(所法 78)の規定を適用することがで

きる（措法 41の 19①）。ただし、この寄附金控除の対象とした株式については、特

定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の特例（措法 37の 13①）は適

用できない（措法 41の 19②）。 
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る譲渡所得の金額に相当する金額とする。 

（２）特定中小会社の発行した株式が価値を失った場合の特例 

特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者等が、その特

定中小会社の設立の日からその株式の上場等の日の前日までの期間内に株

式としての価値を失ったものとされる事実が発生したときは、その該特定

株式を譲渡したものとみなし、また、その一定の損失額は、その年分の株

式等の譲渡に係る所得の金額の計算上、その特定投資株式の譲渡をしたこ

とにより生じた損失の額とみなす（措法 37の 13の２①）。 

（３）特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例 

特定投資株式の譲渡（親族等に対する譲渡等一定のものを除く。）をした

ことにより生じた一定の損失の金額のうち、当該譲渡をした日の属する年

分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれな

い金額として一定の方法により計算した金額がある場合には、その金額は

その年の翌年以後３年内の各年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算

上繰越控除することができる（措 37の 13の２④、⑤、措令 25の 12の２

⑥～⑨）。この特例は、特定投資株式に係る譲渡損失の金額が生じた年分の

所得税につきその特定投資株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細

書等の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確

定申告書を提出している場合であって、その計算に関する明細書等の添付

がある場合に限り適用される（措法 37の 13の２⑥、措規 18の 15の２④、

⑤）。 

第５節 その他の金融所得 

１ 先物取引に係る雑所得等の課税の特例等 

（１）先物取引に係る雑所得等の課税の特例 

居住者等が、次に掲げる取引をし、かつ、その取引に係る決済（差金等

決済）をした場合には、その差金等決済に係るその先物取引による事業所
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得及び雑所得については、他の所得と区分し、その年中のその先物取引に

よる事業所得の金額及び雑所得の金額（以下「先物取引に係る雑所得等の

金額」という。）に対し、その先物取引に係る課税雑所得等の金額の 15％

の税率による所得税（ほかに住民税５％）を課する（措法 41の 14①）。こ

の場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金

額があるときは、その該損失の金額は生じなかったものとみなされる（措

法 41の 14①後段）。 

イ 商品先物取引（商品取引所法第２条第８項及び同条第 10項第１号ホに

掲げる取引。商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるも

のを除く。） 

ロ 金融商品取引法第２条第 21項第１号から第３号までに掲げる取引（同

項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもの）のうち一定の金融

商品先物取引等（金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。）

（措令 26の 23②） 

（２）先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 

確定申告書を提出する居住者等がその年の前年以前３年内の各年におい

て生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額を有する場合には、租税

特別措置法第 41条の 14第１項後段の規定にかかわらず、その先物取引の

差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、その確定申告書に係る年

分の先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、その年分のその先物取

引に係る雑所得等の金額の計算上控除する（措法 41の 15①）。 

この特例は、居住者等の規先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生

じた年分の所得税につきその先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計

算に関する明細書等の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後にお

いて連続して確定申告書を提出している場合であって、控除を受ける金額

の計算に関する明細書等の添付がある場合に限り、適用される（措法 41

の 15③、措令 26の 26、措規 19の９）。 
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２ 金融類似商品 

居住者等が、国内において支払を受けるべき次の給付補てん金等について

は、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し 15％の税率による

所得税が課される（ほかに住民税５％）（措法 41の 10①、所法 174三～八）。

これらは国内において支払を受ける際にその 15％に相当する所得税を源泉

徴収される（所法 109の２、209の３）（ほかに住民税５％が特別徴収される。）

ので、源泉分離課税となる。 

（１）定期積金に係る契約に基づく給付補てん金 

（２）銀行法第２条第４項の契約に基づく給付補てん金 

（３）抵当証券法第１条第１項に規定する抵当証券に基づき締結されたその抵

当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む一定

の契約により支払われる利息 

（４）金その他の貴金属その他これに類する物品の売戻し条件付売買の利益

（例：金投資口座の利益等） 

（５）外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した

率により本邦通貨又はその外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこと

とされているものの差益（例：外貨投資口座の為替差金等） 

（６）生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約

で保険料又は掛金を一時に支払うことその他一定の事項をその内容とする

もののうち、保険期間又は共済期間が５年以下のもの及び保険期間等が５

年を超えるものでその保険期間等の初日から５年以内に解約されたものに

基づく差益（例：一時払い養老保険、一時払い損害保険等の一定の差金） 

３ 割引債の償還差益 

（１）概要 

個人が割引債について支払を受けるべき償還差益については、他の所得

と区分し、その支払を受けるべき金額に対し、発行時において 18％の税率

による所得税が課される（措法 41の 12①）。この割引債とは、割引の方法
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により発行される公社債で次に掲げるものである（措法 41 の 12⑦、措令

26の 15①）。なお、この償還差益については、割引債の発行の際に所得税

が源泉徴収されるので、源泉分離課税となる。 

イ 国債及び地方債 

ロ 内国法人が発行する社債（会社以外の内国法人が特別の法律により発

行する債券を含む。） 

ハ 外国法人が発行する債券（国外において発行する債券にあっては、国

内に恒久的施設を有する外国法人（法法 141一～三）の国内における事

業に帰せられる場合におけるその債券に限る。） 

ただし、①外貨公債の発行に関する法律第１条第１項又は第３項（同法

第４条において準用する場合を含む。）の規定により発行される同法第１条

第１項に規定する外貨債（同法第４条に規定する外貨債を含む。）及び②独

立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都

市再生機構が、その法令の規定により発行する債券は除かれる（措法 41

の 12⑦、措令 26の 15②）。 

（２）特定の割引債の償還差益 

次に掲げる割引債の償還差益については、上記（１）の税率は 16％とな

る（措法 41の 12①）。 

イ 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第２条第１項に規定する東

京湾横断道路建設事業者が法令の規定により発行する社債 

ロ 同民間都市開発の推進に関する特別措置法第３条第１項に規定する民

間都市開発推進機構が法令の規定により発行する債券 

４ 公社債等の譲渡による所得 

（１）非課税 

次に掲げる有価証券の譲渡による所得は、所得税は非課税とされ、これ

らの所得について損失が生じた場合には、その損失はないものとみなされ

る（措法 37の 15）。 
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イ 公社債（新株予約権付社債を除く。）の譲渡による所得 

ロ 公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益証券並び

に社債的受益権の譲渡による所得 

ハ 公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び特定目的信託（以下「公

社債投資信託等」という。）の終了又は公社債投資信託等の一部の解約に

よりその公社債投資信託等の受益証券を有する者に対して支払われる金

額とその公社債投資信託等について信託された金額（オープン型の証券

投資信託(42)については、その金額のうち収益調整金のみに係る収益とし

て分配される特別分配金の部分の金額を控除した金額）のうちその受益

証券に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額がその受益証券の取得

に要した金額を超える場合におけるその超える部分の金額 

（２）総合課税 

割引の方法により国外で発行されるいわゆるゼロクーポン債(43)、低クー

ポン債(44)、ストリップス債(45)、デファードペイメント債(46)、一定の短期

割引国債、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人都市再生

機構、解散前の都市基盤整備公団及び解散前の住宅都市整備公団が国内で

発行した割引債の譲渡による所得については、総合課税の対象とされる（措

法 37の 15、37の 16、41の 12⑨、措令 25の 15、措規 18の 16）。  

                                 
(42) 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるもの（所法２①十四）。 

(43) 利子の利率がないもの（措令 25の 15一、措規 18の 16）。 

(44) 利子の利率が著しく低いもの（確定利率により利子が支払われる公社債で当該利

率が年 0.5％未満（その発行の日から償還期限までの期間が 10年以上 15年未満のも

のにあっては年 0.4％未満とし、当該期間が８年以上 10年未満のものにあっては年

0.3％未満とし、当該期間が７年以上８年未満のものにあっては年 0.2％未満とし、

当該期間が７年未満のものにあっては年 0.1％未満とする。）のもの（措令 25の 15

一、措規 18の 16））。 

(45) その債券が元本に係る部分と利子に係る部分とを切り離してそれぞれ独立して取

引されるもの（措令 25の 15二）。 

(46) その利子の計算期間が１年を超えるもの又はその利子の計算期間のうちに１年を

超える利子の計算期間があるもの（措令 25の 15三）。 
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５ 生命保険契約等に基づく年金・一時金 

所得税法施行令第 183条第２項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一

時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金（業務に関

して受けるものを除く。）及び同令第 184条第４項《損害保険契約等に基づく

満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等は、一時所

得(47)（総合課税）に該当する（所基通 34－１（４））。 

所得税法施行令第 183条第１項《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所

得の金額の計算上控除する保険料等》に規定する生命保険契約等に基づく年

金及び同令第 184条第１項《損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金

額の計算上控除する保険料等》に規定する損害保険契約等に基づく年金は、

雑所得(48)（総合課税）に該当する（所基通 35－１（９））。 

所得税法施行令第 183条第１項に規定する生命保険契約等に基づく年金の

受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、当該年金の受

給開始日以前に支払われるものは一時所得の収入金額とし、同日後に支払わ

れるものは雑所得の収入金額とする。ただし、同日後に支払われる一時金で

あっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、一時所得の収

入金額として差し支えないこととされている（所基通 35－４）。 

６ その他 

次のような所得は、雑所得（総合課税）となる（所法 35）。 

                                 
(47) 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所

得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生

じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質

を有しないものをいい、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額

からその収入を得るために支出した金額（その収入を生じた行為をするため、又は

その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。）の合計額を控除し、そ

の残額から一時所得の特別控除額（50万円を限度）を控除した金額とする（所法 34）。 

(48) 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、

山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいい、雑所得の金

額は、その年中の雑所得（公的年金等に係るものを除く。）に係る総収入金額から必

要経費を控除した金額をいう（所法 35）。 
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（１）法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの（所基通

35－１） 

（２）いわゆる学校債、組合債等の利子（所基通 35－１） 

（３）金銭の貸付けによる所得（事業から生じたものと認められるものを除く。）

（所基通 35－２）。 

（４）外貨預金の為替差益等（分離課税の対象となる為替予約のある外貨預金

の為替差益を除く。） 

（５）外国為替証拠金取引（ＦＸ）の差金決済による差金(49)（分離課税の対象

となる先物取引に係る雑所得等を除く。） 

                                 
(49) 一般的には、店頭取引における差金決済による差金は雑所得（総合課税）、取引所

取引（市場デリバティブ）における差金決済による差金は先物取引に係る雑所得等

として分離課税となる。 
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第２章 金融所得課税の沿革 

第１節 利子所得課税の推移 

 利子所得類似の所得に対する課税は、「利子並み課税」とされるなど、利子所

得に対する課税方法が大きな影響を与えている。これまでの利子所得課税を巡

る主な改正の経緯とその時の議論を確認しておくことは、①総合課税か分離課

税かの議論がどのように行われてきたのか、②なぜ（源泉）分離（選択）課税

が採用されたのか、③納税者番号制度の導入はどのように試みられたか、④結

果として、現状において 20％の税率の源泉分離課税となっているのはなぜかを

確認する上で大いに参考となる。 

 ここでは、①定期性預金について、分離課税制度を廃止し、源泉分離選択課

税制度を創設した昭和 45年改正、②総合課税への移行及び尐額貯蓄等利用者カ

ード制度の導入・凍結・廃止、③現在の一律分離課税制度が導入された昭和 62

年改正を中心に確認する。 

１ 明治 21年から昭和 21年(50) 

日本では、明治 20年に所得税が創設されたが、利子所得は他の所得と同様

に課税されていた。その後、明治 32年の改正で、第１種:法人所得税、第２

種：公社債利子所得税、第３種：個人所得税（第 1種、第２種以外の個人所

得）に３分類され、公社債の利子は他の所得と区分して２％（その後 7.5％

まで引上げ）の税率で源泉徴収されることなった。 

また、昭和 15年からは、分類所得税と総合所得税が併用され、分類所得税

については利子の種類に応じて一定の比例税率で源泉徴収を行い、総合所得

税については、利子に対しても総合課税（ただし、激変緩和のため 40％相当

                                 
(50) 大蔵省主税局編『所得税百年史』４頁以下（1988）、金子宏『所得概念の研究』243

頁以下（有斐閣、1995）、植松・前掲注（9）263頁以下、武田・前掲注（12）1,362

頁以下等を参考に作成。 
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を控除する。）を行うが、源泉分離選択課税の制度が導入され、その税率は

15％から 45％まで引き上げられていった。金子宏名誉教授は、「これが、利

子所得に対する源泉分離選択課税制度のはしりである。」とされ(51)、また、

明治 32年の利子に対する源泉徴収制度を「わが国の利子所得制度を特徴づけ

てきた源泉分離課税制度ないし源泉分離選択制度の萌芽である。」とされる

(52)。 

２ 昭和 22年以降 

昭和 22 年に分類所得税制が廃止され、総合所得税制度（税率 20％～75％

（23年から 85％に引上げ））となったが、利子所得について源泉分離選択課

税（税率 60％）が認められた。 

昭和 22年以降の利子所得の課税の推移は、次頁のとおりである(53)。 

                                 
(51) 金子・前掲注（50）247頁。 

(52) 金子・前掲注（50）244頁。 

(53) 武田・前掲注（12）1,411頁以下、塩崎ほか・前掲注（27）2,111頁以下、国税庁

『改正税法のすべて』を参考に作成。 
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３ シャウプ税制 

昭和 24年 9月のシャウプ勧告(54)に基づき、昭和 25年に抜本的な税制改正

が行われ、このシャウプ勧告に基づく税制はシャウプ税制といわれている。

シャウプ勧告では、総合累進課税が強く打ち出されたため、シャウプ税制の

下では、利子所得についての源泉分離選択課税は廃止され、総合課税とされ

た。 

シャウプ勧告の主な内容として、金子宏名誉教授は、以下の９点を挙げて

おられる(55)。 

① 直接税中心の税制とすること 

② 所得税について総合累進所得税の考え方を強力に推進すること(56) 

③ 所得税の補完税として富裕税を創設すること 

④ 配当に対する源泉徴収を廃止し、二重課税を排除するための措置とし

て、配当控除制度（25％）を導入すること（法人は個人の集合体である

という前提に立ち、法人税を配当に対する所得税の前取りであると考え

ている。） 

⑤ 事業用固定資産を再評価すること（所得税と法人税共通） 

⑥ 相続税、贈与税を結合して累積的取得税（cumulative accessions tax)

の制度を採用すること 

                                 
(54) 1949年９月 15日に公表されたシャウプ使節団の第１次報告書。なお、同使節団は

1950年に再来日し、同年９月 21日に第２次報告書が発表されたが、これを含めてシ

ャウプ勧告と呼ぶことが多いとされる（金子宏『租税法〔第 14版〕』55頁（弘文堂、

2009））。 

(55) 金子・前掲注（54）55頁以下。 

(56) 金子宏名誉教授は、シャウプ使節団は、「総合累進所得税の重要性を力説し、利子

所得の源泉分離選択制度に対して、きわめて強い反対の立場」をとったとして、次

の勧告内容を紹介されている。「20％ないし 25％の源泉課税が行われれば、大抵の納

税者の利子所得に関する責任は果されたことになるであろう。しかしながら、かか

る所得に対して、これ以上課税せぬことを法律で定めれば、利子所得はもはや完全

に課税当局の力の及ばないところとなり、巨額な利子所得といえども、比較的軽尐

な税を課されるにすぎぬものとなる。かくて銀行預金は富裕階級のための脱税の避

難所と化し、累進所得税の原則は完全にじゅうりんされてしまうであろう。」（金子・

前掲注（50）251頁、『シャウプ使節団日本税制報告書(1949年９月)』99頁）。 
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⑦ 租税特別措置を廃止すること 

⑧ 租税行政の改善・罰則の強化、申告納税制度の充実等（青色申告制度

の提案を含む。）、協議団制度の創設等、納税者の権利保護制度の改善 

⑨ 地方税について基本的な改革をなすべきこと（附加税制度の廃止、地

方団体の自主財源の充実等） 

しかしながら、源泉分離選択課税制度（税率 50％）は昭和 26年に復活し、

その後、昭和 28 年には源泉分離課税制度（税率 10％）が導入された。この

シャウプ税制が続かなかった理由は、貯蓄奨励と資本蓄積の必要性であった

とされている(57)。 

４ 定期預金等の総合課税及び源泉分離選択課税の導入（昭和 45年税制改正） 

昭和 45年の税制改正において、利子所得課税について、大きな改正がなさ

れている。主な内容は、①昭和 46年１月１日から昭和 50年 12月 31日まで

の間に支払われる定期預金等の資産性貯蓄に係る利子所得について、従来の

15％の分離課税を廃止し、総合課税と源泉分離課税との選択を認める源泉分

離選択課税制度を創設（源泉分離課税を選択した場合の税率は、昭和 46・47

年：20％、昭和 48・49・50年：25％）、②昭和 46年１月１日から昭和 50年

12 月 31 日までの間に支払われる普通預金等に係る利子所得については、源

泉分離課税制度が廃止され、新たに 15％の税率の源泉徴収による申告不要制

度を適用（実質的にはそれまでの源泉分離課税とほぼ同様）というものであ

る。なお、利子所得に対する現行の源泉徴収税率の特例（本則の 20％を 15％

に軽減）の適用期限を昭和 50年 12月 31日まで延長され、証券投資信託の収

益の分配金の課税について、昭和 50年 12月 31日までは利子所得に対する課

税と同様となった。 

昭和 45年の税制改正時には、これまでの利子所得課税の推移と当時の改正

の背景について言及されており、当時の考え方を理解する上で非常に参考と

                                 
(57) 金子・前掲注（50）244頁。なお、シャウプ税制の修正理由については、第３節３

においても言及している。 
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なるので確認する(58)。 

「利子課税を、なぜ今回改正することになったかを説明するためには、ま

ず、所得税についての基本的な考え方について、ふりかえって考えてみる必

要がありましょう。所得税が、近代国家の税制の中で中心的な地位を占めて

いることは広く知られていますが、これは、所得税が各納税者の負担能力に

応じて適正な負担を求めるのに最も適しているからであるといえます。これ

をより具体的にいえば、所得税は各人の所得を総合して、これに対して累進

税率で課税することにより、近代国家における応能負担の実現と所得の再分

配の機能とをし得るということが、所得税に期待されている役割であるわけ

です。」とし、所得税は総合・累進課税による応能負担と所得再分配の機能を

果たすことが重要な役割だとしている。 

そして、戦後の利子課税について、「このような所得税のあり方から見ると

きは、利子課税といえども総合課税の対象にとりこむことは当然であるとい

うことになりましょう。わが国の所得税の歴史においても、昭和 15年の税制

改正において、分類総合所得税制の下において利子所得の部分的な総合が実

現し、次に戦後は、昭和 22年に利子所得は総合課税を原則としつつ、60％と

いう高率な源泉選択税率による源泉分離選択制度が設けられています。さら

に、昭和 25年には、シャウプ勧告をうけて、完全な総合課税となったことも

ありました。戦後の混乱期にあってこの制度は永続きすることなく、26年に

は源泉分離選択制度（源泉選択税率 50％）が復活し、次に 28 年に貯蓄奨励

の見地から 10％の源泉分離課税とされて以来、今日に至るまで約 18 年の長

きにわたって、非課税の時期（昭和 30 年７月～32 年３月はすべての利子に

ついて、32年４月～34年３月は長期の利子について、非課税となっていた。）

をはさんだり、分離税率の変更があったりはしたものの、基本的には源泉分

離課税制度が続いてきたわけです。 

上にのべたような利子課税の特例が、戦後の復興期に果してきた役割を、

                                 
(58) 国税庁『昭和 45年改正税法のすべて』33頁以下。 
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すべて否定し去ることはできないかと思われます。しかしながら、またこれ

がさきにのべたような所得税の本来の機能、すなわち、総合累進課税による

各人の担税力に応じた公平な負担の実現を著しく阻害するものであることも

事実であり、何故に勤労所得は総合課税されるのに、資産所得である利子は

分離課税で済むのかという問いに対して説明することも困難であったことも

事実であります。」と振り返っている。 

すなわち、利子課税についても総合累進課税の対象とするのが原則である

としながら、それぞれの時代において貯蓄奨励等の政策要請に応じて、源泉

分離課税制度、源泉分離選択課税制度、非課税制度等を導入し、その後、源

泉分離課税制度が続いていたものと整理することができる。 

また、この間、税制調査会でも利子課税の在り方が検討されたこと等が、

別途、紹介されているが、当時の利子課税の改正の基礎となった柱は次の二

つの柱から成り立っているとしている。 

「第一は、従来から租税負担の公平という観点から批判の多かった利子の

分離課税制度を廃止して、総合課税の方向に復帰させることを基本的方向と

して一歩踏み出すという考え方であります、第二は、このようにして総合課

税への方向を前提としながらも、長年つづいた利子の分離課税制度を改正す

るに当たっては、制度の改正が預金者心理に無用の動揺を与え、ひいては金

融資産の間に不測の変動を惹き起こさないよう十分に配慮し、漸進的な措置

を講ずるという考え方であります。今回の利子配当課税の改正後の制度の適

用期限を５年間という、特別措置の期限として考えられる最長のものとした

ことも、貯蓄者心理を顧慮して、この種の制度を安定した基盤の上に置くの

が望ましいという配慮に出たものであります。」 

利子所得課税についても、総合累進税率による課税が望ましいとの考え方

を実現するために分離課税制度を廃止するとの基本方針がある一方で、長年

採用されてきた分離課税制度を急にすべて廃止してしまうことの変動を緩和

するために、源泉分離選択課税を導入したとの背景が読み取れる。 
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５ 総合課税への移行及び尐額貯蓄等用者カード制度(59)の導入・凍結・廃止 

（１）総合課税への移行及び尐額貯蓄等用者カード制度の導入（昭和 55年改正） 

税制調査会は、「平成 55年度の税制改正に関する答申」の「１ 直接税

関係」の「（１）利子・配当所得課税」の中で、利子・配当所得の総合課税

への移行及び尐額貯蓄等利用者カード制度（以下「グリーン・カード制度」

という。）の採用について、答申している(60)。 

そして、昭和 55年度の税制改正により、①尐額貯蓄の非課税制度（郵便

貯金を含む。）は維持しながら、課税対象となる利子・配当所得及び割引債

の償還差益については、総合課税に移行することとするとともに、②一定

の番号制度の使用を含むグリーン・カード制度が設けられた。これは、利

子所得の源泉分離選択課税制度を中心とする利子所得の課税の特例制度の

適用期限が昭和 55年 12月 31日に到来することを契機にしたものとされて

いる。適用については準備期間を設け、総合課税への移行は、昭和 59年１

月１日からとされ、その間の措置として、①利子、配当所得の源泉分離選

択課税制度、②普通預金等の利子及び１銘柄年 10万円以下の配当等の確定

申告不要制度及び③割引債の償還差益の源泉分離課税制度について、特例

措置の期限が昭和 58年 12月 31日まで３年延長された。また、尐額公債の

利子の非課税制度の適用期限が、昭和 60年 12月 31日まで５年延長された。

グリーン・カード制度は、昭和 59年１月１日以後預入する尐額貯蓄、郵便

貯金について適用されることとされた。 

                                 
(59) 国税庁『昭和 55制改正税法のすべて』では、尐額貯蓄等利用者カード制度につい

て、次の説明がある。「（１）尐額貯蓄、郵便貯金の非課税制度を利用しようとする

者は、国に対し尐額貯蓄等利用者カード（以下、「カード」と略す。）の交付を求め

ることができます。（２）カードの交付を受けようとする者は、必要事項を記載した

申請書に住民票の写し等を添付して、国税庁長官に提出しなければなりません。（３）

国税庁長官は、上記（２）の申請書の提出があった場合には、その者に対し、その

者の氏名及び交付番号その他の事項を記載したカードを交付しなければなりませ

ん。」（20頁）。 

(60) 税制調査会昭和 54年 12月「昭和 55年度の税制改正に関する答申」３頁以下。 
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（２）総合課税とグリーン・カード制度導入の凍結 

昭和 59年１月１日以後新たに尐額貯蓄非課税制度（マル優）の適用を受

けようとする預貯金等の預入等をする場合には、すべてこのグリーン・カ

ード制度によることとされていた。グリーン・カードの交付手続は、昭和

58 年１月１日から開始され、昭和 58 年中にマル優の適用を受けようとす

る預貯金等の預入等をする場合には、現行の非課税貯蓄申告書を提出する

方式によることも、新しい尐額貯蓄等利用者カード制度によることもでき

ることとされていた。しかし、昭和 57年 12月 28日に所得税法施行令の一

部を改正する政令（昭和 55年政令第 250号）の一部改正が行われ、カード

の交付申請手続は、昭和 58年１月１日以降別に政令で定める日まで凍結さ

れていた。 

更に、平成 58年の税制改正時に、尐額貯蓄等利用者カード制度は、３年

間適用しないこととされ、租税特別措置法の一部改正により、カードの交

付等に関する規定の昭和 60年までの不適用が定められるとともに、マル優

の尐額貯蓄等利用者カード制度への移行を定めた昭和 55 年の所得税法の

一部を改正する法律（昭和 55年法律第８号）の附則の改正により、マル優

の尐額貯蓄等利用者カード制度への移行時期が３年延期された。すなわち、

マル優の適用に当たって、尐額貯蓄等利用者カード制度によるのは、昭和

62年１月１日以後に預入等をする預貯金等とされた。 

なお、カードの交付手続は、昭和 61年１月１日から開始されることとさ

れており、昭和 61年中にマル優の適用を受けようとする預貯金等の預入等

をする場合には、非課税貯蓄申告書を提出する方式によることも、尐額貯

蓄等利用者カード制度によることもできることとされていた。 

（３）総合課税とグリーン・カード制度導入の廃止（昭和 60年度税制改正） 

昭和 61年１月１日から実施することとされていたグリーン・カード制度

は、昭和 60年度の税制改正により廃止された(61)。 

                                 
(61) 廃止に至った経緯について、金子宏名誉教授は、「グリーン・カード制度の採用は、

非課税貯蓄の限度管理のためにも、課税貯蓄の利子の総合課税化のためにも、画期
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なお、非課税貯蓄制度の適正化を図るため、本人確認の厳正化等のため

の措置が講じられ、非課税貯蓄申告書等を提出する際には、金融機関の営

業所等の長に、住民票の写し、健康保険証等、所定の公的書類を提示して、

「氏名、生年月日及び住所」を告知しなければならないこととされた。 

当時の税制調査会の答申では次のように述べられている(62)。 

「グリーン・カード制度は、課税貯蓄及び非課税貯蓄の双方を通ずる課

税の適正化を確保するための有効な方策として導入された制度であるが、

諸般の事情からその実施を延期するのやむなきに至っている。しかしなが

ら、その後今日に至るまでの経緯に照らしてみると、この制度について各

層の理解と受入れ体制が十分に整っているとは必ずしも言い難い。 

また、法的安定性や税制に対する国民の信頼感を確保する見地からすれ

ば、本制度の実施を再び延期することは適当でないと判断せざるを得ない。 

このような観点からグリーン・カード制度を一旦、昭和 60年度税制改正

において廃止するという措置を講ずることは、やむを得ないと思われる。」 

 

（参考）グリーン・カード制度についての経緯(63) 

 

54. 6.19 税制調査会に利子配当・土地税制特別部部会設置 

12.18 同部会、検討結果を総会に報告 

12.20 税制調査会、昭和 55年度の税制改正に関する答申を提出 

55. 1.11 昭和 55年度税制改正要綱を閣議決定 

2. 5 所得税法の一部改正法案を国会に提出 

3. 3  上記法案、参議院本会議において可決成立、公布 

                                                                       
的な措置であったが、その採用をきっかけとして、民間の金融機関から郵便貯蓄へ

の資金シフトが大量に生じたため、一挙に反対論が強まり、実施時期が延長された

のち、昭和 60年の税制改正で廃止された。」と説明されている（金子・前掲注（50）

241頁）。 

(62) 税制調査会昭和 59年 12月「昭和 60年度の税制改正に関する答申」７頁。 

(63) 国税庁『昭和 60年税制改正のすべて』23頁。 
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9.26 グリーン・カードの交付手続に関する政省令を公布 

56. 3.31 租税特別措置法の一部改正法案、参議院本会議において可決

成立、公布（割引債の償還差益の総合課税への移行） 

11. 5 グリーン・カードの利用に関する細目、利子、配当の総合課

税に関する事項を定める政省令を公布 

57. 1 ～ グリーン・カード制度の見直し論が高まる 

7.30 自民党税制調査会、グリーン・カード制度の 5年延期を決定 

8.17 議員立法によるグリーン・カード制度の 5 年延期法案を国会

に提出 

12.25 上記法案、廃案となる 

12.28 カードの交付申請時期を「別に政令で定める日」まで延期す

る所得税法施行令の一部改正政令を閣議決定、公布 

58.1.14 グリーン・カード制度の 3年延期を織り込んだ昭和 58年度税

制改正要綱を閣議決定 
 

６ 一律分離課税制度の創設（昭和 62年税制改正） 

（１）概要 

利子所得に対する課税が、現在のような 20％（所得税 15％、住民税５％）

の税率による分離課税（源泉分離課税）となったのは、昭和 62年９月の税

制改正からである。この時の税制改正では、利子所得について抜本的な税

制改正が行われており、それまでの尐額貯蓄非課税制度は老人等の尐額預

金の利子所得の非課税制度に改組されたほか、利子所得については 20％

（所得税 15％、住民税５％）の税率による源泉分離課税とされた。また、

証券投資信託の収益の分配に係る配当所得についても、利子所得と同様の

課税となっている。この税制改正が行われる前に、税制調査会では、非課

税以外の利子所得の具体的な課税方法をどのようにするかについて、総合

課税方式等も含めて議論が行われていることから、当時の経緯・背景及び

税制調査会での議論について確認する。 



186 

（２）利子所得の非課税制度の見直し 

利子所得の尐額貯蓄非課税制度は、その見直しの具体的方策についての

検討が行われた結果、昭和 61年 10月に「税制の抜本的見直しについての

答申］（いわゆる抜本答申）において、利子非課税制度を見直し、この際、

課税を行う方向で見直すことが適当である旨の答申がされている(64)。 

（３）具体的な利子の課税方法 

非課税以外の利子所得の具体的課税方法についての審議結果については、

昭和 61年 10月の答申の中で、「非課税貯蓄制度を改める場合の所得税の課

税方式として、 ㋑総合課税方式、㋺確定申告不要制度併置方式、㋩低率分

離課税方式、 ㋥一律分離課税方式の４方式について検討した。このうち、

一律分離課税方式が適当であるとする意見が多くの委員から述べられたが、

確定申告不要制度併置方式を評価する意見もあったほか、低率分離課税方

式を支持する意見もあった。」としている。 

そして、また、ここで以上の４方式については、それぞれ答申の中で次

のように説明されている。 

① 総合課税方式：源泉分離課税を選択した利子を除く預貯金等の利子及

び郵便貯金の利子について、通常の税率による源泉徴収の上総合課税を

行う方式。一定金額以上の利子の支払者は、税務署に対し、支払調書を

提出する。 

② 確定申告不要制度併置方式：源泉分離課税を選択した利子を除く預貯

                                 
(64) 「課税貯蓄の利子の総合課税化のためにも、画期的な措置であったが、その採用

をきっかけとして、民間の金融機関から郵便貯蓄への資金シフトが大量に生じたた

め、非課税貯蓄制度は、尐額零細な貯蓄への配慮という趣旨で設けられた制度であ

るが、個人貯蓄の大半がこの適用を受け、多額の利子が課税ベースから外れており、

所得種類間の税負担の不公平をもたらしているほか、高額所得者ほどより多く受益

しているという現状にある。これに加え、貯蓄奨励といった目的で一律的に政策的

配慮を行う必要性も薄れてきていることに顧みれば、この際、課税を行う方向で見

直すことが適当である。 

 非課税貯蓄制度を見直す場合にも、所得の稼得能力が減退した人に対する配慮と

して、老人、母子家庭等に対しては、尐額貯蓄非課税制度及び郵便貯金非課税制度

を維持していくのが適当である。」としている（税制調査会昭和 61年 10月「税制の

抜本的見直しについて」７頁）。 



187 

金等の利子及び郵便貯金の利子について、通常の税率による源泉徴収を

行うとともに、一定の年間受取利子額までは確定申告を要しないことと

する方式。（注）確定申告不要部分についても、還付申告をすることがで

きる。一定金額以上の利子の支払者は、税務署に対し、支払調書を提出

する。 

③ 低率分離課税方式：一定元本額以下の預貯金等の利子及び郵便貯金の

利子について、通常よりやや低い税率による源泉徴収により、他の所得

とは分離して所得税を課税する方式。（注）還付申告をすることもできる。 

④ 一律分離課税方式：すべての預貯金等の利子及び郵便貯金の利子につ

いて、一定の税率による源泉徴収により、他の所得とは分離して所得税

を課税する方式 

そして、これら四つの課税方式に対する意見のまとめとして、 

「審議においては、利子所得の特異性に応じた方式であり、かつ、簡素・

中立・効率といった要請にも応えるものであるという点から一律分離課税

方式が適当であるとする意見が多くの委員から述べられた。 

しかしながら、かなりの委員から同方式の有する特長を維持しつつ、課

税の公平、公正の確保にも配慮した方式として確定申告不要制度併置方式

を評価する意見が出され、また、低率分離課税方式を支持する意見もあっ

た。 

いずれの方式を採る場合においても、源泉徴収や税務調査のあり方も含

め、民間貯蓄と郵便貯金との間で税制上のイコール・フッティングが図ら

れねばならないというのが一致した意見であった。」としている。 

（４）一律分離課税方式が採用された経緯 

そして、最終的に一律分離課税方式が採用された経緯について、次のよ

うに説明されている(65)。 

「このような審議を経て、利子課税の方式については、最終的には、 

                                 
(65) 国税庁『昭和 62年改正税法のすべて』82頁以下。 
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㋑ 利子所得の発生の大量性、その元本である金融商品の多様性、浮動

性といった特異性を踏まえるとともに 

㋺ 利子所得に対する総合課税の適正な執行を確保するためには、その

捕捉及び管理について大がかりな制度を要するほか、納税者、金融機

関、国、地方の税務当局にとって相当の事務負担や費用を強いること

になること等から、現在の納税環境や税務執行体制に顧みれば、直ち

に総合課税の対象とすることは現実的でもなく、また妥当でもないも

のと考えられること 

㋩ 郵便局に初めて課税事務を求めることや地方税においても利子所

得に対して利子割課税という源泉徴収制度が導入されること 

にも配慮し、簡素・中立・効率といった要請にも応えるものとして一律

分離課税方式を採用することとされたものです。」 

（５）20％の税率とする理由 

なぜ、20％の税率とするのかについては、第 109回国会の衆議院大蔵委

員会での改正法案審議における議事録（昭和 62 年８月 28 日）によると、

「今回御提示申し上げております所得税、住民税の改正といたしましては、

最低税率は国の場合は 10.5％、地方税の場合は５％となっておるわけでご

ざいます。勤労者、サラリーマンの方につきましても、まず下積みといた

しまして勤労性所得、給与所得がある。利子所得としては、平均的なケー

スを考えますとその上積みとしてあるわけでございますので、そうした所

得税の税率構造等を考えますと、国税、地方税合わせての水準としては

20％といった水準が適当ではないかというふうに考えられるわけでござい

ます。」と政府委員から説明されている(66)。 

                                 
(66) http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/109/0140/10908280140008c.html。 
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第２節 配当所得課税の推移 

１ 明治 22年から昭和 21年(67) 

明治 20年の所得税の創設時には、法人の利益に対する課税はなく配当所得

は他の所得と同様に課税されていた。その後、明治 32年の改正で、所得が３

分類され、法人所得に対しては、「第１種：法人所得税」として法人段階で課

税された反面、個人株主に対する配当は非課税とされた。 

大正９年には、個人株主の配当に対しても所得税（第３種：所得税）が課

されるようになったが、激変緩和のため、配当の 40％相当（昭和 12 年には

20％に改正）を控除する措置が採られた。 

昭和 15年から昭和 21年は、分類所得税と総合所得税とが併用された時代

で、分類所得税については、配当所得は「配当利子所得」として「不動産所

得」とともに最も担税力の大きい所得とみなされていた。また、配当所得の

課税に当たっては、分類所得税の計算上は、その 10％を概算経費控除として

の負債利子控除だけを認め、総合所得税の課税の計算上は、実際に支出した

負債利子を控除する実額控除として、概算控除を認めない仕組みとされた。 

２ 昭和 22年以降(68) 

（１）昭和 22年から昭和 24年 

昭和 22年に分類所得税制が廃止され、総合所得税制度となった。分類所

得税としての源泉徴収は廃止されたが、配当所得に対する源泉徴収制度

（20％）が導入された。また、配当に対する負債の利子控除が認められた。 

また、昭和 23年には、配当控除（15％）が導入された。 

（２）シャウプ税制 

昭和 24年９月のシャウプ勧告では、法人は個人の集合体であるという前

                                 
(67) 植松・前掲注（9）263頁以下、武田・前掲注（12）1,362頁以下、大蔵省主税局・

前掲注（50）４頁以下等を参考にした。 

(68) 平成 20年度及び平成 21年度の改正は、別途説明する（第２章第４節）。 
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提に立ち、法人税を配当に対する所得税の前取りであると考えて、配当に

対する源泉徴収を廃止し、二重課税を排除するための措置として、配当控

除制度（25％）を導入することが勧告された(69)。 

また、法人税については、35％とされた。法人税を課税しなければなら

ない理由としては、「個人株主段階へ所得が分配されるまでに相当のタイム

ラグがあり、その間に課税しないということは不公平であるという問題に

対処する」ためとされている(70)。 

そして、シャウプ勧告に基づく昭和 25年のシャウプ税制では、配当控除

は 25％とされたが、これは「法人税が 35％と当時の所得税最高税率 55％

のもとで、法人が納めた 35％の税金を完全に調整できる率が 25％に相当す

ると説明されている(71)。 

（３）シャウプ税制後から現在まで 

昭和 40年の所得税法の改正により、源泉分離選択課税制度（15％、１銘

柄 25万円（年１回は 50万円）以下の配当）及び尐額配当の確定申告不要

制度（１銘柄当たり 25,000円（年１回は５万円）以下の配当）が創設され

た。源泉分離選択課税制度の税率は、当初 15％から徐々に引き上げられ、

昭和 53 年からは 35％となった。また、尐額配当の確定申告不要制度の対

象となる金額も改正され、現在に至っている。 

また、配当控除は、シャウプ税制の後、その控除率については、30％、

20％、15％と変遷があったが、昭和 48年分からは、剰余金の配当、利益の

配当又は剰余金の分配に係る配当所得については 10％（課税所得金額

1,000万円超の部分は５％）となっている。 

                                 
(69) 金子・前掲注（54）56頁。 

(70) 品川芳宣「法人税性格論の史的考察－配当二重課税から事業体課税論議までの軌

跡－」税大ジャーナル７号 31頁（2008）。 

(71) 品川・前掲注（70）31～32頁。なお、『注解所得税法〔四訂版〕』では「この 25％

という数値は、当時の法人税率 35％、所得税の最高税率 55％をもとに次の算式にお

けるＸの数値を求めたものである。35＋（100－35）×（55－Ｘ）％＝55」としてい

る（植松・前掲注（9）326頁）。 
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なお、昭和 22年以降の配当所得課税の推移は、次頁のとおりである(72)。 

                                 
(72) 武田・前掲注（12）1,471頁以下、塩崎ほか・前掲注（27）2,401頁以下、大蔵省

『財政金融統計月報第 488号』77頁以下（大蔵省印刷局､1992）、国税庁『改正税法

のすべて』を参考に作成。 
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第３節 株式等の譲渡所得等の課税の推移 

１ 明治 20年から昭和 21年(73) 

明治 20年の所得税法の創設時には、継続的・反復的な所得が課税所得を構

成し、一時的・臨時的な所得は課税対象から除かれる(74)との所得概念に立脚

しており、資産の譲渡による所得が譲渡所得として所得税法上に登場したの

は、昭和 21年の改正による分類所得税制においてであった。「この改正は、

実質的には従来から臨時所得税の形式で課税対象とされてきたものを所得税

法中に包摂したもので、その範囲も、従来どおり、不動産、不動産上の権利、

船舶、鉱業に関する権利等に限られ、有価証券、動産等の譲渡による所得は、

課税対象外に置かれていた。」とされる(75)。 

２ 昭和 22年改正(76) 

昭和 22年には、戦後の大きな税制改革が行われ、まず、昭和 15年以来の

分類所得税、総合所得税の二本立てによる課税を廃止し、超過累進税率によ

る総合課税一本立ての制度に改めるなど、所得税法の全面改正が行われた。

この改正では、所得を利子所得、配当所得、臨時配当所得、給与所得、退職

所得、山林所得、譲渡所得、事業等所得の８種類に分類し、このうちの「譲

渡所得」には、従来の分類所得税における譲渡所得のほかに、それまで非課

税とされていた株式、出資特許権等の資産の譲渡による所得が加えられた。

また、譲渡所得については、臨時配当所得、退職所得、山林所得とともにそ

の所得の２分の１を控除して課税することにより、総合課税を行う上での累

進負担の緩和が図られた。また、昭和 23年改正では、動産等の譲渡益が、一

                                 
(73) 大蔵省主税局・前掲注（50）４頁以下、植松・前掲注（9）618頁以下を参考にし

た。 

(74) 所得税法（明治 20 年３月 23 日勅令第５号）第３条「左ニ掲クルモノハ所得税ヲ

課セス第３ 営利ノ事業ニ属セサル一時ノ所得」（大蔵省主税局・前掲注（50）209

頁）。 

(75) 植松・前掲注（9）620～621頁。 

(76) 植松・前掲注（9）621頁以下。 
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時所得から譲渡所得へと変更された。 

３ シャウプ税制とその修正(77) 

昭和 25年には、シャウプ勧告に基づき税制の根本的な改革がされた。譲渡

所得課税について、勧告では、「この勧告では、譲渡所得を全額課税し、譲渡

損失を全額控除するのでなければ、近代的累進所得税を有効なものとするこ

とはできない。現行法の規定では、譲渡所得の 50％しか課税所得に算入され

ていない。これは愚务にも、思惑的投資に特恵を與えるものであって、正常

な利子、配当または法人組織化されていない営業の正常な利潤という形で果

実を生ずるような投資を犠牲としているものである。」としている(78)。 

昭和 25年の改正では、このシャウプ勧告の趣旨をほぼそのまま取り入れら

れ(79)、譲渡所得については、他の一時的所得とともに全額課税され、譲渡損

失についてもその全額を他の所得から控除できるものとされた。 

しかしながら、このシャウプ税制は、その後の改正により変更され、昭和

28年には、有価証券の譲渡所得課税は廃止された。 

シャウプ勧告に基づく資産所得課税が変更された理由として、石弘光学長

は、「第一に、納税者番号が設けられていない状況においては制度的に資産所

得を確実に把握することが出来なかった。第二に、高率な累進税率による総

合課税の下で、利子・配当・株式譲渡益で代表される税引き後の利益率は大

幅に低下し、資本蓄積に有害であるとされた。その結果、資産所得に関して

は総合課税の対象から切り離され、非課税や源泉分離課税など別扱いが常態

と化してきた。」とされる(80)。 

また、昭和 36年改正では、個人の有価証券の譲渡による所得については、

①株式等の継続的取引から生ずる所得、②同一銘柄の株式等を相当数譲渡し

                                 
(77) 植松・前掲注（9）624頁以下。 

(78) 『シャウプ使節団日本税制報告書(1949年９月)』91頁。 

(79) 譲渡所得を中心としたシャウプ勧告における所得税について、渋谷雅弘「シャウ

プ勧告における所得税－譲渡所得と中心として－」租税法研究 28 号 61 頁（2000）。 

(80) 石弘光『税制改正の渦中にあって』162頁（岩波書店、2008）。 
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たことによる所得、③事業等の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得以外

は、原則として、非課税とされた。 

４ 昭和 63年改正 

昭和 63年改正により、株式等の譲渡による所得は課税対象となり、居住者

等が、平成元年４月 1日以後に行う株式等の譲渡による所得については、確

定申告を通じ、他の所得と分離して所得税 20％（ほかに住民税６％）の税率

により課税されることとなった（申告分離課税）。ただし、証券業者等に委託

して行う上場株式等の譲渡による所得については、譲渡代金の５％(81)（転換

社債等は 2.5％、信用取引は差益）を所得とみなして、その 20％の税率での

所得税の源泉徴収で完結する選択制度が認められた（源泉分離選択課税）。 

この改正に先立ち、昭和 63年４月の税制調査会中間答申では、次のように

述べられている(82)。 

「最近の証券市場の活況等を反映し、現行の有価証券譲渡益の原則非課税

制度が不公平な税制の象徴として取り上げられ、その是正を求める声が極め

て強い。」とし、「そこで、有価証券譲渡益課税の問題について、証券市場に

与える影響、有効な課税資料の収集のための実効ある措置、譲渡損失の扱い

等広汎な角度から検討を重ねたが、非課税を原則とする現行制度を改め、原

則課税とすべきであるという基本的な方向については、意見の一致をみた。」

としている。そして、有価証券譲渡益課税について、①総合課税、②申告分

離課税、③源泉分離課税、④源泉分離選択課税について検討を行い、「申告分

離課税方式については、前述した有価証券取引を把握するための実効ある措

置や取得価額の計算等の問題が総合課税の場合と同様にあるが、制度の変更

に伴う税負担の急激な変動の問題に緩和しうるにか、譲渡損失の取扱いの問

題を勘案すれば、この方式が適当ではないかとする意見が示された。」とし、

                                 
(81) 平成８年度の税制改正により、平成８年４月１日からの譲渡については、この５％

は 5.25％とされた。 

(82) 税制調査会昭和 63年４月「税制改革についての中間答申」20～22頁。 
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また、「源泉分離選択課税方式については、納税者の選択により源泉分離課税

の途を残すことにより、全面的に総合課税又は申告分離課税とする場合の問

題点はかなりの程度緩和されること、分離課税を選択した取引についてのみ

源泉徴収が行われることになるので、一律源泉分離課税とする場合の問題点

である所得のないところにも課税することになるという問題や非居住者課税

等の問題が回避されること、さらには納税者番号制度について今後とも引き

続き検討が進められること等を考慮すれば、尐なくとも当面の措置としては

源泉分離選択課税方式が妥当で、現実的であるとする意見が大勢を占めた。」

としている。 

５ 平成 11年改正等 

平成 11年の税制改正において、上場株式等の譲渡等に係る源泉分離選択課

税制度が廃止され、申告分離課税に一本化されることとなった(83)。これは、

平成 10年１月９日に閣議決定された「平成 10年度税制改正の要綱」におい

て、「有価証券取引税及び取引所税については、平成 11年末までに、金融シ

ステム改革の進展状況、市場の動向等を勘案して見直し、株式等譲渡益課税

の適正化とあわせて廃止する」こととされていたことを踏まえ、有価証券取

引税等の廃止に併せて行われたものとされている(84)。 

なお、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度については、

平成 13年３月 31日まで適用する経過措置が講じられたた（その後、いった

ん平成 15年３月 31日まで延長することとされたが、平成 14年 12月 31日で

廃止されることとなった。）。 

６ 平成 13年以降 

平成 13年以降の改正により、株式譲渡益についての平成 15年からの申告

                                 
(83) 後述のとおり、源泉分離選択課税制度についての経過措置が講じられたため、結

果として申告分離課税に一本化されるのは平成 15年からである。 

(84) 国税庁『平成 11年改正税法のすべて』142頁。 
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分離課税への一本化されたほか、特定口座の特例、上場株式等を譲渡した場

合の軽減税率の特例等が創設された。これについては次のとおりであるが、

平成 13年以降の株式等の譲渡所得に関する主な制度の適用時期については、

次頁のとおりである(85)。 

                                 
(85) 財務省ホームページを参考に作成。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kinyu/kabu03.htm。 



199 

 



200 

（１）平成 13年改正 

平成 13年には、年度改正のほか、平成 13年６月及び平成 13年 11月に

証券・金融税制に関する税制改正が行われている。 

イ 平成 13年度改正 

 ①上場株式等の譲渡等に係る源泉分離選択課税制度を平成 15 年３月

31日までの２年間の延長、②商品先物取引による事業所得及び雑所得に

ついて 20％の税率による所得税（ほかに住民税６％）とする申告分離課

税の創設等が行われた。 

ロ 平成 13年６月改正 

 ①１年を超える長期所有上場特定株式等を平成 13年 10月１日から平

成 15年 12月 31日までに譲渡をした場合の 100万円の特別控除の創設、

②特定株式投資信託の範囲に特定の株価指数を対象とする現物拠出型の

上場株式投資信託（ＥＴＦ）の追加(86)等の改正が行われた。 

ハ 平成 13年 11月改正 

 ①平成 15 年以後に上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所

得等の軽減税率（所得税 15％、住民税５％）の特例、②平成 15 年から

平成 17 年までに１年超の長期所有上場株式等を譲渡した場合の暫定税

率（所得税７％、住民税３％）の特例、③平成 13年９月 30日以前に取

得した上場株式等を平成 15年から平成 22年までに譲渡をした場合の取

得費の特例（平成 13 年 10 月１日における価額の 80％相当額）、④平成

15年以後に生じた上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除（３年間）の特

例、⑤平成 17 年から平成 19 年までの間に、特定上場株式等（平成 13

年 11月 30日から平成 14年 12月 31日までの間に購入をした一定の上場

株式等）の譲渡に係るその取得の対価の額の合計額が 1,000万円に達す

るまでの譲渡所得等の非課税の特例（緊急投資優遇措置）の創設等が行

                                 
(86) 投資信託及び投資法人に関する法律の証券投資信託の範囲に現物拠出型の上場株

式投資信託（ＥＴＦ）が加えられたこと等を踏まえたもの（国税庁『平成 14年改正

税法のすべて』61頁以下）。ＥＴＦは、Exchange(証券取引所) Traded Fundの略。 
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われた。また、１年を超える長期所有上場特定株式等の譲渡をした場合

の 100 万円の特別控除の期限が平成 15 年３月 31 日から平成 17 年３月

31日まで２年間延長された。 

 更に、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税の経過措置の期限

が平成 14年 12月 31日（改正前：平成 15年３月 31日）とされた。これ

により、平成 15年から個人の株式等譲渡益課税が申告分離課税に一本化

されることとなった。 

 これらの平成 13年 11月の個人の株式等譲渡益課税の改正の背景につ

いては、「平成13年６月21日に取りまとめられた経済財政諮問会議の『今

後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針（いわゆる

「骨太の方針」）』に記された『貯蓄優遇から投資優遇への金融のあり方

の切り替え』(87)との基本理念を踏まえ、個人の株式等譲渡益課税の申告

分離課税への一本化により透明性・公平性の高い証券市場の構築に資す

るとともに、税率の引下げや損失繰越制度の導入によりリスク負担等の

緩和に配意するなど、国民が安心して証券市場に参加できる環境の整備

を図り、もって証券市場の構造改革に資するという観点から行うことと

されたものです。」と説明されている(88)。 

（２）平成 14年改正 

平成14年度改正では、平成15年１月１日以降に設定した特定口座から、

特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の創設等が行

われた。特定口座制度の内容については、第１章第４節５で説明している。 

この趣旨については、平成 15年から個人の株式等譲渡益課税が申告分離

課税へ一本化されることとなったことに伴い、「投資家が、これまで源泉分

離課税を選択していれば必要のなかった株式等の譲渡に係る譲渡所得等の

金額の計算の負担を軽減する等の観点から」設けられたとされている(89)。 

                                 
(87) 「はじめに」において言及。 

(88) 国税庁『平成 14年改正税法のすべて』70頁。 

(89) 国税庁・前掲注（88）99頁。 
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（３）平成 15年改正 

平成 15年改正では、①平成 15年１月１日から平成 19年 12月 31日まで

の間に上場株式等の譲渡をした場合における上場株式等に係る譲渡所得等

の金額に対する７％の軽減税率（ほかに住民税３％）の特例の創設、②長

期所有上場特定株式等の 100万円特別控除の特例及び長期所有上場株式等

に係る譲渡所得等の暫定税率の特例の廃止、③ 公募証券投資信託の受益証

券又は特定の投資法人の投資口の譲渡又は償還・解約等による所得及び損

失の株式譲渡益課税への追加、④特定口座制度についての改正、⑤エンジ

ェル税制についての拡充等が行われた。 

これらの改正の趣旨については「金融・証券税制について、投資家利便

の向上に配慮し、簡素で分かりやすい税制を構築することを基本として、

①金融資産性所得の課税の一体化といった将来の方向性を視野に入れつつ、

②『貯蓄から投資へ』といった現下の政策要請にも応える趣旨から、その

軽減・簡素化が行われました。」とされている(90)。この背景には、先に触

れた「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（い

わゆる「骨太の方針」）（平成 13年６月 26日閣議決定）や税制調査会答申

(91)等がある。 

（４）平成 16年改正 

株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例について、平成 16年１月１日

以後に上場株式等以外の株式等の譲渡をした場合における株式等に係る課

税譲渡所得等の金額に対する税率が、20％（ほかに住民税６％）から 15％

（ほかに住民税５％）に引き下げられた。 

また、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特

例について、対象となる上場株式等の範囲に公募株式等証券投資信託の受

益証券及び特定投資法人の投資口が追加されたほか、特定口座内保管上場

株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例についての改正等が行われた。 

                                 
(90) 国税庁・前掲注（27）156頁。 

(91) 第５章第２節１。 
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エンジェル税制について、一定の投資事業有限責任組合を通じた一定の

べンチャー企業への投資及びグリーンシート・エマージング区分(92)に指定

された一定のべンチャー企業への投資が適用対象に加えられるとともに、

譲渡所得等の２分の１課税の特例の譲渡期間等の要件が緩和された。 

（５）平成 17年改正 

特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等による

無価値化損失が生じた場合には、一定の要件の下でこれを株式等の譲渡損

失とみなす「特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等

の課税の特例」が創設された。 

また、特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例につ

いての改正、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例

についての改正等が行われた。 

（６）平成 18年改正 

会社法の制定等に伴い、所要の改正（株式等に係る譲渡所得等の課税の

特例の適用対象となる株式の範囲についての名称変更、特定口座内保管上

場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等についての改正等）等が行わ

れた。 

（７）平成 19年改正 

上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する軽減税率（所得税７％、住

民税３％）の特例が１年延長（平成 20年 12月 31日まで）されたほか、特

定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例についての改正

等が行われた。 

                                 
(92) グリーンシート・エマージング区分とは、店頭取扱有価証券（未公開有価証券の

うち、金融商品取引業者が投資勧誘を行うに足るものとして一定レベル以上の情報

開示が行われる企業が発行するもの）のうち，金融商品取引業者が，認可金融商品

取引業協会の定める規則（公正慣習規則第２号）に従って審査・届出を行い、同協

会の指定により、継続的に売気配・買気配を提示している銘柄であって、成長性を

有する等と判断される企業が発行する株券等を対象とする銘柄区分をいう（武田昌

輔監修『ＤＨＣコンメンタール所得税』第７巻 7,269の 11頁（第一法規））。 



204 

第４節 金融所得課税に関する最近の税制改正 

１ 平成 20年税制改正 

平成 20年度の税制改正では、次のような改正等がなされており、金融所得

課税の一体化に向けた大きな進展であると言える。 

（１）配当所得の申告分離課税・配当所得と上場株式等の譲渡損失との損益通

算制度等の創設、上場株式等に係る配当所得の軽減税率 

平成 21 年分から上場株式等に係る配当所得について 15％（ほかに住民

税５％）の税率による申告分離課税の選択制度(93)を創設（措法８の４①）

するとともに、この申告分離課税を選択した配当所得と上場株式等の譲渡

損失との損益通算制度等(94)が創設された（措法 37 の 12 の２①）。なお、

特例措置として、平成 21年１月１日から平成 22年 12月 31日までの間は、

上場株式等に係る課税配当所得の金額のうち 100万円以下の部分について

は、７％（ほかに住民税３％）の軽減税率が適用されることとされた（改

正法附則 33③）。 

（２）上場株式等の配当の支払通知書が創設等 

上記（１）の改正に伴って、上場株式等の配当の支払通知書が創設され

（措法８の４④、措規４の４①）、また、申告の際にはその支払通知書又は

特定口座年間取引報告書を、確定申告書に添付しなければならないことと

された（措令４の２⑤、⑦、所法 120③三、166、所令 262③）。 

（３）上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率 

上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する７％（ほかに住民税３％）

の軽減税率の特例が、平成 20 年 12 月 31 日をもって廃止された（旧措法

37の 11①）。 

なお、特例措置として、平成 21年１月１日から平成 22年 12月 31日ま

での間は、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額のうち 500万円以下の

                                 
(93) 第１章第３節３（１）。 

(94) 第１章第４節７。 
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部分については、７％（ほかに住民税３％）の税率が適用されることとさ

れた（改正法附則 43②）。 

（４）源泉徴収口座内の上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等の配当等との

損益通算 

平成 22年から、一定の要件を満たす上場株式等の配当等について、源泉

徴収選択口座に受け入れることができることとされ、その源泉徴収選択口

座内配当等に係る配当所得の金額と源泉徴収選択口座内配当等以外の配当

等に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算することとさ

れた。また、その源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失の金額

があるときは、その源泉徴収選択口座内配当等との損益通算ができること

となった（措法 37の 11の６①、措令 25の 10の 13①）。 

２ 平成 21年税制改正 

（１）上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率 

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する７％（ほかに住民税３％）

の軽減税率について、配当所得についての 100万円の上限及び譲渡所得に

ついての 500万円の制限を撤廃した上、平成 23年 12月 31日まで１年間延

長された（平成 20年改正法附則 33の改正）。 

（２）カバードワラント(95) 

カバードワラントに対する課税方式等が、次のように改正された（総合

課税から先物取引に係る雑所得等として申告分離課税となった。）。 

イ 先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に、居住者等が金融商品

取引所で取引されるカバードワラントを譲渡した場合における譲渡所得

等及び当該カバードワラントに係る差金等決済をした場合における雑所

得等を加える（措法 41の 14）。 

                                 
(95) カバードワラントとは、対象資産について、一定の期日（権利行使日）に、あら

かじめ決められた権利行使価格と決済価格（権利行使日の時価）との間の決済を受

け取ることができる権利を証券化した有価証券。 
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ロ 金融商品取引所又は店頭で取引されるカバードワラントの譲渡及び差

金等決済について、先物取引に関する支払調書制度等の対象とする（所

法 224の５、225）。 

（注）これらの改正は、平成 22年１月１日以後に行われるカバードワラン

トの譲渡及び差金等決済について適用される。 

（３）企業型確定拠出年金 

企業型確定拠出年金について、事業主拠出額を限度とし、かつ、事業主

拠出と合計して拠出限度額の範囲内で行う個人拠出（いわゆるマッチング

拠出）が導入されることに伴い、その掛金の全額を所得控除の対象とする

などの改正が行われた（所法 75）。 

（４）税制の抜本的改革に係る措置 

税制の抜本的改革に係る措置として、税制の抜本的な改革について平成

23年度までに必要な法律上の措置を講ずるものとするとされ、そのために

検討を加える基本的方向性として、①金融所得課税の一体化を更に推進す

ること、②納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者利便の向上及び課

税の適正化を図ることなどが掲げられた（改正法附則 104）。 

（５）参考（尐額の上場株式等投資のための非課税措置の創設） 

平成 21年１月 23日に閣議決定された平成 21年度税制改正の要綱に、尐

額の上場株式等投資のための非課税措置の創設があり、平成 22年度の税制

改正時に法制上の措置が予定されている。 

○ 尐額の上場株式等投資のための非課税措置の創設 

 金融所得課税の一体化の取組みの中で「貯蓄から投資へ」の流れを促

進する観点から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る７％（ほ

かに住民税３％）の軽減税率が廃止され、15％（ほかに住民税５％）の

本則税率が実現する際に、次の内容を骨子とする尐額の上場株式等投資

のための非課税措置を創設する。 

① 居住者等（満 20歳以上の者に限る。）は、金融商品取引業者等の営

業所に非課税口座を開設できるものとする。 
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② 非課税口座とは、本措置の施行の日から５年内の各年において開設

する③の非課税措置の適用を受けるための口座（一の年につき一口座

に限る。）で、その口座を開設した日からその年 12月 31日までに取得

をする上場株式等（その取得対価の額の合計額が 100万円に達するま

でのものに限る。）のみを受け入れることとされているものをいう。 

③ 非課税口座において当該口座を開設した日の属する年の１月１日

から 10 年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対

しては、所得税を課さないこととする。 

この非課税措置についてのイメージ図は、次のとおりである(96)。 

 

                                 
(96) 財務省ホームページから。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei09/05/index.htm。 
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第３章 納税環境の整備 

 「金融所得課税の一体化を実現するためには、制度の適正な執行と納税者利

便の向上を図るための納税者環境の整備が必要である。」とされており(97)、そ

のためには、関連する支払調書等が提出されるともに、効率的かつ確実なチェ

ック体制の整備として、納税者番号制度の導入も検討され、適正な執行体制が

確保されることが必要である。 

 そこで、ここでは、資料情報と納税者番号制度の現状について確認する。 

第１節 資料情報制度 

１ 資料情報(98) 

国税庁では、税法等の規定により提出が義務付けられている給与所得の源

泉徴収票や利子等の支払調書のほか、調査等の際に把握した裏取引や偽装取

引に関する情報など、様々な資料情報の収集を行っている。国税庁で収集し

た資料情報は、現在、年間１億８千万件に上っており、これらの情報と申告

に関するデータを一元的にＫＳＫシステム(99)で管理し、的確な指導や税務調

査に活用している。また、近年の経済社会の広域化、国際化、高度情報化等

に対応するため、新しい取引形態に関する資料清報も積極的に収集しており、

海外の企業との取引、海外投資に関する情報、インターネットを利用した電

子商取引等の資料情報の収集に取り組んでいる。 

２ 法定資料 

（１）概要 

                                 
(97) 税制調査会金融小委員会報告書（第５章第２節３(7)）。 

(98) 『国税庁レポート 2008年度版』21頁。 

 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2008.pdf。 

(99) ＫＳＫシステム＝国税総合管理システム。 
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所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を

図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により、各

種法定調書の税務署への提出が義務付けられており（所法 225～228の４、

所規 97の４、所規別表第五（一）～九（二）、所基通 26－１、相法 59、相

規 30、31、相規別表五～八号書式、措法 29の２、37の 11の３、41の 12、

41の 15の２、措規 18の 13の５、19の 6、19の 10、措規別表第六（一）、

（二）、七（一）、九（三）、（四）、九の二、内国税の適正な課税の確保を図

るための国外送金等に係る調書の提出等に係る法律４、同規則 10、11）、

これらの書類は確定申告内容のチェックに重要な役割を果たしている。 

法定調書（給与所得の源泉徴収票など 53調書）は、所定の様式に記載し

て提出することになっているが、書面による提出に代えて、インターネッ

トを利用した e-Tax(100)（国税電子申告・納税システム）のほか、光ディス

ク等（コンパクトディスク（ＣＤ）・デジタルバーサタイルディスク（ＤＶ

Ｄ）・フロッピーディスク（ＦＤ）・光磁気ディスク（ＭＯ））で提出できる

(101)（所法 228の４、所令 355、所規 97の４、相法 59③、措法 29の２⑦、

37の 11の３⑩、41の 14⑤、内国税の適正な課税の確保を図るための国外

送金等に係る調書の提出等に係る法律４②、同規則 11①）。また、光ディ

スク等による法定調書等の提出は、支店や工場等の提出分も含め、本店等

の所轄税務署長に一括提出することもできる。支払調書等を光ディスク等

により提出する場合には、法定調書を光ディスク等により提出する２か月

                                 
(100) インターネットを利用した e-Tax での法定調書の作成・提出について特によくあ

る質問と回答は、http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/choshoqa.html で

確認可能。 

(101) インターネットを利用した e-Tax での法定調書の作成・提出について特によくあ

る質問と回答は以下のサイトで確認可能。 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100018.htm 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/hoteichosho/hoteichosho.htm 

 また、法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等

の制定については、以下のサイトで確認可能。 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/shiry

o.htm 
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前までに、『支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書』を所轄の税

務署へ提出し、申請する必要がある。 

（２）最近の改正 

法定調書等については、適宜、必要に応じた改正がなされているが、最

近では、投資事業を行う組合等に関する資料情報制度や「名義人受領の株

式等の譲渡の対価の調書」についての改正（平成 19年改正）(102)、先物取

引の差金等決済に係る支払調書制度や国外送金等調書の提出対象となる国

外送金等の金額の 100万円超（改正前：200万円超）への引下げ（平成 20

年改正）(103)が行われている。 

また、平成 20年の税制改正による上場株式配当等の申告分離課税及び上

場株式等に係る譲渡損失の上場株式等に係る配当所得の金額（申告分離課

税を選択したものに限る。）からの控除の創設に伴って、上場株式等の譲渡

支払通知書の創設と上場株式等の配当等に係る配当所得を申告する場合に

                                 
(102) １ 投資事業を行う組合等に関する資料情報制度等の改正 

（１）匿名組合契約等に基づく利益の分配に係る源泉徴収及び支払調書制度につ

いて、対象となる匿名組合契約等に係る組合員の人数要件（10 人以上）が撤

廃され、すべての匿名組合契約等に基づく居住者又は内国法人に対する利益

の分配が源泉徴収及び支払調書制度の対象とされた。 

（２）「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」の対象に投資事業有

限責任組合が追加され、投資事業有限責任組合の組合員に帰属する利益又は

損失の額についても提出を要することとされた。 

（３）業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受

ける者は、「名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書」を提出しなければなら

ないこととされた。 

 ２ 源泉徴収制度及び支払調書の対象となる報酬・料金等の範囲に、通訳の報酬・

料金が加えられた。 

(103) １ 先物取引の差金等決済に係る告知制度及び支払調書制度の整備先物取引の差

金等決済に係る告知制度及び支払調書制度について、店頭デリバティブ取引の

差金等決済を対象にするとともに、その規定を所得税法に定めるなどの整備が

行われた。 

 ２ 国外送金等調書提出制度の改正 

（１）国外送金等調書の提出対象となる国外送金等の金額を 100万円超（改正前：

200万円超）に引き下げることとされた。 

（２）在留期間が 90日を超えない非居住者が国外送金等をする際、金融機関に本

人確認のために提示すべき書類の範囲に、住所又は居所の記載がない旅券及

び乗員手帳を追加することとされた。 
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は、上場株式等の配当等に係る支払通知書又は特定口座年間取引報告書を

確定申告書に添付しなければならないとこととされた。 

（３）法定調書の種類と名称等(104) 

イ 所得税法に規定する法定資料 

 

法 定 資 料 の 名 称 参考法令（様式） 

（１）利子等の支払調書 所規別表五（一） 

（２）国外公社債等の利子等の支払調書 所規別表五（二） 

（３）配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 所規別表五（三） 

（４）国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書 所規別表五（四） 

（５）投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 所規別表五（五） 

（６）オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 所規別表五（六） 

（７）配当等とみなす金額に関する支払調書 所規別表五（七） 

（８）報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 所規別表五（八） 

（９）定期積金の給付補てん金等の支払調書 所規別表五（九） 

（10）匿名組合契約等の利益の分配の支払調書 所規別表五（十） 

（11）生命保険契約等の一時金の支払調書 所規別表五（十一） 

（12）生命保険契約等の年金の支払調書 所規別表五（十二） 

（13）損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書 所規別表五（十三） 

（14）損害保険契約等の年金の支払調書 所規別表五（十四） 

（15）保険代理報酬の支払調書 所規別表五（十五） 

（16）無記名割引債の償還金の支払調書 所規別表五（十六） 

（17）非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払調書 所規別表五（十七） 

（18）非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書 所規別表五（十八） 

（19）非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書 所規別表五（十九） 

                                 
(104) 平成 17 年６月 17 日付課総３－４ほか１課共同「法定資料を光ディスク及び磁気

ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」（法令解釈通達）を参考

に作成。平成 20年６月 18日付課総３－13による改正内容及び平成 21年度改正によ

り設けられた上場証券投資信託の償還金等の支払調書を織り込んで作成している。 
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（20）非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書 所規別表五（二十） 

（21）非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書 所規別表五（二十一） 

（22）非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書 所規別表五（二十二） 

（23）非居住者等に支払われる給与､報酬､年金及び賞金の支払調書 所規別表五（二十三） 

（24）不動産の使用料等の支払調書 所規別表五（二十四） 

（25）不動産等の譲受けの対価の支払調書 所規別表五（二十五） 

（26）不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 所規別表五（二十六） 

（27）非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書 所規別表五（二十七） 

（28）株式等の譲渡の対価の支払調書 所規別表五（二十八） 

（29）交付金銭等の支払調書 所規別表五（二十九） 

（30）信託受益権の譲渡の対価の支払調書 所規別表五（三十） 

（31）先物取引に関する調書 所規別表五（三十一） 

（32）給与所得の源泉徴収票 所規別表六（一） 

（33）退職所得の源泉徴収票 所規別表六（二） 

（34）公的年金等の源泉徴収票 所規別表六（三） 

（35）信託の計算書 所規別表七（一） 

（36）有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書 所規別表七（二） 

（37）名義人受領の利子所得の調書 所規別表七（一） 

（38）名義人受領の配当所得の調書 所規別表七（二） 

（39）名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 所規別表八（三） 

（40）譲渡性預金の譲渡等に関する調書 所規別表八（四） 

（41）新株予約権の行使に関する調書 所規別表九（一） 

（42）株式無償割当てに関する調書 所規別表九（二） 

 

ロ 相続税法に規定する法定資料法 

 

法 定 資 料 の 名 称 参考法令（様式） 

（43）生命保険金・共済金受取人別支払調書 相規別表第五号書式 
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（44）損害（死亡）保険金・共済金受取人別支払調書 相規別表第六号書式 

（45）退職手当金等受給者別支払調書 相規別表第七号書式 

（46）信託に関する受益者別（委託者別）調書 相規別表第八号書式 

 

ハ 租税特別措置法に規定する法定資料 

 

法 定 資 料 の 名 称 参考法令（様式） 

（47）特定新株予約権等の付与に関する調書 措規別表第六（一） 

（48）特定株式又は承継特定株式の異動状況に関する調書 措規別表第六（二） 

（49）特定口座年間取引報告書 措規別表第七（一） 

（50）特定振替国債等の譲渡対価の支払調書 措規別表第九（三） 

（51）特定振替国債等の償還金等の支払調書 措規別表第九（四） 

（52）上場証券投資信託の償還金等の支払書 措規別表第四 

 

二 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出

等に関する法律に規定する法定資料 

 

法 定 資 料 の 名 称 参考法令(様式)(105) 

（53）国外送金等調書  

 

                                 
(105) 国外送金等調書については法定の様式は定められていないが、平成 10 年２月 16

日付課料２－４ほか３課共同「『国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に

係る調書の提出等に関する法律』に係る調書の標準様式の制定について」により、

標準様式が定められている。 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/98021

6/00.htm。 
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第２節 納税者番号制度 

１ 納税者番号制度の意義及び仕組み等 

納税者番号制度の意義及び仕組みについては、次のように説明されている。 

（１）納税者番号制度の意義と仕組み(106) 

納税者番号制度とは、①各種の取引に際して、納税者が取引の相手方に

番号を告知すること、②納税申告書及び取引の相手方が税務当局に提出す

べき情報申告書に番号を記載することを義務付けることにより、納税者か

ら提出される申告書と取引の相手方から提出される資料情報をその番号を

キーとして集中的に整理（名寄せ）及びマッチング（突合）する方式であ

る。 

そして、①付番制度（付番方式、民間利用等）、②番号記載の対象となる

取引の範囲、③セキュリティ確保、プライバシー保護、④番号利用に係る

コスト、経済取引への影響等が主な論点とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(106) 財務省のホームページを参考に作成。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/nouzei/n03.pdf。 
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（２）納税者番号制度として求められる基礎的条件(107) 

納税者番号制度として求められる基礎的条件としては、①法律上の根拠

を持つこと、②全国一律の番号によって、大多数の国民を、二重付番なく

生涯にわたってカバーしていること、③番号を付与した後の住所・氏名等

の異動を管理できる体制となっていること、④民間利用が許容され、納税

者と相手方との自己証明・本人確認の場面で活用できること、⑤プライバ

シー保護を含めたシステムにおけるセキュリティが十分確保されているこ

とが挙げられており、加えて、国民の利便性や行政の効率性の観点から、

受益を伴う行政分野をはじめ、様々な行政分野で活用されている番号であ

ることが望ましいとされている。 

２ 我が国の国税当局が使用している番号 

国税当局が事務処理のために使用している番号として、整理番号と e-Tax

利用者識別番号とがある(108)。 

（１）整理番号 

整理番号は、部内の事務処理において便宜上使用している番号で、納税

者に使用を求めるものではない。 

整理番号の特徴として、①税務署別・納税者別に納税地を所轄する税務

署が付番すること、②転居等により所轄税務署が変わる場合は、新所轄税

務署で新規に付番すること、③付番対象者は、税務署に申告・納付すべき

（又は申告・納付した）者であることが挙げられる。 

（２）e-Tax利用者識別番号 

e-Tax 利用者識別番号は、納税者が e-Tax システムを利用するために必

要な番号である。 

e-Tax 利用者識別番号の特徴として、①利用者が自ら届出書を提出し、

                                 
(107) http://www.mof.nta.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/nouzei/n05pdf。 

(108) 税制調査会ホームページ、平成 21 年５月 12 日開催第１回スタディグループ資料

の税務行政における資料情報制度の運用実体（国税当局が事務処理のために使用し

ている番号等）から作成。http://www.cao.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/024.htm。 
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番号を取得するもの（同時に納税者が暗証番号を登録）であること、②転

居等により所轄税務署が変わっても番号は変わらないことがある。 

３ 個人付番方式の比較等 

（１）個人付番方式の比較(109) 

 

 「住民票コード」 「基礎年金番号」（注１） 

根 拠 規 定 住民基本台帳法 国民年金法 

付 番 機 関 
市区町村（都道府県又は全国センタ

ーにおいても管理） 

日本年金機構 

付番対象者 

居住者（外国人を除く。） 

（東京都国立市、福島県矢祭町は不

参加）（注２） 

公的年金加入者等（外国人も含む。） 

保 有 情 報 
コード＋氏名、住所、性別、生年月

日、付随情報（変更年月日、理由等） 

番号＋氏名、生年月日、性別、住所、

公的年金加入情報 

他の行政機関

に提供される

情 報 

コード＋氏名、住所、性別、生年月

日、付随情報（変更年月日・理由等） 

（法律又は条例上明確に規定され

た事務に利用を限定） 

番号＋氏名、生年月日、性別、住所、

公的年金加入情報 

（法令上明確に規定された事務に

利用を限定） 

目 的 

住民基本台帳事務の簡素化・効率化

（転入・転出事務等） 

国の行政機関等への情報提供 （法

律又は条例上明確に規定された事

務に利用を限定） 

住民に対する様々なサービス提供 

（条例による市町村独自の利用等） 

公的年金の制度運営の一層の適正

化 

未加入者問題への対応 

併給調整の適正化 

行政サービスの向上（年金相談・年

金裁定） 

プライバシー 

保 護 規 定 

住民基本台帳法による厳格な保護

措置 

日本年金機構法及び国民年金法 

民間での利用 
住民基本台帳法で民間による利用

を禁止 

国民年金法で年金事業の運営に関

する事務等に限定 

実 施 状 況 
平成 15 年８月 住民基本台帳ネッ

トワーク本格稼動 

平成９年１月 実施 

                                 
(109) 税制調査会・前掲注(108)の資料（納税者番号制度、個人付番方式の比較（未定稿））

から作成。 
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（注１）基礎年金番号については、社会保険庁改革関連法案（平成 22年１月施行）を織

り込んだ内容となっている。 

（注２）東京都杉並区は、平成 21年１月５日より住基ネット業務を開始している。 

 

「社会保障番号」について(110) 

１ 個人付番方式としては、上記のほかに、『経済財政運営と構造改革に関す

る基本方針 2006』（平成 18 年７月７日閣議決定）において、「社会保障番

号の導入など社会保障給付の重複調整という視点からの改革などについて

も検討を行う。また、社会保障個人会計(仮称)について、個々人に対する

給付と負担についての情報提供を通じ、制度を国民にとって分かりやすい

ものとする観点から、検討を行う。」とされている。 

２ 平成 18年６月に内閣官房内閣参事官を議長とした「社会保障番号に関す

る関係省庁連絡会議」が設置され、社会保障番号制度について総合的な検

討が行われ、『「社会保障番号」に関する実務的な議論の整理』がとりまと

められた（経済財政諮問会議（平成 18年９月 22日）報告）。 

３ 『日本経済の進路と戦略～新たな「創造と成長」への道筋～』（平成 19

年１月 18日経済財政諮問会議）において、「国民の利便の向上等の観点か

ら、社会保障番号の導入などについても検討を行う。」とされている。 

 

（２）基礎年金番号と住民票コードの個人付番方式としてのメリット･デメリッ

ト 

納税者番号として検討する場合の個人付番方式の比較(111) 

 

 年金番号方式（基礎年金番号） 住民基本台帳方式（住民票コード） 

 

メ

リ

○ 国民に受益を伴う行政分野で利用

されているので、税務の分野での利用

も比較的円滑に受け入れられるので

○ 外国人を除く居住者すべてが対象

であり、住所異動を正確に把握でき

る。 

                                 
(110) 財務省のホームページから。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/nouzei/n04.pdf。 

(111) 税制調査会平成 12年７月「わが国税制の現状と課題－21世紀に向けた国民の参加

と選択－」361頁から。 
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ッ

ト 

 

はないか。 

○ 基礎年金番号の民間利用について

規制はなく、納税者と相手方（金融機

関等）との自己証明・本人確認の場面

においても活用可能である。 

（← 他方、民間における個人情報保護

の問題について検討が必要） 

○ 住民票コードについて法律上の根

拠がある（住民基本台帳法で規定）。 

デ

メ

リ

ッ

ト 

● 年金非対象者等については自主申

請とならざるを得ないことから全国

民に自動的に付番することができず、

二重付番、付番漏れが生じ得る（注）。 

（← 公的年金制度に加入していない

者についても、自主的に番号を取得

することを促す仕組みを作ること

などによって番号制度の枞組みに

取り込めるのではないか。） 

● 基礎年金番号について法律上の根

拠がない（厚生省令で規定）。 

● 住民票コードの民間利用が禁止さ

れているため、納税者と相手方（金融

機関等）との自己証明・本人確認の場

面では活用できない。 

● 住民票コードについては、今後の整

備、定着・活用の状況等に十分留意す

る必要があるのではないか。 

（← 身近な市町村の住民票の記載事

項であるため、受け入れやすいので

はないか。） 

（注）基礎年金番号は、公的年金加入者等（外国人を含む。）が対象であり、住所の変更

は本人の届出による。 
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第４章 主要国の金融所得課税の動向 

第１節 主要国の金融所得課税 

 利子所得は、米国及び英国はともに総合課税、フランスは、源泉分離課税と

総合課税の選択制となっている。配当所得は、米国は、連邦税が二段階の税率

での課税で州・地方政府税は総合課税、英国は二段階の税率での課税、フラン

スは、源泉分離課税と総合課税の選択制となっている。株式の譲渡所得は、米

国は、連邦税が二段階の税率での課税で州・地方政府税は総合課税、英国及び

フランスは、申告分離課税税となっている。 

 ドイツでは、平成 20年までは、利子所得、配当所得及び株式の譲渡所得（１

年以下保有の売却）について総合課税であったが、税制改正により、平成 21

年から申告不要（分離課税）制度が導入され、総合課税との選択制となった。

また、ドイツで納税者番号制度が実施となったことも注目され、これらの税制

改革について紹介する。 

１ 主要国の利子所得に対する課税(112) 

主要国の利子所得に対する課税の概要は、次頁のとおりである。 

                                 
(112) 財務省のホームページを参考に作成。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kinyu/risi02.htm。 
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２ 主要国の配当所得に対する課税の概要(113) 

 

                                 
(113) 財務省のホームページを参考に作成。日本は平成 21年度改正を織り込んで作成。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kinyu/risi03.htm。 
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３ 主要国の株式等の譲渡所得等に対する課税の概要(114) 

 

                                 
(114) 財務省のホームページを参考に作成。日本は平成 21年度改正を織り込んで作成。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kinyu/kabu04.htm。 
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４ ドイツの金融所得に関する税制改革(115) 

（１）総合課税 

ドイツは、平成 20年までは、利子所得及び配当所得は総合課税、また、

株式の譲渡所得については、原則非課税で、投機売買等について総合課税

となっていた。この総合課税については、所得税が、15～45％、連帯付加

税がその所得税額の 5.5％となっているため、合わせると総合課税の税率

は、15～47.475％となる。ただし、所得税額全額の 5.5％が連帯付加税と

して課されるのは、所得税額が 1,340ユーロ（約 20万円）超の場合であり、

ドイツの連帯付加税は、所得税額が 972ユーロ（約 15万円）以下の場合に

は課されず、所得税額が 972ユーロ超 1,340ユーロ（約 20万円）以下の場

合には、所得税額と 972ユーロの差の 20％が連帯付加税として課される。 

（２）申告不要（分離課税） 

税制改正により、利子所得、配当所得及び譲渡所得は、「資本所得」に分

類され、平成 21年から申告不要（分離課税）制度が導入されて、総合課税

との選択制となった。申告不要（分離課税）となる場合の税率は、所得税

が 25％、連帯付加税が所得税額の 5.5％となっているため、合わせると

26.375％となる。この申告不要（分離課税）制度は、総合課税との選択制

となっており、資本所得と他の所得を合算して、総合課税の所得税の税率

                                 
(115) 財務省ホームページ、http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kinyu.htm、

向井豪「欧米主要国における最近の税制改革の動向」財政金融統計月報 672 号（租

税特集）１頁及び 12頁以下（財務総合政策研究所、2007）などを基に作成。 

 また、Wolfgang Kessler and Rolf Ericke. (2007), “Welcome to the German Dual 

Income Tax”Tax Notes International, Vol.47, No.9 pp.837-841に解説がある。 

 なお、金子宏「所得税の構造上の問題点の検討と所得税制度の改革の動向－OECD

租税政策研究シリーズ 13 号『個人所得税の抜本的改革』（2006 年）の紹介と検討」

税研 24巻４号 113頁以下（2009）では、ドイツ税制改革の議論についての紹介があ

る。 

 ドイツ連邦財務省のホームページは、http://www.bundesfinanzministerium.de/、

ドイツ連邦財務省のホームページにおける「清算税（申告不要・分離課税制度）Ａ to 

Ｚ について」のアドレスは、http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3380/DE/ 

Wirtschaft_und_Verwaltung/Steuern/025_abgeltungsteuer_a_bis_z.html?_nnn=tr

ue。 
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が 25％以下の者は、申告により総合課税の税率が適用され、源泉徴収税額

が還付されることなるが、申告を行った結果、総合課税を選択した方が納

税者にとって不利になる場合は、税務当局において資本所得は申告されな

かったものとして取り扱われ、26.375％の源泉徴収税のみが課税される。

申告したにもかかわらずなかったものとすることが可能となる点について、

ドイツでは、所得税については賦課課税方式が採用されており、我が国の

ように申告納税制度ではないことも影響しているものと考えられる。 

なお、ゼロ税率適用限度額（7,664 ユーロ）以下の納税者については、

税務署から不査定証明書を入手し、金融機関に提出すれば源泉徴収は行わ

れない。 

（３）貯蓄者概算控除 

貯蓄者控除 750ユーロと必要経費概算控除 51ユーロの合計額 801ユーロ

の貯蓄者概算控除が、資本所得から控除される。 

こ の 貯 蓄 者 概 算 控 除 は 、 納 税 者 が 金 融 機 関 に 適 用 申 請 書

（Freistellungsauftrag für Kapitalerträge、資本収益に対する源泉徴

収免除申請書、下記（６）に申請書の様式例を掲載）を提出することで利

用が可能となる。金融機関は、資本所得が貯蓄者概算控除（801 ユーロ）

以下の場合には、源泉徴収を行わない。複数の金融機関に資本所得を有し

ている場合には、貯蓄者概算控除を分散して使用することが可能であるた

め、納税者は、各金融機関に対して、貯蓄者概算控除額の範囲内でその金

融機関の資本所得に対して使用する控除額を適用申請書に記載する。使用

控除額の変更を行う場合には、申告によって行う必要がある。適用申請書

は、金融機関から連邦税務庁へ送付される。 

申告をする場合にも、資本所得からこの貯蓄者概算控除が控除され、こ

の控除以外の経費の実額控除を行うことはできない。 

（４）譲渡損益の取扱い 

譲渡益が発生するごとに源泉徴収されるが、譲渡損が発生した場合には、

以後発生する譲渡益が譲渡損失を上回るまでは源泉徴収を行わない。 
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年間を通じて譲渡損が生じている場合、金融機関から損失証明書が発行

される。納税者はその証明書を申告書に添付することにより、その年度に

おける他の口座で発生した譲渡益等との通算が可能。申告を行わない場合

には、その金融機関で次年度に繰り越す。 

株式の譲渡損は、株式の譲渡益との間でのみ通算が可能である。他の譲

渡損（為替差損等）は、利子、配当等、他の資本所得との通算が可能であ

る。 

（５）税制改革の背景 

イ 税制調査会海外調査報告 

 税制調査会海外調査報告（平成 19年３月 19日～３月 28日、フランス、

ドイツ、オランダ）の中で、ドイツの金融所得課税改革について、ドイ

ツ連邦財務省及び首相府においての聴取結果が報告されており、改革の

背景を知るのに参考になると考えられるので、ここに記載する(116)。 

（イ）連邦財務省 

 「配当への課税の本当の重さは、法人課税と株主への課税とを足し

合わせたものだが、現在は、法人課税が約 40％に、配当も総合課税の

対象だったので最高は 45％、ただし半額課税だったので、合計すると

税率は約 63％である。今回の改革後は、一律 25％を課税することとし

ても、合計で 55％程度の負担で済む。大幅な負担軽減となる。法人税

への二重課税の調整については、もはや考慮していない。 

 株式譲渡益課税については、りんごの木は課税しないがりんごの実

には課税するといった伝統的な原則があった。これは理論であり、既

に実務的には 1年以内の投機的な株式譲渡益には課税してきたが、今

回の改革でこの原則を完全に放棄してしまった。理由は、金融商品を

使ったトリックによって課税逃れをする事例があまりに多くなってき

たためである。 

                                 
(116) 平成 19年８月「税制調査会関係資料集２分冊の１」471頁。 
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 北欧の二元的所得税とは異なる。ドイツには人的会社が非常に多い

という特徴があるが、二元的所得税を導入すると人的会社に対する負

担が非常に重くなるため、人的会社の経営者に対する所得税は対応を

することになっている。」 

（ロ）首相府 

 「伝統的には、被用者、使用者にかかる所得税も、賃貸料も、金融

所得も全て同じように課税するのが原則であったが、金融所得は迅速

に外国に出ていく傾向があり、税率を下げないと外国に収益が出てし

まうおそれがあり、経済的・実利的に課税する必要がある。高所得者

への優遇ではないかとの批判もあるかもしれないが、税率 25％でも国

内で課税する方がベターとの判断である。まだ立法されていないが、

国民は理解してくれるのではないか。」 

ロ ＯＥＣＤ報告書（平成 18年）(117)におけるドイツの二元的所得税に関

する議論 

 ＯＥＣＤ報告書（平成 18年）では、最近におけるＯＥＣＤ加盟国の所

得税の抜本的改革についての報告がされており、この中でドイツの二元

的所得税に関する議論の紹介も行われている。この報告書については、

前掲注（115）記載のとおり、金子宏名誉教授により、詳細な紹介と検討

がなされていることから、この中のドイツの二元的所得税に関する部分

の一部を以下紹介する。 

 所得税制度に関しては、「連邦財務省の学術諮問委員会（Academic 

Advisory Council）のフラット所得税の提案と、経済専門家委員会

（Council of Economic Experts）の二元的所得税の提案」があったとさ

れる。 

 そして、「経済専門家委員会の提案は、2006 年のノルウェーの二元的

                                 
(117) OECD(2006)“Fundamental Reform of Personal Income Tax”OECD Publishing.ド

イツの二元的所得税に関する議論は、原文では 112頁以下、金子・前掲注（115）で

は 113頁以下。 
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所得税に類似する二元的所得税の導入であった。改革の基本的狙いは、

事業の場所としてのドイツの魅力を改善し、また資金調達と投資の決定

に関する中立性を達成することであった。」とされている。 

（６）適用申請書の様式 

適用申請書（Freistellungsauftrag für Kapitalerträge、資本収益に

対する源泉徴収免除申請書）の様式例(118)は次のとおりである。 

                                 
(118) http://www.forium.de/serice/formulare/freistellungsauftrag.pdf に掲載され

ている様式。 
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第２節 北欧等の二元的所得税 

１ 北欧等の二元的所得税の内容 

（１）概要 

二元的所得税(119)は、主に北欧諸国で採用されている制度で、すべての

                                 
(119) 森信茂樹教授は、二元的所得税を我が国で最初に問題提起をしたのは、平成９年

12 月の税制調査会金融課税小委員会の中間報告であると紹介されている（森信茂樹

「二元的所得税とわが国への政策的インプリケーション」フィナンシャル・レビュ

ー65 号 47 頁（財務省財務総合政策研究所、2002）、森信茂樹「二元的所得税と金融

税制一元化－残された課題－」証券税制研究会『二元的所得税の論点と課題』237頁

（財団法人日本証券経済研究所、2004））。なお、この中間報告において「勤労所得

と資本所得に大別する最近の考え方として、近年、二元的所得税論が提起されてい

る。これは、勤労所得に対して累進税率を適用する一方、資本所得に勤労所得より

低い均一税率で課税し、グローバル化された今日、国際間の資本移動の中立性を確

保するために、実質的な税負担を一定水準に収めようとする考え方である。この考

え方は、勤労所得、資本所得それぞれの中では総合課税を目指す一方、勤労所得と

資本所得との間ではその性格に応じて税率に差を設ける、先述の（１）（筆者注：包

括的所得税論）と（３）（筆者注：最適課税論）を折衷する考え方を踏まえたもと言

える。」と紹介されている（同報告書「（参考３）金融関係税制に関する理論的な考

え方」）。 

 これらのほか二元的所得税について論じているものとして、ピ－ター・バーチ・

ソレンセン編著・馬場義久監訳『北欧諸国の租税政策』（財団法人日本証券経済研究

所、2001）、馬場義久「スウェーデンの二元的所得税－その到達点と日本への教訓－」

租税研究 637号 123頁(2002)、森信茂樹「金融所得の一元化と番号制度」税理 47巻

10 号３頁（2004）、森信茂樹「二元的所得税と金融税制一元化」租税研究 662 号 99

頁（2004）、証券税制研究会『二元的所得税の論点と課題』（財団法人日本証券経済

研究所、2004）、松田有加「二元的所得税における租税負担の累進性－スウェーデン

を素材として－」日本租税理論学会編『資本所得課税の総合的研究』（法律文化社、

2005）、横尾美紀「二元的所得税」日本租税理論学会編『資本所得課税の総合的研究』

（法律文化社、2005）、馬場義久「二元的所得税と法人課税のあり方－ノルウェーの

改革案の教訓－」証券税制研究会編『企業行動の進展開と税制』26 頁（日本証券経

済所、2006）、馬場義久「スウェーデンとノルウェーの金融所得課税一元化－わが国

への教訓－」金融調査研究会『諸外国の税制改革と金融所得課税のあり方（金融調

査報告書(39)）』（金融調査研究会、2007）、田近栄治「オランダの所得税改革」金融

調査研究会『諸外国の税制改革と金融所得課税のあり方（金融調査報告書(39)）』（金

融調査研究会、2007）、森信茂樹「世界の税制改革の新たな潮流－公平から効率へ－」

租税研究 693号 63頁（2007）、関口智「日本の所得税･最適課税論・スウェーデンの

二元的所得税：勤労所得と資本所得の視点」税研 140号 16頁（2008）、森信茂樹「金

融所得一体課税の導入に向けた動きとその課題」税理 51巻３号 99頁（2008）。みず

ほ総合研究所「ノルウェーの株主所得税について－二元的所得税的の弱点克服に向

けた取組み－」（2008年８月 22日発行）、内閣府政策統括官平成 14年 12月「海外所
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所得を資本所得と勤労所得に分類し、資本所得の損失の通算は資本所得内

で行い、資本所得は比例税率（勤労所得の最低税率と法人税率と等しく設

定、おおむね 30％程度）で、勤労所得は累進税率で課税するというもので

ある。 

なお、ＯＥＣＤの報告書（平成 18年）では、我が国の制度は、二元的所

得税に準ずる制度（Semi-Dual Income Tax）と分類されている(120)。 

また、二元的所得税の概念図は、次のとおりである(121)。 

 

 

（２）北欧等の二元的所得税 

北欧等の各国の二元的所得税の内容等については、次表のとおりである

(122)。 

                                                                       
得における抜本的税制改革の事例について（注）」等がある。 

  （注）http://www5.cao.go.jp/keizai3/2002/1216sesakukoka14.pdf 

(120) 報告書は、前掲注（117）。原文の表現は「Other countries that may be characterized 

as having semi-dual income tax systems according to Figure 4.1 are Belgium, 

the Czech Republic, Greece, Hungary and Japan.」(p.83)。 

(121) 平成 16年１月 23日金融小委員会資料１頁「二元的所得税の考え方」から作成。 

(122) 財務省ホームページを参考に作成。 

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/247.htm。 
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北欧諸国等の個人所得課税（国及び地方）等の概要（未定稿） 

（2009年１月現在） 

 基本形態 スウェーデン フィンランド 
ノルウェー 

(注２) 
オランダ 

勤労所得 

・勤労所得 

 (累進税率) 

※所得例 

賃金・給与、

社 会 保 障 給

付、事業収益

(報酬的部分)

等 

「勤労所得」 

(国＋地方) 

※ストックホ

ルムの場合 

0～25％(国) 

29.58％(地方) 

「勤労所得」 

(国＋地方) 

※ヘルシンキ

の場合 

0～30.5％(国) 

17.5％(地方) 

｢個人所得｣ 

(国) 

(0～12％) 

 「ボックス１

所得」(国) 

(33.6～52.0%) 

(注３) 

※ボックス１

所得＝勤労所

得等 

資本所得 

・資本所得 

 (比例税率) 

(勤労所得の

最低税率及び

法人税率と同

率) 

※所得例 

利子、配当、

キャピタル・

ゲイン、家賃、

事業収益(投

資 収 益 的 部

分)等 

｢資本所得｣ 

(国) 

(30％) 

｢投資所得｣ 

(国) 

(28％) 

(預金等利子

については、

28％の税率で

源 泉 分 離 課

税) 

「一般所得」 

(国＋地方) 

(28％) 

「ボックス２

所得」(国) 

(25％) 

※ボックス２

所得＝大口持

分株式等に係

る配当及び譲

渡収入(注４) 

「ボックス３

所得」(国) 

(30％) 

※ボックス３

所得＝保有資

産額×みなし

収益率(４％) 

法人税率 ― 26.3％ 26％ 28％ 25.5％ 

富 裕 税 ― 
なし 

(2007年廃止) 

なし 

(2006年廃止) 
あり 

なし 

(2001年廃止) 

二元的所

得税等の

導 入 年 

― 1991年 1993年 1992年 2001年 

（注１）スウェーデンでは、課税所得が 367,600 スウェーデン・クローネ超の場合にの

み、国税が課される。 

（注２）資本所得を含むすべての所得に、諸控除等を適用して算出した一般所得に対し、
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比例税率（28％）を適用。また、一定額以上の個人所得（勤労所得）に対し、別途、

累進税率を適用（諸控除の適用なし）。 

（注３）累進税率の第１ブラケット(33.60％)、第２ブラケット(41.85％)には、31.15％

の社会保険料が含まれる。 

（注４）当該納税義務者が、単独又は配偶者等と合わせて５％以上所有する場合の株式

会社及び有限会社に対する持分からの所得をいう。 

（備考）IBFD "European Taxation Database"、各国資料等による。 

 

（３）二元的所得税の特徴等 

二元的所得税の特徴等については、様々な観点から説明がなされている

が、馬場義久教授は、北欧三国が総合所得税主義を放棄し、所得課税基本

戦略として二元的所得税を採用した背景及びその特徴等について、スウェ

ーデン（同国を採り上げる理由として、二元的所得税を採用する前は総合

所得税主義にきわめ忠実な措置を採用していたことを挙げられている。）で

の例を基に次のように説明されており(123)、これは二元的所得税導入の背

景としてより理解しやすいと思われるので、長くなるが紹介させていただ

きたい。 

イ 総合所得税制の結果、上述のスウェーデン所得税制がもたらしたマイ

ナス面として、①「各資産収益に対する課税が均一になされなかった」、

②「高い限界税率のもとでの利子控除制・ロス控除制」と①の「軽減税

制を援用しての tax arbitrage が盛んに行われた」、③「80年代におけ

る現実のインフレ率のもとでは、高率の利子控除制と連動して税引き実

質利子率は負となった」、④「以上の結果、（中略）スウェーデンでの個

人段階の資産所得税収はマイナス」となったことを挙げている。 

 そして、これらに対する二元的所得税のメリットとして、①「各資産

所得間の実効税率格差が改革前の方式より是正された」、②「ロス控除・

利子控除を低率且つ定率に限定でき」、更に「ロス控除・利子控除の対象

                                 
(123) 馬場義久「Dual Income Tax 論と金融所得税制の改革－スウェーデンの経験をふ

まえて－」日本の資本市場と証券税制研究会編『資産所得課税の理論と実際』38 頁

以下（日本証券経済研究所、2000）。 
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所得を資産所得に限定できる」、③「 法人税制と個人所得税制の統合を

より容易にする」、④「資産所得に対して源泉徴収方式を多く活用できる。

また、資産所得全般に一律税率を課すので、金融所得の課税にあたり、

所得種類の判断－利子と配当の区別など－を必要としない」という点を

挙げている。 

ロ 公平課税論から見た二元的所得税の特徴 

 公平課税論から見た二元的所得税の特徴について次のように整理され

ている。 

 「第一に、担税力の期間設定問題では、人々の担税力を『生涯支出機

会』とみる生涯支出税(124)の立場をとる。 

 第二に、所得の異質性を勤労所得と資産所得の間だけで考慮する。異

質性を一切認めない包括的所得税論(125)を排除するとともに、勤労所得

間・資産所得間の異質性をも考慮する極端な形の最適所得税論の立場を

も否定する。 

 第三に、通常の生涯支出税論と異なり、危険資産収益の存在を考慮し

資産所得税率をプラスとする。ただし、同時に安全資産による資本所得

の二次的性格をも考慮して、資産所得税率を勤労所得税率より低くする。 

 第四に、法人税制と個人所得税制の統合問題など、資産所得税率の累

進構造による問題を回避するため、均一の資産所得税率を採用する。」 

ハ 一方、二元的所得税にも「問題点が存在することは事実である」とし

て、ノルウェーでの例を紹介されている（下記（４））。 

（４）ノルウェーの所得分割法を巡る教訓 

また、馬場義久教授は、ノルウェーでの例を次のように紹介されている

                                 
(124) 支出税論：「包括的所得税とは異なり、一生の間の所得を担税力の指標とする。一

生の間の所得は、各年の消費を一生にわたって積み上げたものにほぼ一致すること

に着目し、各期間の消費を課税ベースとする。」（平成 13年８月税制調査会金融小委

員会提出資料）。 

(125) 包括的所得税論：「所得税の課税対象となる『所得』について包括的な把握を行う。

１年間の経済力の増加に寄与するあらゆる種類の所得を区別なく合算した上で、総

合課税を行う。」（平成 13年８月税制調査会金融小委員会提出資料）。 
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(126)。 

「能動的オーナーのいる非公開法人は、法人税制ではなく以下の所得分

割法による事業個人所得課税に従わなければならない。ここで能動的オー

ナーとは、ある最低の労働量をし、自己の企業株の尐なくとも２／３を所

有している者を指す。彼らの所得は勤労所得と資産所得の混成であるので、

特別な措置をとらないと、事業所得をすべて低率（28％）の資産所得とし

て申告する恐れがあるとみられ、そこで所得分割法に従う義務があるとさ

れたわけである。」 

しかしながら、この方法はうまく機能しなかったとされ、「所得分割法を

回避する主な手法は、受動的オーナー（passive owners)を法人に招いて自

己の株式保有率を２／３未満にし、『事業個人所得』税でなく通常の法人税

適用対象となることである。いわゆる通常法人化に他ならない。」と紹介さ

れている。 

（５）スウェーデンでの損益通算範囲 

更に、馬場義久教授は、スウェーデンでの損益通算制度について、株式

等の譲渡所得に損失が生じた場合に、その株式等の同じグループ内での通

算及び他の資本所得との通算をどのように行うのかについて説明されてお

り、他のグループ等との損益通算の場合には、一定の制限が設けられてい

ることを紹介されている(127)。 

損益通算の範囲については、次の表で説明されている。 

 

                                 
(126) 馬場義久「スウェーデンとノルウェーの金融所得課税一元化－わが国への教訓－」

金融調査研究会『諸外国の税制改革と金融所得課税のあり方（金融調査報告書(39)）』

11頁以下（金融調査研究会、2007）。このほか、馬場義久「二元的所得税と法人課税

のあり方－ノルウェーの改革案の教訓－」証券税制研究会編『企業行動の進展開と

税制』26頁以下（日本証券経済所、2006）、馬場義久「北欧型二元的所得税の限界－

法人税の課税ベースについて」証券税制研究会編『金融所得課税の基本問題』73 頁

以下（日本証券経済研究所、2008）にも言及がある。 

(127) 馬場義久「スウェーデンに学ぶ金融所得課税一元化の課題」税務弘報 54 巻 15 号

12頁以下（2006）。 
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（  ）内は日本のそれを示す(128)。 

 ａ 現物株・株式投資信

託のロス 

ｂ 株式・証券先物のロ

ス 

ｃ 割引債に類似する

債券などのロス 

ａのゲイン 100％（100％） 100％（不 可） 100％（不 可） 

ｂのゲイン 100％（不 可） 100％（100％） 100％（不 可） 

ｃのゲイン  70％（不 可）  70％（不 可） 100％（100％） 

利子・配当  70％（不 可）  70％（不 可） 
100％（総合課税の配当

とのみ可能(129)） 

（出所） skatteverkt[2OO6],“Försäljning av Aktier”, SKV332, utgåva 7 より。 

 

この表で分かるように、ａグループの譲渡損失をｃグループ又は利子・

配当と損益通算する場合やｂグループの譲渡損失をｃグループ又は利子・

配当と損益通算する場合には、70％に制限されいる。 

２ 我が国への適用 

（１）概要 

二元的所得税の考え方を採用し、我が国における金融所得課税（金融所

得課税の一体化）において実現していくべきであるとの考え方がある。 

森信茂樹教授は、二元的所得税についてその内容を紹介するとともに、

我が国へのインプリケーションとして、「二元的所得税を参考にしつつ、金

融所得（資本所得）税制を見直していくこと、つまり『金融所得税制の一

元化』が当面の税制改革として考えられる。」としている(130)。また、同教

授は、2007年５月に税制調査会で報告されたＩＭＦ事務局の二元的所得税

等への前向きな評価を紹介しつつ、「二元的所得税の思想、さらには消費課

税の思想は、世界各国の税制改革に大きな影響を与え」ているとされてお

                                 
(128) 一定の上場株式等の譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と

の損益通算制度導入前の制度である。 

(129) 利子については、源泉分離課税を前提にしていると考えられる。 

(130) 森信茂樹「二元的所得税とわが国への政策的インプリケーション」フィナンシャ

ル・レビュー65号 49頁（財務省財務総合政策研究所、2002）。 
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り(131)、更に、ＯＥＣＤの報告書(132)においても、「包括的所得税のもとに

生じたたさまざまな問題を緩和する税制として二元的所得税が、世界の潮

流となってきた。」としていることが紹介されている(133)。 

また、馬場義久教授は、二元的所得税は、「当面の所得税（法人税を含む）

改革にとって、有益な指針を提供している」と分析されている(134)。 

次に、同教授は、二元的所得税の考えからの当面の所得税改革の方向と

して、次の点を挙げられる。 

① 「金融所得税制の一部にみられる総合課税主義を廃止すべきであ

る。」 

② 「金融所得全体を資産所得として合算し、その全体に一律税率を課

す。」 

③ 「キャピ夕ル・ロスは資産所得全体から控除される。しかし、勤労

所得からは控除されない。」 

④ 「法人税制と個人所得税制の統合方式の再検討である。」長期的に

は、「法人税率＝資産所得税率と設定して、投資家段階で配当税や株式

の譲渡益を非課税とする方式などＣＢＩＴ(135)夕イプの方式の採用が

提起される。」 

⑤ 「勤労所得税制を復権させる。」「個人所得税制における諸控除の整

理、最高限界税率の引き下げストップなどにより、所得税制における

勤労所得税制の位置を高めるべきである。」 

一方、北欧諸国が導入した際の問題意識については我が国の税制を考え

                                 
(131) 森信茂樹「世界の税制改革の新たな潮流－公平から効率へ－」租税研究 693 号 70

～71頁（2007）。 

(132) 前掲注（117）。 

(133) 森信茂樹「金融所得一体課税の導入に向けた動きとその課題」税理 51 巻３号 100

頁（2008）。 

(134) 馬場・前掲注（123）50～52頁。 

(135) ＣＢＩＴ、Comprehensive Business Income Taxの略、包括的企業所得課税。1992

年の米国財務省の報告書で提案されたとされる（田近栄治「資本所得課税の展開と

日本の選択」フィナンシャル･レビュー65号 29頁以下（財務省財務総合政策研究所、

2002））。 
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るに当たっても重要な点であるとしながらも、税構造が我が国と著しく異

なることなどを挙げ、引き続き検討していく必要があるとする見解もある

(136)。 

（２）我が国への応用の在り方 

金融所得課税の一体化における二元的所得税の議論は、金融所得課税の

一体化を二元的所得税の観点から検討しようとするもので、北欧等の二元

的所得税制度そのものを現時点で我が国に導入しようとして紹介されてい

るものではないと考えられる。 

北欧において、総合課税の所得に対して高い税率が適用となる個人事業

主が、法人を設立して総合課税の対象となる事業所得又は勤労所得を回避

して、資本所得（配当所得）として申告することに対応するために採られ

た措置についての教訓（上記１（４））が参考となる。このような意味から

もいわゆる大口株主又はオーナー株主が受ける配当等の金融所得課税の一

体化の対象への拡大は、慎重に検討すべき課題である。 

二元的所得税の考え方を参考として金融所得課税に取り入れることは有

益であるが、北欧諸国等と我が国の税制の相違を踏まえながら我が国へ応

用することが必要であると考える。 

第３節 納税者番号制度 

１ 主要国の納税者番号制度 

納税者番号制度を採用している主な国とその内容は、次のとおりである

                                 
(136) 税制調査会金融小委員会報告書。第５章第２節３（３）のとおり。なお、金子宏

名誉教授は、「北欧的な二元的所得税をそのまま採用するのは日本の実情に合わない

ように思います」と述べられており（金子宏「シャウプ勧告の今日的意義」租税研

究 711号 18頁（2009））、水野忠恒教授は、「北欧の社会はわが国と異なる点が多く、

また、所得税の制度の変遷も詳細に知らされていない。そのような点をみると、二

元的所得税の方向は、わが国の制度として不適当と思われる。」とされる（水野忠恒

「金融資産収益の課税－金融課税の一体化－」日税研論集 55号『金融資産収益と所

得税』19頁（2004））。 
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(137)。 

主要国における納税者番号制度の概要（未定稿） 

平成 21年１月現在 

  番号の種類 適用業務 
付番者 

（数） 

人口（注２） 

(2007年 

 現在) 

付 番

維持管

理機関 

現行の

付 番 

根拠法 

実施

年 

社

会

保

障

番

号

活

用 

アメ

リカ 

社会保障番

号(９桁) 

税務、社会保

険、年金、選挙、

兵役等 

約４億

1,400万

人(累計

数) 

３億 407万

人 

社会保

障庁 

社会保

障法 
1962 

カナ

ダ 

社会保険番

号(９桁) 

税務、失業保

険、年金等 

約 4,188

万人 

(累計数) 

3,161万人 

人的資

源・社

会開発

省 

雇用保

険法 
1967 

住

民

登

録

番

号

を

活

用 

デン

マー

ク 

住民登録番

号(10桁) 

税務、社会保

険、住民登録、

選挙、兵役、諸

統計、教育等 

全住民 543万人 

内務省 

中央個

人登録

局 

個人登

録に関

する法

律 

1968 

スウ

ェー

デン 

個人識別番

号(10桁) 

税務、社会保

険、住民登録、

選挙、兵役、諸

統計、教育等 

全住民 918万人 国税庁 

個人登

録に関

する法

律 

1967 

ノル

ウェ

ー 

住民登録番

号(11桁) 

税務、社会保

険、住民登録、

選挙、兵役、諸

統計、教育等 

全住民 468万人 
国税庁

登録局 

人口登

録制度

に関す

る法律 

1971 

韓国 
住民登録番

号(13桁) 

税務、社会保

険、住民登録、

選挙、兵役、諸

統計、教育等 

全住民 4,846万人 
行政安

全部 

住民登

録法 
1968 

シン

ガポ

ール 

住民識別番

号(１文字

＋８桁) 

税務、年金、住

民登録、選挙、

兵役、車両登録

等 

 

全住民 459万人 

内務省 

国家登

録局 

国家登

録法 
1995 

                                 
(137) 税制調査会資料（前掲注（108））、「納税者番号制度」を参考に作成。 
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税

務

番

号 

ドイ

ツ 

税務識別番

号(11桁) 
税務 

約 8,100

万人 
8,222万人 

連邦中

央税務

庁 

租税通

則法 
2009 

イタ

リア 

税務識別番

号(６文字

＋10桁) 

税務、住民登

録、選挙、兵役、

許認可等 

約 6,323

万人 
5,805万人 

経済財

政省 
(注３) 1977 

オー

スト

ラリ

ア 

納税者番号

(９桁) 

税務、所得保障

等 

約 3,099

万人 

(累計数)

（注１） 

2,063万人 国税庁 

1988年

度税制

改正法 

1989 

（参考）イギリスには納税者番号制度はないが、国民保険番号（National Insurance 

Number）が税務目的に一部使用されている。 フランスには納税者番号制度はない。 

（注１）オーストラリアでは、個人及び法人に同一体系の納税者番号が適用されている。 

（注２）カナダ及びオーストラリアの人口は、2006年の値である。 

（注３）納税者登録及び納税義務者の納税番号に関する大統領令 
 

２ ドイツにおける導入(138) 

ドイツにおける納税者番号制度は、2003年の税制改革により創設され、納

税の確認や納税義務者の特定等、円滑な徴税の実現のために導入されること

が 2006年 11月に公表されたが、その後、運用に向けて準備作業が進められ

てきたものである。全国民に対する納税者番号の交付をほぼ完了し、2008年

分の確定申告から随時活用していくことなり、2009年から実施されるに至っ

ている。 

連邦中央税務庁が番号を付番・管理し、全国民を対象とした生涯不変の 11

桁の番号で付番者数は約 8,100万人（平成 21年１月現在）である。税務のみ

の利用目的となっており、社会保障制度においては用いられない。 

                                 
(138) 財務省ホームページ、http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/024.htm、税

制調査会資料（前掲注（108））、税制調査会第 18回企画会合（平成 19年 10月 16日）

資料（納税環境整備（国税関係））等を参考にした。 

http://www.cao.go.jp/zeicho/siryou/k18ai.html。 

 ドイツ連邦財務省のホームページにおける「納税者番号に関するアドレスは、

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3380/DE/Wirtschaft_und_Verwaltung

/Steuern/Steueridentifikationsnummer/node.html?_nnn=true。 
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第５章 金融所得課税の一体化の議論の推移 

 本章では、金融所得課税の一体化が議論されるに至る状況について、各省庁

での審議会等での議論の推移を中心に見ていく。金融所得課税の一体化につい

ては、ほぼ同じ時期に、税制調査会(139)、経済産業省産業構造審議会(140)、金融

庁金融税制に関する研究会(141)において議論がなされ(142)、それぞれ、報告等が

行われている。 

第１節 金融所得課税の一体化の意義 

１ 金融所得の意義 

税法では「金融所得」についての定義規定はなく、金融所得課税の一体化

の議論におけるその意義は必ずしも明確ではないが、例えば、平成９年 12

月の税制調査会金融課税小委員会の中間報告の中では、「金融所得とは、金融

資産から生じる所得のことを指す。」と説明されており(143)、おおむねこの意

義で使用されているものと考えられる。また、例えば、「金融資産所得」とい

う用語も用いられている(144)が、本稿では、原則として「金融所得」という

                                 
(139) 内閣府に設置された審議会の一つで、内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関

する基本的事項を調査審議することとされている（内閣府本府組織令 38、40、税制

調査会令）。政党の税制調査会と区別するため、政府税制調査会と呼ばれることもあ

るが、本稿では単に「税制調査会」という。 

(140) 経済産業省に設置された審議会の一つで、経済産業大臣の諮問に応じて産業構造

の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な

発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項を調査審議することなどを

行う（経済産業省設置法６、７）。 

(141) 金融庁総務企画局長主催の研究会で、金融税制に関して広く外部の有識者と自由

に意見交換、討議し、行政運営の参考とすることとされている（金融税制に関する

研究会平成 14 年６月 28 日「今後の金融税制のあり方について－『二元的所得税』

をめぐる議論の論点整理を中心として－」）１頁。 

(142) 品川芳宣「金融所得一元化（一体）課税の同床異夢」速報税理 23巻 10号 14頁（2004）

において、三つの会における議論が紹介されている。 

(143) 同中間報告「（参考３）金融関係税制に関する理論的な考え方」（注）。 

(144) 税制調査会平成 15年 6月『尐子・高齢社会における税制のあり方』など 
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用語を用いる。 

２ 金融所得課税の「一体化」の意義 

金融所得課税の一体化は、金融所得について一定税率（20％）で分離課税

とし、金融所得間で広く損益通算を認めるというのが、一般的な意義である

(145)。 

また、例えば、金融税制の「一元化」と表現されることもある(146)。「一元

化」と「一体化」ではその想定している内容を異にしているとの説明がある

(147)が、本稿では、「一体化」という用語を用いる。 

なお、金融所得課税の一体化は、基本的には居住者としての個人に対する

金融所得の課税の問題であり、所得税法上、総合課税の対象となるネットの

所得（収入－必要経費）について、源泉分離課税や申告分離課税の採用及び

損益通算を含めた課税の在り方についての議論であることは、先に述べたと

おりである。 

第２節 税制調査会での議論等 

 税制調査会の答申において、「金融所得課税を一体化すべきである」との方向

性について言及されたのは、平成 14年以降であり、ここでは平成 14年 11月以

降の答申、報告書等について確認していく。 

                                 
(145) 第２節３の（２）及び（５）イ、第３節１（２）ロなど。 

(146) 税制調査会平成 14年６月「あるべき税制の構築に向けた基本方針」など。 

(147) 吉井一洋氏は、「『一体化』という用語は政府税調が平成 14年 11月に公表した『平

成 15年度における税制改革についての答申』から用いられ始めた。それまでは、『一

元化』という用語が用いられていた。『一元化』といった場合は、『金融所得』とい

う包括的な所得区分を導入することが念頭に置かれていた。（中略）これに対して『一

体化』といった場合は、利子所得、配当所得、譲渡所得、雑所得などといった現行

の所得区分は残したまま、損益通算し同一の税率を適用することを想定している。」

と説明されている（吉井一洋「新たな証券･金融税制の構築を目指して」税務弘報 56

巻９号 149頁（2008））。 
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１ 平成 14年 11月及び成 15年 6月の税制調査会の答申  

（１）平成 14年 11月の年度答申 

税制調査会平成 14年 11月「平成 15年度における税制改革についての答

申－あるべき税制の構築に向けて－」の「４．金融・証券税制」の中で、

次のように述べている。 

「尐子・高齢化と経済のストック化が進展する中、金融資産に対する課

税は、今後、より重要性を高めることとなる。その際、広く公平に負担を

分かち合い、簡素で分かりやすい税制を構築することを基本とすべきであ

る。また、度重なる税制改正により課税関係が頻繁に変更されることは、

決して望ましいことではない。今後の見直しに当たっては、制度の安定性

にも配意すべきである。 

また、簡素で安定した金融税制を構築することにより、『貯蓄から投資へ』

といった、わが国金融のあり方をめぐる現下の政策要請にも応えられると

考える。 

こうした観点から、金融・証券税制については、今後、利子・配当・株

式譲渡益に対する課税について、金融商品間の中立性を確保するとともに、

できる限り一体化する方向を目指すべきである。この場合、将来の改革の

方向として、金融所得の一元化、二元的所得税についても、総合課税とあ

わせ検討すべきである。」（下線は筆者） 

（２）平成 15年６月の中期答申(148) 

その後の税制調査会平成 15年６月「尐子・高齢化社会における税制のあ

り方」の中期答申の「第三 その他の課題」の「 一 金融・証券税制」に

おいて、次のように述べている。 

                                 
(148) 税制調査会の答申には、中長期的な税制の在り方を答申する中期答申（３年に１

度）と来年度税制について答申する年度答申（最近では 11月～12月に答申）がある。 

 なお、中期答申について、石弘光学長は、「政府税調の最大の仕事は、３年間の議

論を集大成し任期が終了する直前に提出する『中期答申』の作成である。これは、

任期中に行われた審議の成果をふまえ、中長期的な観点からわが国の税制の問題点

を整理し今後の方向の指針を盛り込んだ報告書となる。」と述べられている（石・前

掲注（80）53頁）。 
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「金融資産性所得に対する課税に関しては、『貯蓄から投資へ』という政

策要請を受け、貯蓄優遇税制や株式等譲渡益課税の見直しが相次いで進め

られてきた。（中略） 

わが国の金融資産性所得に対する課税は、収益の性質・発生態様や所得

捕捉体制の問題等から、総合課税を基本としつつも分離課税を多く導入し

ており、課税方式も個々の収益ごとに異なるものとなっている。こうした

中、今後の課税のあり方については、簡素かつ公平で安定的な制度の構築

を念頭に、金融商品間の中立性を確保し、金融資産性所得をできる限り一

体化する方向を目指すべきである。（下線は筆者） 

このような方向に関しては、金融資産性所得の範囲や税率、損益通算な

ど多岐にわたる課題について、様々な観点からの理論的・実務的な検討が

必要である。その際、貯蓄・投資や企業活動への中立性の確保、課税ベー

スの拡大、所得再分配への影響、納税者利便と国内外にわたる適正執行の

実現などに関する配慮を欠かせない。このためには、納税者番号制度など

納税環境の整備を進めていくことも重要となろう。また、諸外国の状況を

見ると、二元的所得税など新たな租税論の展開が見られる一方で、勤労所

得との間の課税バランスや租税回避行動の抑制等の観点から、実際的な対

応が行われている。今後、金融資産性所得に対する課税の一体化の検討に

当たっては、わが国においても、これらについて十分な検討が必要となろ

う。」（下線は筆者） 

このように、平成 15年６月の中期答申では、「金融資産性所得をできる

限り一体化する方向を目指すべきである」との方針が明確に打ち出されて

いる。その前年に公表された平成 14年６月の「あるべき税制の構築に向け

た基本方針」では、「『二元的所得税』(149)の考え方や金融税制の『一元化』

の是非については、総合課税への移行を目指すこととの関係、資産性所得

と勤労所得に対する課税のバランス等について検討を要する」(150)との記

                                 
(149) 二元的所得税については、第４章第２節で考察している。 

(150) 税制調査会平成 14年６月「あるべき税制の構築に向けた基本方針」18頁。 
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載にとどまっており、また、その一つ前の平成 12年７月の中期答申の「金

融資産からの所得に係る一律的な取扱いを検討すべきであるとの意見があ

ります。（中略）このような一律的な取扱いを設けることついては慎重に考

える必要があります。」(151)などの記述と比較すると、平成 15 年６月の中

期答申は、金融所得課税の一体化への検討へ向け、踏み込んだものとなっ

ていると言える。 

以後、見ていくように、この平成 15年６月の中期答申を受け、更に税制

調査会での審議が進められ、金融所得課税の一体化への議論が大きく進展

していくこととなる。 

２ 税制調査会金融小委員会での議論 

上記１（２）の平成 15年６月の中期答申を受けて、平成 15年 10月から税

制調査会金融小委員会が再び開催され(152)、金融所得課税の一体化について

の議論が行われることとなる。平成 15年 10月 31日の第１回金融小委員会に

おいて奥野小委員長は、「本小委員会においては、今後、金融資産性所得の一

体化に向けた様々な論点について議論を進め、来年の夏ごろまでを目途に、

簡素かつ公平で安定的な金融・証券税制の姿を示したいと考えています。」と

述べられている(153)。 

再開された委員会では、平成 15 年 10 月から平成 16 年６月まで、11 回に

わたり審議が行われた。 

３ 税制調査会金融小委員会の報告内容(154) 

税制調査会金融小委員会は、11 回にわたる議論を踏まえ、平成 16 年６月

                                 
(151) 税制調査会・前掲注（103）136～137頁。 

(152) 金融小委員会は、証券・金融に絡む税制の税制問題を審議するため、平成 13年６

月から平成 15 年５月にかけて 13 回開催されている。それ以前は、金融課税小委員

会（平成９年５月設置）が設置されていた。 

(153) 税制調査会平成 15年 10月 31日第１回金融小委員会議事録。 

(154) 税制調査会ホームページ、http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/160615.html。 
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15日付で「金融所得課税の一体化についての基本的考え方」と題する報告書

（以下「税制調査会金融小委員会報告書」という。）を取りまとめ、税制調査

会総会へ報告の後、公表された(155)。最近の税制改正を見ると、税制調査会

金融小委員会報告書での提言内容は徐々に実現されているものと言える(156)。 

以下、金融所得課税の一体化における論点と考えられる各項目に沿って整

理を行いながら紹介する。 

（１）一体化の必要性 

税制調査会金融小委員会報告書の「一 金融所得課税一体化の意義」

「（１）背景･内容」の中で、金融所得課税の一体化を行う意義として、①

貯蓄から投資への政策要請の下での投資環境の整備、②金融商品間の中立

性の要請（課税の中立性）、③簡素で分かりやすい税制（課税の簡素性）及

び④投資リスクの軽減の四つを示している。具体的には、それぞれ次のよ

うに言及している。 

イ 「貯蓄から投資」への政策要請の下での投資環境の整備 

 「尐子高齢化の進展から、近年、貯蓄率は顕著な低下傾向を示して」

                                 
(155) 本報告について、紹介･論評しているものとして、水野忠恒「金融資産収益の課税

－金融課税の一体化－」日税研論集 55号『金融資産収益と所得課税』３頁（2004）、

永長正士「『金融課税一体化』税調金融小委員会報告」租税研究 659号 53頁（2004）、

佐藤英明「金融所得一体化課税の実現に向けて」税務弘報 52 巻 11 号６頁（2004）、

山本守之「金融資産一体化課税」税務弘報 52 巻 11 号 97 頁（2004）、野田秀三「金

融所得一体化課税における資産滅失損の取扱い」税理 47巻 12号９頁（2004）、増井

良啓「金融所得課税の一体化における移行措置の重要性－株式譲渡損の扱いに関す

る若干の論点－」税研 119 号 40 頁（2005）、永長正士「金融所得一体課税」租税研

究 664 号 33 頁（2005）、吉田善香「金融所得課税一体化についての基本的考え方の

『損益通算制度についての具体的検討』についてのコメント」日本租税研究協会『金

融所得課税の一体化に関する提言』（日本租税研究協会、2005）、大崎貞和「金融所

得課税一体化論と証券投資優遇税制」金融庁金融研修センター『研究会報告書企業

改正･ディスクロージャーと税制等の将来像について（展望と課題）』91 頁（2006）、

田中治「日本所得税の主要な問題点」税研 133 号 60 頁（2007）、金子宏「所得税改

革の動向－株式譲渡益課税の問題を中心として－」租税研究 699号７頁（2008）、金

子宏「我が国税制の回顧と展望所得税改革の動向－株式譲渡益課税の問題を中心と

して－」第 59 回租研大会記録３頁（租税研究協会、2008）、一高龍司「金融投資税

制－実体的統制と立法記録－」日税研論集 58号『政策税制の法的限界の検討』37頁

（2008）等がある。 

(156) 第２章第４節のとおり。 
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おり、「（略）現存する金融資産を効率的に活用することこそが、経済の

活力を維持するための鍵である。一方、従来、我が国においては、家計

金融資産の大宗は預貯金であり、株式や株式投資信託の占める割合は、

主要諸外国に比べても低くなっている。こうした状況の下において、『貯

蓄から投資へ』の構造改革が進められてきている。（中略）一般の個人に

とって、より一層『投資』を行い得る環境を整備する政策的要請がある。」 

ロ 金融商品間の中立性の要請（課税の中立性） 

 「金融商品の中から、税負担の違いに左右されず、それぞれのニーズ

に応じて投資先を選択できるよう、金融商品間の課税の中立性が要請さ

れる。」 

ハ 簡素で分かりやすい税制（課税の簡素性） 

 「一般の個人投資家が、投資判断を行うためには、簡素でわかりやす

い税制であることが求められる。」 

ニ 投資リスクの軽減 

 「これまで株式投資になじみのない一般の個人投資家が投資を行いや

すくするためには、投資リスクの軽減を図ることも必要である。」 

（２）一体化の範囲と課税方法 

税制調査会金融小委員会報告書の「一 金融所得課税一体化の意義」

「（１）背景･内容」の中で、金融所得課税の一体化の具体的内容として、

①金融所得の間で課税方式の均衡化及び②金融所得の間で損益通算の範囲

の拡大の二つを示している。すなわち、「その具体的内容としては、金融所

得の間で課税方式の均衡化をできる限り図ること、金融所得の間で損益通

算の範囲を拡大することの２点がある。」としている。 

更に、「一 金融所得課税一体化の意義」「（２）税制論からみた位置付け」

の中で、金融所得課税については、現行の比例税税率による分離課税制度

を再構築するものであるとしている。具体的には、「我が国の所得税制は、

包括的所得税を基本として構築されているが、金融所得課税については、

課税ベース拡大のための取組みの中で、税制の中立性、簡素性、適正執行



251 

の確保などの観点から、比例税率による分離課税が導入されてきた。今般

の金融所得課税の一体化は、現下の『貯蓄から投資へ』の政策的要請を受

け、一般投資家が投資しやすい簡素で中立的な税制を構築する観点から、

現行の分離課税制度を再構築するものである。」としている。 

また、その税率については、現行の利子所得、配当所得及び株式等の譲

渡による所得について、分離課税となる場合には、軽減税率の適用等を除

くと、20％となっており、また、税制調査会金融小委員会報告書の「二  金

融所得課税一体化の具体的内容」の「 １．課税方式」の中で、「配当所得

について、一般投資家の金融所得という性格に着目すれば、他の金融所得

との中立性の観点から、20％の税率による分離課税とすることが考えられ

る。」、「外貨預金の為替差益については、他の金融所得との中立性を確保す

る観点から、20％の税率での分離課税の対象とすることを検討すべきであ

る。」、「満期保険金や解約返戻金等の収益が、満期時又は解約時までの保険

料の運用成果と見うる場合については、他の金融所得との中立性を確保す

る観点から、金融所得として 20％の税率での分離課税の対象とすることを

検討すべきである。」などとしていることからすると、一律 20％の税率を

念頭に置いているものと考えられる。 

（３）二元的所得税に対する考え方 

二元的所得税については、税制調査会金融小委員会報告書の「一 金融

所得課税一体化の意義」「（２）税制論からみた位置付け」において、北欧

諸国が導入した際の問題意識については我が国の税制を考えるに当たって

も重要な点であるとしながらも、税構造が我が国と著しく異なることなど

を挙げ、引き続き検討していく必要があるとしている。具体的には次のよ

うに述べている。 

「金融所得課税の一体化は、二元的所得税論の立場から主張されること

もある。北欧諸国が二元的所得税を導入した際の、課税ベースの拡大、海

外への資本逃避防止、資本所得間の中立性の確保などの問題意識は我が国

の税制を考えるに当たっても重要な点である。他方、北欧諸国の二元的所
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得税においては、資本所得に対する税率と勤労所得の最低税率、法人税率

は同水準に設定されているが、勤労所得の最低税率が 30％前後と我が国に

比べ著しく高い水準にあるなど、税率構造が我が国と著しく異なる。また、

二元的所得税を導入するとすれば、あらゆる種類の所得（事業所得、雑所

得、一時所得、不動産所得等）を資本所得と勤労所得とに二分することが

必要となる。資産の中でも、土地等については、帰属地代・家賃(157)に課

税できないという問題のほか、我が国では公共性のある資産という土地基

本法上の位置付けを踏まえて特別の税制上の取扱いがなされており、税制

上、金融商品とは異なる面もある。こうしたことから、所得税制全体のあ

り方として、北欧型の二元的所得税については、今後、我が国の経済・財

政状況や税体系を踏まえ、引き続き検討していく必要がある。」 

（４）具体的課税方式 

具体的課税方式について、「二 金融所得課税一体化の具体的内容」の「１．

課税方式」の中で、①配当所得、②公社債譲渡益等、③外貨建て金融商品

及び④保険の四つに言及している。 

イ 配当所得 

 配当所得については、「一般投資家の金融所得という性格に着目すれば、

他の金融所得との中立性の観点から、20％の税率による分離課税とする

ことが考えられる。」としながらも、「ただし、大口株主については事業

参加的側面が強いことから、その配当を金融所得として課税することは

                                 
(157) 『注解所得税法〔四訂版〕』では、帰属所得（インピューテッドインカム）につい

て、「自己の財産の使用もしくは占有から生じる利益又は自己もしくは家族のために

する役務提供（自家労働）によって生まれる利益」と説明されており、帰属地代・

家賃を「自己の住宅に居住することによる利益」としている。更に、帰属地代・家

賃について、「ヨーロッパはこれを所得として所得税を課している例が尐なくない」

とし、ドイツ、オランダ、北欧諸国等を例に挙げている。また、「わが国では帰属地

代・家賃を課税所得として認識されたことはない。」とされている。植松・前掲注（9）

204～205頁。 

 なお、金子宏名誉教授は、「帰属所得も、それを得た者の担税力を増加させる点で

は、市場取引によって得られる所得と異ならないから、原理上は所得を構成すると

解すべき」であるとされている（金子・前掲注（50）87頁）。 
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必ずしも適当ではなく、事業所得とのバランスを踏まえ、総合課税を維

持すべきである。」としている。また、「一般投資家の金融所得という位

置付けで分離課税とするならば、配当控除や負債利子控除の位置付けに

ついて再検討が必要となる。」としている。 

ロ 公社債譲渡益等 

 公社債譲渡益等についての非課税は中立性の観点から問題で、株式譲

渡益同様に課税を行うべきであるとしており、次のように述べている。 

 「公社債の譲渡益は、現在、経過利子の反映であるとの考え方に基づ

き、非課税とされている。また、その反面、譲渡損失はないものとみな

されている。」 

 「現行の取扱いは他の金融所得との中立性の観点から問題がある。し

たがって、公社債の譲渡益については、株式譲渡益同様に課税を行うと

ともに、譲渡損失については、税制上の譲渡損失として取り扱うべきで

ある。公社債の償還時の差損益の取扱いについても、譲渡損益とのバラ

ンスに配慮しつつ、あわせて検討すべきである。」 

 「公社債の譲渡益課税を行う場合、公社債投資信託の譲渡益について

も同様の課税とすべきである。」  

ハ 外貨建て金融商品 

 外貨建て金融商品の為替差益について、「外貨建て金融商品の為替差益

のうち、外国株式については、譲渡時に為替差益が実現するため、株式

譲渡益として分離課税される。他方、外貨預金（為替予約のないもの）

(158)の為替差益は、雑所得として総合課税されている。外貨預金の為替

差益については、他の金融所得との中立性を確保する観点から、20％の

税率での分離課税の対象とすることを検討すべきである。」としている。 

ニ 保険 

 保険から収益についても、死亡保険金などを除き、金融所得として

                                 
(158) 為替予約のある外貨預金の為替差益は、20％（所得税 15％、住民税５％）の税率

の源泉分離課税となる（所法 174七、209の２、209の３、措法 41の 10）。 



254 

20％の税率での分離課税の対象とすることを検討すべきであるとしてお

り、次のように述べている。 

 「保険から生じる収益については、金融類似商品として利子並みに

20％の税率での源泉分離課税とされている一時払い養老保険（５年以内）

を除き、一時所得又は雑所得として総合課税の対象とされている。」 

 「例えば死亡保険金についてまで、他の金融所得との中立性を強く求

める必要はないと考えられる。一方、満期保険金や解約返戻金等の収益

が、満期時又は解約時までの保険料の運用成果と見うる場合については、

他の金融所得との中立性を確保する観点から、金融所得として 20％の税

率での分離課税の対象とすることを検討すべきである。」 

（５）損益通算 

損益通算については、「二 金融所得課税一体化の具体的内容」の「２．

損益通算等」の中で言及している。 

イ 考え方 

 「（１）損益通算についての考え方」の中で、金融所得の中で損益通算

の範囲を拡大、損失控除を広く可能とすることが期待されているとしな

がらも、譲渡所得と経常所得との損益通算を認めない国が多く、認める

国でも制限を設けている例を紹介している。また、分離課税とされる所

得と総合課税とされる所得との間の損益通算や分離課税でも税率の異な

る所得の間の損益通算を認めることは適当でないとし、更に、損益通算

拡大による大幅な税収減に考慮した制度設計とするよう、また、源泉徴

収制度や資料情報制度などの整備を求めており、次のように述べている。 

 「金融所得の間で損益通算の範囲を拡大し、損失の控除をより広く可

能とすることにより、現行の取扱いよりも投資リスクを軽減することが

期待されている。」 

 「主要諸外国においても、譲渡所得と経常所得との間の損益通算を認

めていない国が多く、認めている米国でも年間 3,000ドル以下に制限さ

れている。」 
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 「分離課税される所得と総合課税される所得との間の損益通算や、分

離課税でも税率の異なる所得の間の損益通算を認めることは適当でな

い。」 

 「さらに、損益通算の範囲を拡大すると税収が大きく減尐する可能性

がある。したがって、具体的な制度設計に当たっては、現在の危機的な

財政状況を踏まえ、税収への影響についても考慮する必要がある。 

 こうした税制上の留意点を踏まえつつ、『貯蓄から投資へ』という政策

的要請に応えて、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を、利子所得

も含め金融所得全般にわたり、できる限り広げていくことが適当である。

その際、損益通算の範囲拡大に適切に対応できるよう、申告に先立って

支払時点で徴収しておく源泉徴収制度や取引の把握のための資料情報制

度など執行体制の整備が必要である。」  

ロ 譲渡損益と他の金融所得との損益通算 

 「（２）具体的検討」の中で、譲渡損益と他の金融所得との損益通算に

ついて言及し、①譲渡損益と公社債の譲渡損益、②株式譲渡損失と配当

所得及び③株式譲渡損失と利子所得とのそれぞれの損益通算について、

一定の条件付きながら認めることが適当であるなどとしており、それぞ

れ次のように述べている。 

 「株式譲渡損益と公社債の譲渡損益との損益通算については、両者が

ともに有価証券の譲渡損益として同じ性格の所得であることを踏まえ、

適正な執行体制の下で公社債譲渡益が課税化される場合には認めること

が適当である。」  

 「株式譲渡損失と配当所得との損益通算については、配当所得は経常

所得であり、上記のとおり譲渡所得とは税制上の性格が異なる。しかし、

現下の『貯蓄から投資へ』という重要な政策的要請に応え、（イ）配当と

株式譲渡損失はともにリスク資産である株式から生じるものでその関連

性が強いこと、（ロ）配当所得が分離課税とされれば両者の課税上の取扱

いは均衡がとれることから、上場株式の配当と譲渡損失、公募株式投資
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信託の収益分配金と譲渡損失の間の損益通算を政策的に認めることが適

当である。ただし、政策的に損益通算を認める場合であっても、諸外国

の例も参考としつつ、損益通算について一定の制限を設ける必要がある。

損益通算し切れなかった株式譲渡損失は、３年繰越しの対象とし、翌年

以降も損益通算可能とすることが考えられる。」 

 「利子所得も経常所得であり譲渡所得とは性格が異なるが、株式譲渡

損失の損益通算の範囲を利子所得まで広げると、株式投資の一層のリス

ク軽減を図ることができる。そのためには、現行制度においては一律源

泉分離課税とされている利子所得について、損益通算を行うための申告

を可能とする制度に改めるとともに、支払調書制度を整備する必要があ

る。その場合、官民双方の事務負担も考慮すべきである。 

 また、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を利子所得まで広げる

と、税収への影響が大きくなることにも留意しなければならない。」 

（６）資産損失 

資産損失について、「二 金融所得課税一体化の具体的内容」の「２．損

益通算等」の「（３）資産損失」の中で、①会社の倒産により株式が無価値

化した場合の損失と②預金のペイオフ損失に言及しており、①については

譲渡損失と同様の取扱いとすることが考えられるとし、政策的に措置する

場合には適正な執行のための担保が必要としているが、②については預金

保険法上の保護に加えて更に措置することは「貯蓄から投資へ」の要請か

らは説明できず、現行の取扱いが適当であるとしており、それぞれ次のよ

うに述べている。 

 会社の倒産により株式が無価値化した場合の損失については、「『貯蓄か

ら投資へ』への政策的要請の下、こうした投資家の利便性に配慮し、譲渡

の場合とのバランスを踏まえ、株式譲渡損失と同様の取扱いとすることが

考えられる。このように株式の無価値化損失に対し政策的に措置する場合、

株式の譲渡という取引が存在しないため、株主や取得価額の真正性を税務

当局がチェックできるよう、適正な執行のための担保が必要である。」 
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 「このような預金保険法上の保護に加えて、ペイオフ損失を税制上措置

することは、『貯蓄から投資へ』の要請からは説明できない。ペイオフ損失

については、現行の取扱いを維持することが適当である。」  

（７）納税環境の整備 

納税環境の整備については、「三 納税環境の整備」において、まず、「金

融所得課税の一体化を実現するためには、制度の適正な執行と納税者利便

の向上を図るための納税者環境の整備が必要である。」とし、「（１）申告機

会の増加」の中で、損益通算の拡大により、「こうした申告機会の増加は、

納税者が自ら申告する所得税の将来のあり方との関係では望ましい。」とし、

「また、納税者・投資家の利便性や適正な税務執行の観点からは、申告に

先立って支払時点で徴収しておく源泉徴収制度が引き続き重要である。」と

している。 

更に、「（２）番号制度」の中で、支払調書と申告内容とのより簡便な方

法でのマッチングのため、何らかの番号制度の利用が必要としているが、

一律導入には慎重な対応が望まれ、選択性とすることが考えられるとして

いる。また、番号に係るプライバシー保護のための特別な措置を検討すべ

きであるとしており、次のように述べている。 

「支払者が税務当局に提出した支払調書の内容と、納税者が提出した申

告書の内容とを、税務当局は限られた人員と時間でマッチングしなければ

ならない。その場合、官民双方にとってより簡便な方法による正確なマッ

チングを通じて適正な納税を実現するためには、何らかの番号制度を利用

することが必要である。」 

「番号制度に対して未だ国民の理解が必ずしも十分でない。そこで番号

制度を一律に導入することについては慎重な対応が望まれる。番号制度を

導入する場合には、損益通算の適用を受けようとする者は番号を利用し、

そうでない者は番号を利用しなくてよいという選択制とすることが考えら

れる。」 

「民間における個人情報セキュリティを巡る動向や個人情報保護法など
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の一般的な法制面での対応について引き続き注意深く見守り、必要に応じ

てこの番号に係るプライバシー保護のための特別の措置を検討すべきであ

る。」 

第３節 審議会・研究会での議論等 

１ 経済産業省産業構造審議会産業金融部会小委員会(159) 

（１）委員会での議論 

経済産業省産業構造審議会の産業金融部会にはいくつかの小委員会が設

置されているが、金融所得課税の一体化については、産業金融機能強化の

ための金融所得課税のあり方に関する検討小委員会（以下「産業金融部会

小委員会」という。）において審議された。 

同委員会では、産業金融機能強化の観点から、平成 15年 11月から平成

16年４月まで、７回にわたり審議が行われた。 

（２）報告内容 

産業金融部会小委員会は、７回にわたる議論を踏まえ、平成 16 年６月

30日付で「産業金融機能強化のための金融所得課税のあり方に関する検討

小委員会報告書」と題する報告書（以下「産業金融部会小委員会報告書」

という。）を公表した(160)。 

以下、金融所得課税の一体化における論点と考えられる各項目に沿って

整理を行いながら紹介する。 

イ 一体化の必要性（検討の趣旨） 

 産業金融部会小委員会報告書の「１．検討の趣旨」及び「２．検討の

                                 
(159) 経済産業省の本省に産業構造審議会を置くこととされており（経済産業省設置法

６）、経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の事項を

調査審議することとされている（同法７）。同審議会の産業金融部会にはいくつかの

小委員会が設置されているが、本稿では「産業金融機能強化のための金融所得課税

のあり方に関する検討小委員会」を指す。 

(160) 経済産業省ホームページ。 

 http://www.meti.go.jp/kohosys/press/00005193/0/040430k.inyu.pdf。 
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基本的考え方」の中で、金融所得課税の一体化の議論を行う趣旨として、

①経済の活性化のためには、個人金融資産(161)が十分に活用される必要

があること及び②貯蓄から投資への方向性の流れをさらに強化していく

ため投資しやすい環境整備の必要があることを示し、具体的には、それ

ぞれ次のように言及している。 

（イ）経済活性化のための個人金融資産の活用 

 「我が国産業の健全な成長・発展と、産業への適切な資金供給の実

現は、表裏一体の関係にある。経済の活性化のためには、経済の隅々

にまで効果的に資金が供給されるよう、産業金融機能の強化が不可欠

である。その中で、個人金融資産が、多様な手法や主体を通じて経済・

産業活動の中で十分活用されるようになること、とりわけリスクマネ

ーとして供給されることが、我が国経済の自律的な発展のために必要

である。」 

（ロ）貯蓄から投資への方向性の強化のための投資しやすい環境整備 

 「最近の税制改正においては『貯蓄から投資へ』の方向性が明らか

になってきている。この流れをさらに強化していくため、キャピタル

ゲイン・キャピタルロス課税の適正化を一層進めるとともに、金融商

品への課税について予見性を高めるなど、投資家にとって投資しやす

い環境を速やかに整える必要がある。」 

ロ 一体化の範囲と課税方法 

 産業金融部会小委員会報告書の「３．一元化の各論」「（１）対象」に

                                 
(161) 我が国の個人金融資産について、産業金融部会小委員会報告書（２頁）の中で、「我

が国の個人金融資産は、平成 15年度末で 1,410兆円となっている。その半分を超え

る 745兆円は預貯金の形態であり、株式等の保有は 80兆円と約５％にとどまってい

る。」としている。 

 なお、平成 21年６月 17日に日本銀行が発表した資金循環統計によると平成 20年

12 月末（確報）の家計の金融資産の合計は 1,427 兆円であり、その主な内訳は、現

金・預金 791兆円、株式・出資金 87兆円、株式以外の証券 91兆円、保険･年金準備

金 398兆円（いずれも兆円未満は切捨て）となっている。 

http://www.boj.or.jp/type/statboj_sta/sj/index.htm。 
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おいて、様々な金融商品すべてを一体化の対象とするのが適当であると

しており、更に、金融所得課税の一体化の基本概念については、「要すれ

ば、一元化対象の金融商品から生じる『収入』から、それぞれの『経費』

を控除した残りを『金融所得』として一括り化し、これに一律の税率で

課税するとともに、一括り化している中で損益通算（損失繰越）を行う、

というのが金融所得課税一元化の基本的な考え方となる。」としている。 

 対象とする金融所得について、具体的には次のように述べている。 

 「金融所得課税の一元化の対象とするべき金融商品や課税対象は、株

式や投資信託、預貯金、公社債、これらの複合商品や各種の証券化商品、

ファンド関連、デリバティブを組み込んだ多様な商品、貯蓄性を有する

保険商品などである。機能面から捉えれば、将来のキャッシュフローを

取引対象とする投資である。 

 複合商品や証券化商品、ファンド関連、デリバティブについては、リ

スクテイクを促すという最も重要な観点と、ハイブリッド型等を対象と

しない積極的な根拠を見いだすことが困難であることを考慮すれば、こ

れらをすべて一元化の対象に含めることが適当である。」 

 また、金融商品の範囲をどう概念するかについて、「ひとつの具体的な

考え方としては、『金融商品に関する会計基準』及びその実務指針で包括

的に明らかにされている。国際会計基準、米国会計基準においても趣旨

を同じくする包括的な定義がなされている。」として、会計基準を紹介し

ている。 

 更に、「急速に発展する金融技術に鑑みれば、新しい金融商品の登場が

当然想定され、その中には課税関係の判断が金融商品開発者側では難し

いものがあり得」るとしており、これに対しては、「一元化に関する基本

的な方針を明らかにした上で、アドバンス・ルーリング(162)の推進を期

                                 
(162) ここでは、「税法解釈の事前照会手続」の意味で使用されている。 

 税務署又は国税局における事前照会手続には、「口頭回答」と「文書回答」の手続

がある。 
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待する。」としている。 

 また、金融所得課税の税率については、産業金融部会小委員会報告書

の現状認識を基本的に 20％、配当・譲渡益についての当面の優遇措置が

10％とした上で、「金融所得課税にあっては税率は低率で同一（納税者間

及び金融商品間）が基本的に望ましいという点ではほぼ一致している。」

との表現にとどめ、具体な数値は示していない。 

（３）二元的所得税に対する考え方 

二元的所得税については、税制調査会金融小委員会報告書の「２．検討

の基本的考え方」の中で、検討委員会の中での意見を示すとともに北欧及

びオランダの制度を紹介するにとどめ、同委員会としての考え方を示すに

は至っていない。具体的には次のような意見などを紹介している。 

「北欧諸国等で採用されている二元的所得税も参考となるのではないか

との意見である。これは、国によって幾分かの差はあるものの、概してみ

れば、所得を勤労性の所得と資産性の所得に分け、基本的に資産性所得の

中では損益通算を認めていくとの方法である。」 

（４）具体的課税方式 

具体的課税方式については、「３．一元化の各論」の「（１）対象」の中

で、①株式、②集団投資スキーム（ビークル金融）、証券化・流動化、③商

品ファンド・商品先物、及び④保険の四つに言及し、更に、ＲＥＩＴ(163)

                                                                       
「事前照会に対する文書回答の事務手続等について（事務運営指針）」は、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/020628/01.h

tm 

 「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務手続等について（事務運営指

針）」は、 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/040217/01.h

tm 

事前照会回答事例は、 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/01.htm。 

(163) 米国の不動投資信託（Real Estate Investment Trust）がＲＥＩＴ（リート）と

略称されていることから、日本版の不動産投資信託はＪ－ＲＥＩＴ又は単にＲＥＩ

Ｔとも呼ばれる。森島義博・小林亨『Ｊ－ＲＥＩＴのすべて』10 頁（金融財政事情

研究会、2004）。 
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についても言及している。 

イ 株式 

 株式投資に関連する税制については、「金融所得課税の一元化に当たっ

ては、上場株と非上場株の取扱いを同様にすべきである。」とし、また、

「現在の我が国の税制構造の下では給与所得とすべき所得を不当に配当

に転換する行為を誘引するおそれは小さいと考えられる。」との見方を示

している。 

ロ 集団投資スキーム（ビークル金融）、証券化・流動化 

 集団投資スキーム等について、「近年、個人投資家の資金を集めて証券

化・流動化 

 商品やファンド出資などへの投資を行う、集団投資スキーム（ビーク

ル金融）が急速に発展してきている。形態として、信託型、会社型(ＳＰ

Ｃ(164)等)、組合型が用いられている。市場型金融の発達のために有用な

仕組みとして、集団投資スキームの健全な発展には強く期待されるとこ

ろである。」としている。 

 なお、より具体的な内容については、後述する「（８）集団投資スキー

ム（ビークル金融）」で言及する。 

ハ 商品ファンド・商品先物 

 商品ファンドについては、「ファンド形態（信託型、組合契約型、ＬＰ

Ｓ(165)型）により投資家へのキャッシュフローに差異は生じないため、

ファンド形態により商品ファンドに係る税制を区別すべき合理的理由は

ないと考えられる。」とし、また、先物取引については、「株式等の金融

商品による資金運用と共通の性格を有している。したがって、これらの

金融商品から得られる利益に対する課税と同様に考えるべきである。」と

している。そして、「商品ファンド、商品先物はいずれも一元化の対象と

                                 
(164) ＳＰＣ、Special Purpose Company 又は Specific Purpose Companyの略。特別目

的会社又は特定目的会社。資産の流動化に関する法律に基づいて設立された「特定

目的会社」について、ＳＰＣと略す場合のほか、ＴＭＫと略される場合もある。 

(165) ＬＰＳ、Limited Partnershipの略。 
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すべきであると考えられる。」としている。 

ニ 保険 

 保険については、保険商品のうち、金融投資的色彩の強い貯蓄性を有

する保険商品は、その経済的な機能が他の投資性を有する金融商品と同

様であることから、本来、一元化の対象とするべきであると考えられる。」

としている。 

 更に、「実務上の論点として、（中略）保険料のどの部分が保障でどの

部分が貯蓄かをどのように明確に判断すればよいかとの点が指摘されて

いる。」としている。 

ホ ＲＥＩＴ 

 不動産等の実物資産については、産業金融部会小委員会の検討対象と

しなかったとしているが、ＲＥＩＴについては、「既に投資家から一つの

金融商品であると認識されていることから、金融所得課税の一元化の対

象に含めることが適当であると考えられる。」としている。 

（５）損益通算と損失の繰越し 

損益通算及び損失の繰越しについては、「３．一元化の各論」の「（３）

損益通算と損失の繰越」の中で述べているが、損益通算は金融取得全般に

広く認めること、損失の繰越しも広く可能とすべきであることを指摘して

おり、それぞれ次のように言及している。 

「金融商品の課税に関する損益通算は、現状は制限的に認められている

にとどまるが、リスクマネー供給の観点からは、これを基本的に金融商品

から発生する所得全般に認めることが不可欠である。」 

「損益通算に関係して、単年度で他の金融商品からの利益から控除しき

れない分についての損失の繰越も広く可能とすべきである。現行は上場株

式に関して３年の損失の繰越が認められているが、個人投資家側の納税実

務上の負担を勘案しつつ、より長期の繰越可能期間を設定することが望ま

れる。」 

（６）「配当二重課税」について 
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「３．一元化の各論」の「（４）金融所得に関する幾つかの論点」の中で、

「配当二重課税に関する論点」に言及している。配当二重課税とは、「配当

二重課税とは、個人投資家が法人に株式投資を行った場合、法人段階で利

益に法人税が課税され、さらにその分配である配当には個人投資家段階で

所得課税されるという現象である。」と定義し、「この結果、株式投資の魅

力を減殺しているのではないかとの指摘がかねてから存在している。」とし

て、これに対する対応として、次の三つの方式を紹介している。 

イ 個人投資家の段階で所得税額を調整する方式 

 配当（税額）控除方式、インピュテーション方式(166) 

 「我が国では、総合課税を前提とした配当控除（税額控除）方式が採

用されている。」と説明している。 

ロ 法人税課税・所得税非課税（控除）とする方式 

 配当非課税（控除）方式、ＣＢＩＴ(167)方式案 

ハ 法人非課税（軽課）・所得税課税とする方式 

 配当損金算入方式、組合型の出資者段階課税方式 

これらの方式については、「それぞれの方式に特徴がある」として、産業

金融部会小委員会でのいくつかの意見が紹介されているが、「金融所得課税

一元化と整合的な対応の在り方について、今後検討が深まることを期待す

る。」としている。 

（７）租税回避行動に関する論点 

「３．一元化の各論」の「（４）金融所得に関する幾つかの論点」の中で、

「租税回避行動に関する論点」に言及している。「近時、金融的な技術を用

いた租税回避行動がみられると言われている」とし、次のように述べてい

                                 
(166) 株主（個人）の所得税額の計算に当たり、受取配当額に、受取配当に対応する法

人税額と配当以外の所得を加算した上で所得税額を計算し、算出された所得税額か

らこの加算した金額（配当に係る法人税額）を税額控除する調整方式をいう。なお、

税額控除しきれない金額がある場合は還付される（平成 13年８月第３回金融委員会

提出参考資料 13頁）。 

(167) 前掲注（135）。 
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る。 

「タックスシェルターとも言われる租税回避行動の類型としては、所得

類型の変更、所得の帰属者や課税地（内外）の変更、所得の課税時期（帰

属年度）の変更、損失（損金）の計上、が挙げられている。 

金融所得課税一元化の実現により、課税区分による税率の違いなどを利

用した租税回避行動を抑制できる可能性はある。また、一元化課税が明確

化することによって、課税関係が不安定な金融取引が進められていくとの

ケースも減じていく可能性もある。一方、海外との税制の違いなどを利用

した租税回避行動などについては、その抑制を行おうとするならば別途の

対応が本来求められよう。」 

（８）集団投資スキーム（ビークル金融） 

集団投資スキーム（ビークル金融）については、「特徴は『導管性』であ

る。その趣旨は、対象資産から発生する所得を中間段階（ビークル段階）

では実質的に課税せず、最終段階（投資家レベル）での課税とすることで

ある。この結果、投資に対するリターンがより大きくなり、ベーシスポイ

ントレベルで設計・比較される金融商品にあっては、個人投資家にとって

のメリットは非常に大きい。」としている。また、「集団投資スキーム（ビ

ークル金融）が一層活用されることが期待される」とし、「このため、経済

行為として同一の効果がある『導管』を通じた所得については、それぞれ

の導管性の根拠・特性に拠りつつ、一元化された「金融所得」に分類され、

損益通算等が行えることなど一元化の効果が及ぶこと、そして、それが広

く明らかにされることが基本的に重要である。」としている。 

（９）納税者番号 

「６．納税者実務について」の中で、納税者番号の導入について触れ、

「個人投資家がそれぞれ多種類の金融商品に投資し、それらの損益通算を

行うとすれば、各納税者の金融所得を負担のない方法で識別する何らかの

仕組みが必要と考えられる。ファイナンシャル・プランナーへの調査結果

においても、金融所得課税一元化の方向のもとで、納税者番号の導入には
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総じて否定的ではない結果となっている。」とし、「当面、広範な損益通算

を実現可能とする納税者のメリット・システムとして、本人識別の方法（い

わゆる納税者番号）を選択的に導入すること（当該損益通算を受ける場合

に番号の取得・提示を必要とすること）が現実的な方策として考えられる。」

としている。 

２ 金融庁金融税制に関する研究会(168) 

（１）概要 

金融庁の金融税制に関する研究会は、平成 12年 10月から平成 13年６月

まで 8回にわたり審議が行われ、平成 13年７月６日付で「金融税制に関す

る論点整理」と題する報告書を公表した。その後、更に平成 14年 2月から

平成 14年５月まで５回にわたり審議が行われ、平成 14年６月 28日付で「今

後の金融税制のあり方について－『二元的所得税』をめぐる議論の論点整

理を中心として－」（以下「今後の金融税制のあり方について」という。）

を公表した。 

この「金融税制に関する論点整理」では、論点ごとに委員の主要な意見

を整理する形で紹介されている。また、「今後の金融税制のあり方について」

では、二元的所得税を巡る議論について論点整理を行いがなら、今後の金

融税制のあり方の検討を行った結果について、論点ごとの委員の意見等が

紹介されている。 

ここでは、「今後の金融税制のあり方について」のまとめとして冒頭に記

載されている「検討の概要」を紹介する。 

（２）二元的所得税について 

「二元的所得税の導入については、①税制の簡素化に資する、②リスク・

                                 
(168) 金融庁総務企画局長主催の研究会。金融税制に関して広く外部の有識者と自由に

意見交換、討議し、行政運営上の参考とすることとされている（金融税制に関する

研究会平成 14 年６月 28 日「今後の金融税制のあり方について」４頁。同研究会の

議事要旨及び報告書等は、 

http://www.fsa.go.jp/singi/sing_zeisei/si_zeisei14html。 
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マネーの供給拡大に資する、③金融の国際化に対応する、などの点から肯

定的に評価する見解が出される一方、①現行税制の部分的修正で十分では

ないか、②商品の特性に応じた税率を適用すべきでないか、など慎重な見

解も見られた。 

また、二元的所得税の考え方を日本において採用する場合の検討事項と

して、①対象となる金融商品の範囲、②適用される税率の水準、③納税す

る段階での実務的な課題、などについては様々な見解が表明され、十分な

議論が必要であるとの意見が多く見られた。」 

（３）金融税制見直しの方向性 

「上記の検討を通じ、現行の金融商品に対する課税は投資家にとっても

金融商品を提供する金融機関等にとっても複雑であり、また金融商品の経

済実態に則した課税が行われていない、などの問題意識が広く共有されて

いることが確認され、課税方法や税率の簡素化や損益通算の対象範囲の拡

大に向けて金融税制を見直していく必要があるとの点について意見が一致

した。」 

第４節 最近の動向 

１ 税制調査会答申 

（１）平成 19年 11月の答申(169) 

「第１ 総論」の「〔Ⅱ〕抜本的な税制改革の視点とその具体的方向性」

「２．経済･社会・地域の活力を高める税制」の中で、尐子高齢化社会の進

行やグローバル化の進展等の構造変化に対応する観点からの税制改革の必

要性に触れ、「これまで蓄積されてきた金融資産を、我が国の国民経済の中

                                 
(169) 本答申は「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」と題されているように、「平

成 18 年 11 月の諮問に基づき、中長期的視点から、あるべき税制の全体像について

基本的な考え方を示したもの」とされており、中期答申としての位置付けがあると

ともに、平成 20年度の税制改正についても触れられ、年度答申としての内容も含ん

でいる。 



268 

で効率的に活用していくことが重要であ」り、「こうした観点から、金融所

得課税の一体化を進めていくべきである。」と述べている。 

次に、「第２ 各論」の「６．資産課税」「（２）金融所得課税」の中で、

これまで、「分離課税制度を基本として、金融所得間の課税方式の均衡化と

損益通算の範囲拡大を柱とする金融所得課税の一体化に向けた様々な措置

が講じられてきた。」との認識を示し、上場株式等の配当や譲渡益の軽減税

率については、「時限的な市場対策として導入されたものである。」とし、

「昨年度、軽減税率について、金融所得課税の一体化の方向に沿って、期

限到来とともに廃止し、簡素で分かりやすい制度とすることを答申した。」

と述べている。 

なお、前年の答申では、「平成 19年（度）末に期限切れとなる上場株式

等の配当や譲渡益の優遇措置については、金融所得課税の一体化の方向に

沿って、期限到来とともに廃止し、簡素でわかりやすい制度とすべきであ

る。」とし、また、①「この優遇措置の廃止が株式市場の無用の変動要因と

ならないよう工夫する必要がある」こと、②「金融所得の損益通算の範囲

を本格的に拡大していくべきである」こと及び③「配当所得については、

事業参加性のある所得としての性格も有することから、総合課税を選択し

た場合には法人税との調整措置が適用されているが、今後、法人段階と個

人段階での課税の調整の在り方についてさらに議論を進めていく」ことに

留意すべきであるとしている。 

（２）平成 20年 11月の答申 

「一 基本的な考え方」の「２．当調査会の考え方について」の「（３）」

税制抜本的改革の中の方向性について」の中で、「調査会としては、昨年の

答申に示した各税目の中期的な改革の考え方は、その後の大きな情勢変化

の中でも、揺るぎなく堅持すべきと考える。『中期プログラム』で示される

税制抜本改革の全体像において、当調査会の提言内容が十分に反映される

よう、政府に要請したい。」とし、また、納税者番号制度に触れ、「納税者

番号制度について、国民の利便に資する形での効率的で円滑な導入を目指
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し、住民票コードや現在議論が行われている社会保障番号との関係の整理

等を含め、さらなる具体化に向けた検討を深めるなど、適正・公平な課税

の実現に向けて努力すべきである。」としている。 

２ 自民党・公明党税制改正大綱 

（１）平成 20年度税制改正大綱 

金融所得課税の一体化については、平成 19年 12月 13日付「平成 20年

度税制改正大綱」において、「第二 平成 20年度税制改正の基本的考え方」

の「５ 金融・証券税制」の中で次のように述べている。 

「上場株式等の配当及び譲渡益に係る税率については、金融所得の一体

化に向け、平成 20年末をもって軽減税率 10％を廃止し、平成 21年から 20％

とする。その際、円滑に新制度へ移行するための特例措置として、平成 21

年及び 22 年の２年間、 500 万円以下の譲渡益及び 100 万円以下の配当に

ついて軽減税率 10％を適用する。 

個人投資家の株式投資のリスクを軽減するため、平成 21年より、上場株

式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みを導入する。また、投資

家の利便性に配慮する観点から、特定口座を活用して損益通算を行う方法

について、証券会社におけるシステム開発等の準備が整った段階から適用

可能とする。」 

上記の記載内容については、平成 20年度の税制改正により実現している。 

（２）平成 21年度税制改正大綱 

イ 金融・証券税制等については、平成 20年 12月 12日付「平成 21年度

税制改正大綱」の「第三 平成 21年度税制改正の具体的内容」の「八 金

融・証券税制」の中で、また、納税者番号制度については、「第四 検討

事項」の「５」において述べられているが、これらのうち、金融所得課

税の一体化の議論に関連する主なものは、①上場株式等の配当所得及び

譲渡所得等に対する税率 10％の軽減税率（所得税７％、住民税３％）を

３年間延長すること、②上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する
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税率 20％の本則税率が適用後に非課税口座の開設制度を創設すること、

③金融所得課税の一体化については範囲の拡大を踏まえ、引き続き検討

すること、④納税者番号制度は、早期に円滑な導入を目指し、与党内に

納税者番号制度に関する検討会を立ち上げることの４点を挙げることが

できる。なお、上記①について、平成 20年度の税制改正により、上場株

式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率 10％の軽減税率について

は、平成 20年 12月 31日でいったん廃止され、平成 21年１月１日から

22年 12月 31日までの２年間については特定のものについてのみ軽減措

置を適用し、それ以外は 20％の税率を適用するとされていた(170)が、こ

れを平成 21年１月１日から 23年 12月 31日までの３年間は税率 10％の

軽減税率とし、１年延長するものである。 

ロ これらのうち、①「第三 平成 21年度税制改正の具体的内容」の「八 

金融・証券税制」の中での今後の金融所得課税の一体化についての言及

及び②「第四 検討事項」の「５」の中での納税者番号制度についての

言及は次のとおりである。 

（イ）「なお、金融所得課税の一体化については、金融商品間の課税方式の

均衡化や上場株式等の配当所得と譲渡所得等との間における損益通算

の範囲の拡大を踏まえ、今後、税の中立性を勘案しつつ、その他の金

融資産性所得も対象とした一体化について、引き続き検討を行う。」 

（ロ）「納税者番号制度は、的確な所得把握を通じて適正・公平な課税の実

現に資するものであるが、今後、税制を国民の利便性に配慮して柔軟

に設計していく上でも必要不可欠であり、行政効率化に資する意義も

大きい。したがって、納税者番号制度については、今後の税制や社会

保障のあり方の議論と併せて、現行の住民票コードの活用や、いわゆ

る社会保障番号との関係の整理等を含め、具体的かつ深度ある議論を

関係団体・関係省庁が連携して実施し、国民の理解を得て、早期かつ

                                 
(170) 第２章第４節１。 
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円滑な導入を目指すべきである。このため、今後、与党内に納税者番

号制度に関する検討会を立ち上げ、制度の導入に向けて精力的に議論

を行うこととする。」 
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第６章 金融所得課税の一体化の論点と在り方 

 金融所得課税の一体化を巡る様々な論点について、税制調査会金融小委員会

報告書において示された方向性を端緒とし、検討していく。 

第１節 金融所得課税の一体化の必要性と課税方法等 

１ 金融所得課税の一体化の意義と必要性 

（１）金融所得課税の一体化の意義 

金融所得課税の一体化の意義については、金融所得について一定税率

（20％）で分離課税とし、金融所得間で広く損益通算を認めるというもの

である(171)(172)。 

分離課税の税率が 20％とされているのは、利子に対する分離課税の税率

                                 
(171) 第５章第１節２。 

(172) 金融所得課税の一体化のイメージの例として、次のような紹介がある（加藤治彦

「平成 21年度税制改正案について」租税研究 713号 67頁（2009）。 
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が長い間 20％(173)とされてきており、また、申告不要となる場合の配当所

得の原則的な課税、株式等の譲渡所得の原則的な課税、金融類似商品の収

益に対する課税、長期保有（譲渡した年の１月１日現在の保有期間が５年

超）土地建物の譲渡所得等に対する課税については、いずれも 20％の税率

の分離課税となっていることなどが考慮されているものと考えられる。 

（２）金融所得課税の一体化が必要とされる理由・背景 

金融所得課税の一体化が必要とされる理由・背景については、税制調査

会税制調査会金融小委員会での報告にあるように、①「貯蓄から投資へ」

の政策要請の下での投資環境の整備(174)、②金融商品間の中立性の要請（課

税の中立性）、③簡素で分かりやすい税制（課税の簡素性）、④投資リスク

の軽減が代表的なものとして挙げられている(175)。 

（３）金融所得課税の一体化への批判及びそれに対する反論等 

イ 金融所得課税の一体化は、対象とする金融所得について、低税率で分

離課税とするが、これについては、総合累進課税等が望ましいとする見

地から、次のような批判(176)などがある。 

                                 
(173) なぜ、20％の税率とするのかについては、利子所得を一律 20％の税率による分離

課税とする改正法案の国会での委員会の審議において、最低税率は国税 10.5％、地

方税５％である中、利子所得としては、平均的なケースを考えると、勤労性所得、

給与所得の上積みとしてあるので、所得税の税率構造等を考えると、国税、地方税

合わせて 20％が適当である旨説明されている。第２章第１節６（５）。 

(174) これに対して、「むしろ個人所得税に内在する様々な金融税制上の歪みを是正する

ための改革として、金融税制改革を捉え直すべきなのではないか」との見解もある

（酒井克彦「金融所得一体課税の位置付けと課題（上）」税務事例 40 巻 12 号 63 頁

（2008）。 

(175) 税制調査会金融小委員会報告書、第５章第２節３（１）。なお、馬場義久教授は、

金融所得課税の一体化実現の意義として、①「貯蓄収益課税の軽課により、経済成

長の促進という税制改革の理念に合致する」、②「危険資産と安全資産の選択に関し

てより中立的な税制が実現する」、③「勤労所得より金融所得全般を低率で課税する

ことにより、直接税体系を生涯支出税体系に接近させる」の３点を指摘されている

（馬場義久「金融所得課税一元化のあり方について」会計・監査ジャーナル 662 号

78頁（2007））。 

(176) 小池幸造「金融所得一体課税実体法則面からの検討」日本租税理論学会編『資本

所得課税の総合的研究』68、74頁（法律文化社、2005）。なお、黒川功「わが国個人

所得課税の現状と問題」北野弘久＝谷山治雄編著『日本税制の総点検』99 頁（勁草
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 「総合累進税率こそが日本国憲法の要請する課税制度といえる」ので

あって、「まさに高額所得者を優遇しているだけであり、各人の担税力に

応じた課税を求める応能負担原則に反し、所得再配分機能を著しく低下

させる。」 

ロ これに対して、まず、馬場義久教授は、包括的所得税論からの公平課

税論については、①「第一に、『完璧な総合所得税が実施可能であること』

を前提とした所説である」との問題、②「第二に、年間所得額が各人の

『年間消費機会』を測るメジャーとして適切か、という問題」及び③「第

三に、個人の担税力を『年間』という短い期間で定義することの問題」

という三つの問題があると指摘され、また、生涯支出税論(177)や最適所

得税論(178)にも言及されつつ、二元的所得税は「生涯タームの税負担の

公平（水平的・垂直的）を現実的な方式で目指す」（公平課税論から見た

二元的所得税の特徴については、第４章第２節１（３）ロ）ものである

とされる(179)。 

ハ また、大崎貞和氏は、「国境を越えた金融資産の逃避の可能性」にも触

れながら、「金融所得の特性を無視して包括的所得税論に固執しすぎるこ

とは、結果的に課税ベースの縮小を招く恐れがあるのではなかろうか」

との指摘をされている(180)。 

ニ 更に、「高額所得者優遇」との批判に対しては、「日本証券業協会の調

査によると、個人投資家の７割は年収 500万円未満である。（中略）投資

                                                                       
書房、2008）でも「不公平税制」であるとして批判されている。 

(177) 前掲注（124）。 

(178) 最適課税論：「課税による資源配分の効率性や所得分配の公平性等の観点を考慮し、

望ましい課税のあり方を模索する議論。労働、資本、土地等の生産要素について、

それぞれの供給の価格弾力性が異なることを前提として、税率を差別化した分類所

得税が望ましいとする立場がある一方、効率性に加えて垂直的公平の観点も考慮す

る立場も有力。」（平成 13年８月税制調査会金融小委員会提出資料）。 

(179) 馬場・前掲注（123）44頁～47頁。 

(180) 大崎貞和「金融所得課税一体化論と証券投資優遇税制」金融庁金融研修センター

『研究会報告書企業改正･ディスクロージャーと税制等の将来像について（展望と課

題）』94頁（2006）。 
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をしている個人は必ずしも『金持ち』ではな」いとの指摘があり(181)、「『金

持ち優遇』との批判は当たらない」としている(182)。 

ホ 一方、利子・配当所得に関連し、人数シェアのほか、所得シェアにつ

いても検証しているものがあり、興味深い。例えば、利子・配当課税の

実効税率等を考察するとともに、その中で、合計所得階級別に確定申告

における配当所得の人数・所得シェアを検討し、図表（図表６－19）に

したものがある(183)(184)。これによると、「限界税率 50％が適用される個

人の人数シェアはわずか 16.6％なのに対し、配当所得のシェアは 79.7％

である。」としている。また、合計所得が 5,000万円超の階級の個人の人

数シェアは 4.28％であるが、配当所得のシェアは 57.32％と大きい。更

に、2001年から 2005年までの限界税率 50％が適用される個人の人数シ

ェアと配当所得シェアの変遷を示した図表（図表６－19）によると「人

数シェアは 16－18％台、配当所得シェアは 75－79％台となっている。し

たがって、実際に高い実効税率に直面する個人の数はそれほど多くない

ということができる。」としているが、所得シェアはかなり大きいという

ことが分かる。また、「2005 年において限界税率 50％が適用される個人

の利子所得のシェアは 43.08%、人数シェアは 18.7 ％である。」としてい

る。 

（４）これまでの金融所得課税の推移 

                                 
(181) 金融税制研究会『金融所得一体課税－個人金融資産 1,500兆円の活用に向けて－』

４頁（金融税制研究会、2008）。 

(182) 金融庁平成 20年８月「平成 21年度税制改正要望項目」２頁。 

(183) 山田直夫「わが国における家計の金融資産選択と税制－金融所得課税一元化に向

けた改革の影響について－」証券税制研究会編『金融所得課税の基本問題』182頁（日

本証券経済研究所、2008）。山田直夫研究員の金融所得課税等に関する他の論文とし

て、山田直夫「金融所得税制のあり方と一体化の意義」証券市場 257号 32頁（証券

市場研究会、2007）、山田直夫「家計の金融資産と税制－わが国における実証研究の

動向－」証券レビュー47 巻 12 号１頁（2007）、山田直夫「金融所得課税を巡る議論

と今後の展望」証券レビュー47巻３号１頁（2007）。 

(184) 岩本康志ほか「利子・配当課税の評価と課題」フィナンシャル・レビュー第 35号

１頁以下（1995）では、利子・配当課税の実効税率についての検証がされている。 
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配当所得は、基本的に総合課税とされてきた(185)。また、配当控除が、

昭和 23年に控除率 15％で導入され、昭和 25年のシャウプ税制では 25％に

改正された後、30％、20％、15％と変遷があったが、昭和 48 年分からは

10％となり、現在に至っている。 

利子所得課税についても総合累進課税の対象とするのが望ましいとされ

ながら、貯蓄奨励や資本蓄積等の政策要請に応じ、源泉分離課税制度、源

泉分離選択課税制度、非課税制度等が導入され、また、グリーン・カード

制を導入し総合課税とすることも試みられたが実現に至らずに、昭和 63

年の改正後、20％の税率の源泉分離課税制度が続いている(186)。 

株式等の譲渡所得等の課税は、非課税制度、継続取引等から生じる所得

の課税、昭和 63年からの原則として申告分離課税、上場株式等の源泉分離

選択課税を経て、平成 15年から申告分離課税に一本化され、以後、「貯蓄

から投資へ」の改革に資する軽減・簡素化が順次図られてきた(187)。 

（５）「足の速い」所得について 

イ 金融所得課税の一体化を拡大・促進すべきであるとする理由として、

金融所得は「足の速い」所得であるということが言われることがある。

まず、「足の速い」所得とは何を意味しているのかであるが、平成 12年

７月の税制調査会答申では「足の速さ」について次のとおり言及がある

(188)。 

 「金融商品はいわゆる『足の速さ』、すなわち国内外における資産の移

動が容易なこと、転々流通に伴いその保有者、所得の帰属者が頻繁に代

わり得ること、したがって取引把握や保有者の確認が難しいといった特

徴を有しています。金融取引の多様化、複雑化、さらに取引の国際化、

電子化に伴い、このような金融商品の「足の速さ」が著しくなるものと

考えられます。したがって金融資産からの所得に対する適正な課税の確

                                 
(185) 第２章第２節。 

(186) 第２章第１節。 

(187) 第２章第３節。 

(188) 税制調査会・前掲注（111）134頁。 
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保を図っていくことがより一層重要となります。このような点に鑑みれ

ば、金融商品に対する源泉徴収は、所得の支払の段階を捉えて適正かつ

確実な課税を担保できることから、今後、果たす役割はますます重要に

なると考えられます。」 

 金融所得の場合には、その基となる資金・資産の国外への移転が比較

的容易に行えることから、国内での課税を強化しすぎると、国外に逃避

してしまうというのが、その意味するところの中心であると言える。 

ロ 金融所得課税の一体化は、前述したように、一般的には居住者として

の個人の金融所得課税についてのものである(189)。居住者の課税所得は、

すべての所得すなわち国内源泉所得及び国外源泉所得に対しての総合課

税（その一部の所得について、特別措置により申告分離課税、源泉分離

課税となる場合を含む。）となるので、基となる資産を国外へ移転させて、

国外源泉所得となった場合でも課税対象となることに相違はない。しか

し、国外に法人を設立して、国外の法人の所得とする、あるいは、海外

に移住して非居住者となり、資産も海外へ移転させるなどが起こり得る。

また、基となる資産を国外へ移転させることにより海外資産から発生す

る所得は通常は国外源泉所得となるが、その所得に国外で所得税が課さ

れた場合には、日本において外国税額控除の対象となることから、結果

として外国税額控除相当分の日本の所得税の税収は減尐することになる。

更に、引き続き、国内に居住している場合も含めて、資産を国外に移転

した場合のその所得の把握等、執行上の問題は起こり得る。このように、

国外への資金や資産の移転は、様々な理由から我が国の経済や財政にと

ってプラスにはならないことが多いと言える。 

ハ 一方、資金・資産の国内への引き止めを目的として、各国が有害な減

の引下げ競争を行うことは好ましいものではない。 

 平成９年 12月の税制調査会金融課税小委員会中間報告の「二 金融関

                                 
(189) 第１章第１節１（１）。 
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係税制の税制全体における位置付け」の中に「足の速い」経済活動とＯ

ＥＣＤの有害な税の競争に関する議論に次のとおり言及がある(190)。 

 「金融・サービス等いわゆる『足の速い』経済活動について、各国の

間で資本誘致のために行き過ぎた税の引下げ競争が行われると、貿易、

資本取引の流れを歪め、各国の課税べースを浸食するのみならず、労働、

消費といった移動可能性の低い課税ベースへの相対的重課を通じ、各国

税体系の公平、中立性に歪みを与えかねない。ＯＥＣＤでは、このよう

な有害な税の競争に対抗するための方策としてガイドラインを策定し、

それに該当するような優遇税制の導入制限・縮減等が検討されており、

Ｇ７サミットにおいてもこうしたＯＥＣＤの活動が支持されている。」 

 国際的な資金の移動を見据えた国内における税制上の対応が必要であ

る反面、上述のように、各国が有害な減の引下げ競争を行うことは好ま

しいものではなく、これに対しては国際的な対応が必要である(191)。 

２ 金融所得の定義（とらえ方） 

（１）概要 

「金融所得とは、金融資産から生じる所得のことを指す。」との説明があ

ることは前述(192)したとおりであるが、利子所得、配当所得、株式等の譲

渡による所得以外の金融所得についてどのように範囲を定めていくかなど、

そのとらえ方について困難な面もあり、その定義の仕方は金融所得課税の

一体化の対象範囲をどうするかという問題とも密接な関係にある。 

金融所得のより具体的なとらえ方としては、①現在の 10種類の所得区分

                                 
(190) 同中間報告の「（参考４）ＯＥＣＤにおける金融関係税制をめぐる議論」。 

(191) 水野忠恒教授は、「一方では、『足の速い』所得である金融取引の課税の難しさを

認識しつつ、そのままでは、所得税の課税ベースが狭くなり、勤労所得への課税の

しわよせがくるという問題に立ち向かわなければならないのであり、そこで『有害

な税の競争』に対して、国際的な対策が必要なのである。」とされている（水野忠恒

「預貯金利子等の課税のありかた」日税研論集 41 号『金融資産収益の課税』６頁

（1999））。 

(192) 第５章第１節１。 
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は基本的に維持し、また、金融所得という区分は設けずに、一体化の対象

とする所得について、指定を行う、②現在の 10種類の所得区分は基本的に

維持しながら、一定の所得について、金融所得としてとらえて、一体化を

行う(193)、③現在の所得区分を根本的に見直し、金融所得という新たな所

得区分を設けるという方法等が考えられる。 

（２）所得区分の見直しの議論 

現在の 10種類の所得区分を見直すべきであるとの見解がある。例えば、

平成 17年６月の税制調査会基礎問題小委員会の「個人所得課税に関する論

点整理」２頁以降では、「経済社会の構造変化により、これらの所得区分や

所得計算方法のあり方が税負担とのバランスを損なっている面も生じてき

ている。制度の簡素化の要請も踏まえ、今後これらの見直しを行っていく

必要がある」とし、給与所得（給与所得控除の見直し、特定支出控除の拡

大）、退職所得（２分の１課税の見直し）、事業所得（適切な課税確保）、譲

渡所得（２分の１課税の見直し）、一時所得と雑所得との統合、不動産所得

(194)（廃止）、年金所得の雑所得からの独立などを挙げている(195)。 

更に、これらの見直しにとどまらず、抜本的に見直すべきであるとの見

解もある(196)。 

                                 
(193) 金融税制研究会・前掲注（181）12頁。吉井・前掲注（147）155頁（2008）。 

(194) 日野雅彦「所得区分の在り方－不動産所得を中心として－」税務大学校論叢 58号

485頁（2008）でも、不動産所得を廃止し、事業所得又は雑所得とするとの結論付け

が行われている。 

(195) 石弘光学長も、二分の一課税の対象となっている譲渡所得・一時所得・退職所得

の優遇措置等の見直し、所得区分の統合（一時所得を雑所得と統合）、廃止（不動産

所得を廃止し、事業所得、雑所得とする。）、年金所得の雑所得からの独立などを指

摘され（同『税制スケッチ帳』93 頁以下、218 頁（時事通信出版局、2005））、二元

的所得税を創設するとの立場から「10 の所得カテゴリーを資本所得と労働所得とに

二分する作業をせねばならない」とされる（同『現代税制改革史』752頁（東洋経済

新報社、2008））。 

(196) 品川芳宣教授は、税制調査会の論点整理に関して、「それぞれもっともだと思うの

ですが、それだけでなく所得区分それ自体に制度疲労を起こしています。（中略）論

点整理で指摘されていることだけでなく、それを超えた角度からもう一度全部洗い

なおしてもらいたいと、思うわけです」と述べられている（品川芳宣「『個人所得課

税に関する論点整理』の検証」『第 57 回租税研究大会記録』６頁（日本租税研究協
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所得区分の見直しの問題(197)は、それぞれ重要な課題であるが、金融所

得課税の一体化の議論とは別に、今後、引き続き検討されるべきものであ

ると考える。 

（３）金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書 

金子宏名誉教授は、『金融資産収益と所得課税』の論文集の「はしがき」

の中で、企業会計審議会の「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見

書」（平成 11年 1月 22日）に触れられ、「本論文集でも、金融資産の意義

を、おおむね、この意見書と動議に用いることとした。」とされている(198)。

その意見書では、「本基準の適用対象となる金融資産及び金融負債について

は、適用範囲の明確化の観点から、米国基準等に見られる抽象的な定義に

よるのではなく、現金預金、金銭債権債務、有価証券、デリバティブ取引

により生じる正味の債権債務等の具体的な資産負債項目をもって、その範

囲を示すこととした。」としている。また、同名誉教授は、税制調査会金融

小委員会報告書に言及され、「この報告にいう金融所得と本論文等の金融資

産収益は概念としてほぼ一致すると思われる。」とされている。 

金融所得全体について広くとらえる場合には、この考え方が参考となる

が、現在行われているように拡大可能なところから特別措置により手当を

していくことが現実的であると考えられ(199)、当面は、対象とする所得に

ついて示していく上記（１）の①の方法となると考えられる。その後、金

融所得等として、包括的な所得区分をどのように設けるのかを検討してい

く必要があると考える。 

                                                                       
会、2006））。 

(197) 中里実教授は、「所得類型は所得税の基本概念ではないし、また、そのように位置

付けるべきでもない」とされる（中里実「所得分類」税研 24巻６号 96頁（2009））。 

(198) 金子宏「はしがき－序説を兹ねて－」日税研論集 55号『金融資産収益と所得課税』

1頁。 

(199) 特別措置での対応を肯定するものとして、金子宏「所得税改革の動向－株式譲渡

益課税の問題を中心として－」租税研究 699号 19頁（2008）。 
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３ 金融所得課税の一体化の対象範囲等 

（１）概要 

金融所得について、将来は利子所得も含めたすべての所得についての拡

大を検討していくというのが基本的な方向性であると考えられる。ただし、

拡大の方法やテンポ等についは考え方の差が見られる。 

産業金融部会小委員会報告書では、金融商品や複合商品、デリバティブ

等、すべてを金融所得課税の一体化の対象とする考え方であると見ること

ができる(200)。 

一方、税制調査会金融小委員会報告書では、「株式譲渡損失との損益通算

を認める範囲を、利子所得も含め金融所得全般にわたり、できる限り広げ

ていくことが適当である(201)。」としながら、利子所得の支払調書の整備に

ついて「官民双方の事務負担も考慮すべきである」とし、「また、株式譲渡

損失との損益通算を認める範囲を利子所得まで広げると、税収への影響が

大きくなることにも留意しなければならない(202)。」としていることから、

利子所得への拡大の際には、一定の検討・留意の必要性を示したものと言

える。 

（２）利子所得へ範囲を拡大する場合に留意すべき事項 

利子所得への拡大も検討する必要があるが、利子所得について一律に扱

うのではなく、①預貯金の利子と②公社債の利子並びに公社債投資信託及

び合同運用信託等の収益の分配に係るものとは、その性質が異なることか

ら、分けて検討することが適当であると考える。 

個人の預貯金の口座数について、銀行預金口座７億 7,474 口(203)（平成

20年９月末）、信用金庫預金口座 1億 4,644口(204)（平成 20年 9月末）、郵

                                 
(200) 第５章第３節１（２）ロ。 

(201) 税制調査会金融小委員会報告書、第５章第２節３（５）イ。 

(202) 税制調査会金融小委員会報告書、第５章第２節３（５）ロ。 

(203) 日本銀行統計（季刊）2008年、預金者別預金（金額階層別）（１）国内銀行、口座

合計、http://www.boj.or.jp/type/atat/boj_stat/depo/amount/index.htm。 

(204) 日本銀行統計・前掲注（203）、（２）信用金庫。 
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便貯金 4億 1,477口座、枚(205)（平成 18年度）という統計がある。預貯金

の利子についても、申告分離課税として、金融所得課税の一体化の対象に

含めていくことになると、これら口座保有者に対する支払通知書の交付を

行うこととなり、また、預貯金口座保有者のうちの相当数が確定申告を行

う可能性が生じる。そのほか、納税者番号制度との兹合いや財源の確保上

の課題等との関係も考慮する必要があるが、金融機関の事務、税務執行、

課税の簡便性、納税者利便等を考慮すると、預貯金の利子については、当

面は、現在の源泉分離課税制度を維持する方がよいと考える。その後、金

融所得課税の一体化の進展の状況、納税者番号制度の行方等も考慮すると

ともに、システム対応の状況等にも配慮した上で、預貯金の利子の取扱い

を再度検討することが望ましいと考える。 

一方、公社債の利子や公社債投資信託の収益の分配等に係る利子は、所

得税の源泉徴収は維持して、20％の税率による申告分離課税の選択制度を

創設し、申告による一体化の対象に含めることが適当と考える。これによ

り、平成 21年から導入されている上場株式等の配当の申告分離課税制度と

もバランスが取れるものと言える。また、この場合、制度論としては、一

定の必要経費の認容も検討されてよいと考えるが、具体的な範囲について

は検討課題である。 

（３）大口株主に係る配当の取扱い 

①内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等は確定申告不要制度の

対象となっており(206)、また、②平成 20年の税制改正により、上場株式等

の配当について申告分離課税制度が創設されたほか(207)、この申告分離課

税を選択したものについて上場株式等の譲渡損失との損益通算が認められ

                                 
(205) 旧日本郵政公社ディスクロージャー誌（2007 年度）資料編、郵便貯金、２業績主

要データ、２．郵便貯金に関する指標（９）郵便貯金の口座数等 

http://www.japanpost.jp/financial/past/disclosure/2007_9/pdf/08.pdf。 

(206) 第１章第３節３（４）。 

(207) 第１章第３節３（３）。 
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ることとなった(208)。しかしながら、上場株式等の配当であっても、大口

株主等が支払を受けるものは上記の①及び②の対象から除かれている。そ

の理由は、「大口株主については事業参加的側面が強いことから、その配当

を金融所得として課税することは必ずしも適当ではな」いとするもの（税

制調査会金融小委員会報告書(209)）であると考えられる。 

これに対して、①上場株式と非上場株式については区別する考え方及び

②上場株式と非上場株式を同様に取り扱うべきであるとする考え方がある。 

①の考え方として、例えば、大崎貞和氏は、上場会社配当と非上場会社

の配当とを全く同列に取り扱うことは問題としながら、大口株主というこ

とで制限せずに、上場会社の株式は金融所得として対象に含めてもよいの

ではないかと提案されている(210)。 

また、②の考え方としては、産業金融部会小委員会報告書(211)等がある。 

ノルウェーでの二元的所得税に関する教訓(212)でも述べたように、事業

参加的側面が強い株主等が受ける配当等の金融所得課税の一体化の対象へ

の拡大は慎重に検討すべきであると考えるが、上場会社はオーナー経営の

多い非上場会社とは異なるので上場会社の配当については、拡大してよい

と考える。 

                                 
(208) 第１章第４節７。 

(209) 第５章第２節３（４）イ。このほか、「ただ、大口配当など事業所得の転形によっ

てもたらされる可能性のある金融所得については、当面、総合課税の存続も止むを

得ない。」（馬場・前掲注（126）「スウェーデンとノルウェーの金融所得課税一元化

－わが国への教訓－」38頁）など。 

(210) 「例えば、配当所得一つをとっても、上場会社配当と非上場会社の配当とを全く

同列に取り扱うことは公平性の観点から問題が多い。オーナー経営の多い非上場株

式の配当を金融所得とすれば、累進課税される事業所得を配当に転化して低率の課

税で済まそうとするケースが続出し、資産家による課税逃れの温床となる恐れもあ

る。」「逆に、現状では、発行済株式の５％以上を保有する大口株主については、配

当所得を申告不要とする取扱いが認められないこととなっているが、会社と個人株

主が明確に分離されている上場会社については、このような取扱いの違いを設ける

必要はなく、全て金融所得として取り扱って良いのではないだろうか。」（大崎・前

掲注（180）97頁）。 

(211) 第５章第３節１（２）。 

(212) 第４章第２節の１（４）及び２（２）。 



284 

４ 金融商品間の中立性の確保等 

（１）金融商品間での中立性の確保 

金融商品間で類似するものであっても、一方が課税対象で他方は対象外

であるもの（株式の譲渡に係る所得と公社債等の譲渡に係る所得）、一方が

源泉分離課税で他方が総合課税となっているもの（所得税の源泉徴収の対

象となっている利子と対象とならい利子）などが見られる。課税の中立性

等の観点等から、類似の金融商品間では同様の課税とすることが望ましい

ため、次のような課税とすることが適当であると考える(213)。 

イ 預貯金の利子等 

 所得税の源泉徴収の対象となっている利子は 20％の税率による源泉

分離課税となっているが、源泉徴収の対象外である国際金融機関により

発行された債券の利子や国外の銀行等の預貯金の利子は総合課税となっ

ている(214)。源泉徴収の対象かどうかを除けばその所得の性質は同様で

あることから、所得税の源泉徴収の対象外となっている利子についても、

これらを 20％の税率による分離課税（申告分離課税）とし、預貯金の利

子を除いて一体化の対象とする。 

ロ 公社債等の譲渡に係る所得 

 公社債の譲渡による所得や公社債投資信託、公社債等運用投資信託等

の受益証券の譲渡による所得は非課税とされ、その損失はなかったもの

とされている(215)が、株式等や証券投資信託の受益権の譲渡による所得

と同様に 20％の税率による分離課税とし、損失が生じた場合は譲渡損失

として、一体化の対象とする(216)（有価証券の譲渡という点で同じ性質

との観点）。 

                                 
(213) 金融所得課税の一体化の対象拡大に伴う法定調書等の整備及び執行体制の確保等

については、第４節１で言及する。 

(214) 第 1章第２節３。 

(215) 第 1章第５節４（１）。 

(216) 税制調査会金融小委員会報告書も同旨（第５章第２節３（４）ロ）。酒井克彦「金

融所得一体課税の位置付けと課題（下）」税務事例 41巻２号 54頁以下（2009）も同

様の考え方。 
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ハ 割引債の譲渡による所得 

 割引の方法により国外で発行される一定の公社債及び一定の短期割引

国債等の譲渡による所得は総合課税の対象となっている(217)が、これら

の割引債の譲渡による所得についても 20％の税率による分離課税とし

て一体化の対象とし、上記ロの公社債の譲渡による所得と同様の課税と

する（下記チの割引債の譲渡による所得は、一体化の対象としない。）。 

ニ 先物取引に係る所得 

 先物取引に係る所得については、総合課税の雑所得等となるものと先

物取引に係る分離課税の雑所得等となるものがある（例：外国為替証拠

金取引に差金決済による差金(218)）。先物取引に係る分離課税の雑所得等

は 20％の税率による分離課税とされ、損失が生じた場合でも、他の所得

との損益通算はできないこととされているが、一定の要件の下に、その

損失の３年間の繰越控除ができる(219)。 

 これについて、リスクマネーの供給拡大は経済活性化のために重要で

あるとし、この先物取引に係る所得についても、３年間の繰越控除にと

どまらず、一体化の対象とすべきであるとの見解がある(220)。 

 一方、先物取引に係る所得の損失について、「それが担税力を減殺する

ことからすれば、他の所得との損益通算の対象としないことは、その機

能からすると整合性を欠くものといえるのでないか」としつつも、３年

間の繰越控除ができることになったことにより、「課税期間のタイミング

による租税負担のアンバランスはある程度緩和されており、損益通算の

対象から除外されることによって生じる弊害は事実上改善されていると

考えられる。」との見方がある(221)。先物取引は、「取引の担保金として

                                 
(217) 第 1章第２節４（２）。 

(218) 第 1章第５節６（５）。 

(219) 第 1章第５節１。 

(220) 産業金融部会小委員会報告書、第５章第３節１の（２）イ（イ）及び（４）ハ。 

(221) 高倉明「損益通算制度について－タックスシェルターへの対応を含めて－」税務

大学校論叢 52号 260頁（2006）。 
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一定の証拠金を預けるが、実際にはこの証拠金の 10倍以上の商品を取引

することが可能であり、相場の動きによって大きな利益が生ずる反面逆

に短期間で大きな損失をこうむる可能性があるから、一般にハイ・リス

ク、ハイ・リターンといわれる。」(222)と説明されるように、他の金融所

得とは異なる顕著な特徴も有していることから、当面は現行の制度を維

持し、一体化の対象として広く損益通算の対象とするかどうかは、引き

続き検討することとする。 

ホ 金融類似商品の収益 

 金融類似商品の収益（定期積金の給付補てん金、一定の抵当証券の利

息、金投資口座の利益等、外貨投資口座の為替差金等）は、20％の税率

による源泉分離課税となっている(223)。このうち、定期積金の給付補て

ん金については預貯金の利子との類似性が強いため引き続き源泉分離課

税を維持することとし、その他のものについては、金融所得に係る雑所

得等として 20％の税率による申告分離課税の選択制度を創設し、申告分

離課税を選択したものは一体化の対象に含める。 

へ 外貨預金の為替差益等については、為替予約のあるものは源泉分離課

税の対象となる(224)が、それ以外は雑所得として総合課税の対象となっ

ている(225)。また、外貨建ての株式等を譲渡したことに伴う為替差損益

（取得時と譲渡時との差額）については、譲渡による所得に含めて計算

することとなる（措通 37の 10－８）。このように、外貨建ての金融商品

に関連する為替差損益は、その内容に応じて課税上の取扱いに差異を生

じているが、金融商品間の中立性又は他の金融所得との中立性を確保す

る観点から、金融所得に係る雑所得等として 20％の税率による分離課税

                                 
(222) 高倉・前掲注（221）257頁。 

(223) 第 1章第５節２（５）。 

(224) 第 1章第５節６（４）。 

(225) 税制調査会金融小委員会報告書：「20％の税率での分離課税の対象とすることを検

討すべきである」。第５章第２節３（４）ハ。 
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とし(226)、一体化に含める。 

ト 保険のうち、満期保険や解約返戻金等の収益で保険料の運用に相当す

る部分は、20％の税率による申告分離課税とし(227)、一体化の対象とす

る（現状は一時所得等として総合課税(228)）。 

チ 割引債の償還差益については、18％又は 16％の税率による源泉分離課

税となっている(229)。上記３（２）のとおり公社債の利子について申告

分離課税の選択を認め、一体化の対象とする場合には、これとのバラン

スとの観点から、割引債の償還差益についても申告分離課税とし、一体

化の対象とすることも考えられる。しかしながら、一体化の対象とする

ものは、同一の課税方法（分離課税）で、かつ、同一の税率（20％）で

あることを前提とすることが適当であると考える。割引債の償還差益に

ついては発行時に課税されるもので、支払時に課税される利子が 20％

（所得税 15％、住民税５％）とされたこととの関連が考慮され、昭和 63

年の税制改正により 16％から 18％（一定のものは 16％）に改正された

ものである(230)。公社債の利子とは課税時期及び税率が異なっているこ

とから、当面は、現在の源泉分離課税を維持し、一体化の対象とはしな

い。 

 また、償還差益について発行時に所得税が源泉徴収され、源泉分離課

税となる割引債については、その譲渡に係る所得も一体化の対象とはせ

ず、現行どおりとする。 

（２）まとめ 

イ 一体化の対象とするもの 

（イ）所得税の源泉徴収の対象とされていない国際金融機関発行の債券の

                                 
(226) 税制調査会金融小委員会報告書：「20％の税率での分離課税の対象とすることを検

討すべきである」。第５章第２節３（４）ハ。 

(227) 税制調査会金融小委員会報告書：「20％の税率での分離課税の対象とすることを検

討すべきである」。第５章第２節３（４）ニ。 

(228) 第 1章第５節５。 

(229) 第 1章第５節３。 

(230) 国税庁『昭和 62年改正税法のすべて』394頁。 
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利子（現行の総合課税から申告分離課税の対象に変更し、一体化の対

象とする。）（所得税の源泉徴収の対象となる公社債の利子等について

は、上記３（２）で述べたとおりである。） 

（ロ）割引の方法により国外で発行される一定の公社債等の譲渡による所

得（現行の総合課税から申告分離課税とし、一体化の対象とする。） 

 償還差益について発行時に所得税が源泉徴収され、源泉分離課税と

なる割引債の譲渡による所得は一体化の対象とせず、現行どおりとす

る。 

（ハ）公社債の譲渡による所得や公社債投資信託、公社債等運用投資信託

等の受益証券の譲渡による所得（現行の非課税から課税対象に変更し、

株式等の譲渡による所得と同様とする。） 

（ニ）金融類似商品の収益に係る所得（一定の抵当証券の利息、金投資口

座の利益等、外貨投資口座の為替差金等（定期積金の給付補てん金は

除く。）については、現行の源泉分離課税に加え、申告分離課税の選択

制を導入し、申告分離課税を選択したものは、一体化の対象とする。） 

（ホ）為替差損益（現行の総合課税の対象となるものは、申告分離課税と

し、為替予約のある為替差益のように源泉分離課税の対象となってい

るものは、現行の源泉分離課税に加え、申告分離課税の選択制を導入

し、申告分離課税を選択したものは、一体化の対象とする。） 

（ヘ）保険のうち、満期保険や解約返戻金等の収益で保険料の運用に相当

する部分 

ロ 当面、一体化の対象とせずに、現行の制度を維持するもの 

（イ）定期積金の給付補てん金（金融類似商品の収益のうち定期積金の給

付補てん金は、預貯金の利子との類似性が強いことから、預貯金の利

子と同様に一体化の対象外とする。） 

（ロ）先物取引に係る所得 

（ハ）源泉分離課税となっている割引債の償還差益及びその譲渡に係る所

得 
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第２節 金融所得課税の一体化における所得計算の在り方 

１ 必要経費の範囲と損失(231) 

（１）概要 

各種所得の計算は、一般的には総収入金額から必要経費を控除して計算

されるが、利子所得には必要経費の概念がない。また、配当所得は、株式

等の元本取得のための負債の利子のみが経費として認められているが、損

失についての損益通算は認められていない。更に、雑所得についても損失

についての損益通算は認められていない。これらについて、金融所得課税

の一体化の中でどのようにすべきかが論点となる。 

（２）利子所得の必要経費 

イ 現在は、収入＝所得とし、経費は一切認められていないが、口座の管

理料や解約手数料等を経費として認めるべきであるとの意見がある(232)。 

ロ 利子所得の必要経費が認容されていない理由 

 利子所得に必要経費の控除が認められていない理由として、金子宏名

誉教授は「これは、通常、利子所得は経費を必要としない、という理由

によるものである」とされ(233)、水野忠恒教授は「利子所得には、その

稼得のために要した費用等が控除されるべき金額は考えられないとされ

る」と説明されている(234)。更に、田中治教授は、「その理由として考え

られるのは、利子所得にはそもそも必要経費性がないとするか、たとえ

必要経費性がありうるとしても所得税法はそれを認めていない、とする

かいずれかであろう」とされており、また、「利子所得は本来的には、自

己がリスクを負わない資金の運用から得られる所得である、と観念する

ことができるならば利子所得の経費控除の不必要性が説明できるのかも

                                 
(231) 所得税における損失について各方面から研究したものとして、日税研論集 47号『所

得税における損失の研究』（2001）。 

(232) 金融税制研究会・前掲注（181）13頁。 

(233) 金子・前掲注（54）179頁。 

(234) 水野忠恒『租税法〔第４版〕』162頁（有斐閣、2009）。 
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しれない」と述べられている(235)。 

 更に、「個人の貯蓄資金の運用果実を利子所得として構成している税法

上の所得類型からいって、利子所得の必要経費は、もしあったとしても

通常それほど大きいものではない。他から借金してこれを貯金に回すと

いうようなことは、普通はないだろうし、また、税法が定義している預

貯金等についていえば貸倒れのリスクもあまりないと考えられているの

であろう」との見方もある(236)。 

 また、浅沼潤三郎教授は、下記ハの事件の裁判例の紹介の「分析」の

中で、「結局明治以来の利子所得課税制度を通観したとき、利子所得の本

質は、自己資金をもってする貯蓄の果実、と認識しうるのではあるまい

か。従って利子所得に係る元本債権の取得が借入金によって行われても、

自己資金によるが如く取扱えば足り、負債の利子の控除は考慮すること

必要はないというのが立法者の考え方であろう」と述べられている(237)。 

 このように、利子所得の必要経費の控除が認められていない理由につ

いての説明は、様々である。 

ハ 利子所得の必要経費が争われた事例 

 利子所得の必要経費が裁判で争われたものとして、納税者側が新株引

受権付社債の利息について、その社債取得に際しての借入金利子を必要

経費として控除すべき主張し、更に、控訴審以後は、所得税法上利子所

得の必要経費の控除を認めないのは、憲法第 14条、第 29条に違反する

とする主張も付加して争った事件(238)がある。判決では、所得税法上、

利子所得について必要経費の控除を認めないとしても、憲法第 14条、第

29 条には違反しないとされ、その理由について控訴審判決は、「これは

                                 
(235) 田中治「利子・配当課税のあり方」金子宏編著『二訂版所得税の理論と課題第２

巻』146頁以下（税務研究会、2001）。 

(236) 植松・前掲注（9）250頁。 

(237) 浅沼潤三郎「所得税法上の利子所得金額の規定と憲法 14条・29条」民商 106号５

巻 710頁(1992)。 

(238) 横浜地判平２.３.19（税資 175号 1228頁）、東京高判平２.８.８（税資 180号 451

頁）、最判平３.４.11（税資 183号 66頁）。 
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所得の種類や態様の異なるのに応じた徴税の方法を定めるという国の租

税立法政策に由来するものであって合理的であるというべきである」と

判示している。 

ニ 利子所得の必要経費の認容を求める見解等 

 田中治教授は、「金利の自由化の進展に伴い、個人が利鞘を稼ぐために

資金を借り入れた場合の借入金利子などは、おそらく、当該利子収入を

得るために直接に要した費用ということができるであろう。このように

考えると、利子所得に必要経費はない、と論理必然的にいうことはでき

ないように思われる」とされ、更に、上記ハの事件の控訴審判決におい

て「国の租税立法政策」であると判示されていることに対して、「いうと

ころ租税立法政策の意味するところは明確ではなく、広範な立法裁量論

の恐れが強い」とされている(239)。また、同教授は、「基本的には、利子

所得を総合課税のもとに置くとともに、合理的な範囲で必要経費の控除

を認めるように制度を改めることが課題となるであろう」とされる(240)。 

 また、酒井克彦教授は、必要経費の控除が認められていない理由につ

いて「①利子所得に必要経費は存在しないとする説、②利子所得に必要

経費が存在するとしても尐額に過ぎないため考慮する必要はないとする

説、③利子所得は資産性所得として重課する必要があるとする説などが

議論されている」として、それぞれについて考察され(241)、「利子所得に

も必要経費が肯定されてしかるべき」とされる(242)。 

 制度論としては、合理的な範囲での利子所得の必要経費の控除を認容

してよいと考えられ、どの範囲で認容するかは検討すべき課題であるが、

その損失の損益通算については、下記（３）の配当所得の場合と同様に

                                 
(239) 田中・前掲注（235）147頁。 

(240) 田中・前掲注（235）147頁。 

(241) 酒井克彦「いわゆる金融商品の損失を巡る課税上の問題－金融商品を巡る個人所

得課税についての若干の立法論的提言－」税務大学校論叢 41号 398頁以下（2003）。 

(242) 酒井克彦「金融所得一体課税の位置付けと課題（上）」税務事例 40 巻 12 号 66 頁

（2008）。 



292 

認めないこととするのが相当であると考える。 

（３）配当所得の必要経費と損失 

イ 配当所得については、前述のとおり、株式等の元本取得のための負債

の利子のみ経費として認められており、また、損失についての損益通算

は認められていないが、これについても認める考え方もある(243)。 

ロ 配当所得に損失が認容されていない理由 

 配当所得については、その年中の収入金額から株式等の元本の取得に

要した負債の利子を控除してその所得を計算することとなっており、控

除し切れない負債の利子は他の所得から控除することが認められていた

が、昭和 36年の税制改正により、認められなくなったものである。 

 当時の税制改正に先立ち、税制調査会において、配当所得の負債の利

子控除について、損益通算も含めて議論されている。まず、負債の利子

控除が認められている理由について、「株式等の取得は負債の利子を支払

ってでも投資採算が成りたち、現にそのような投資が行なわれている実

情に基づいていると思われる」としている(244)。そして、負債利子控除

制度の問題点として、次の三つを指摘している(245)。すなわち、①「無

配の株式を取得するために巨額の負債を負い、他に尐額の有配の株式を

所有することにより、その配当から負債利子を控除して多額の配当所得

計算上の損失が生じ、損益通算によって給与所得等のその他の所得を減

尐せしめている事例が発生している」、②「特に、有価証券の譲渡所得が

非課税とされている現行法のもとでは、上記の株式の性格を考慮して、

負債利子控除についてなんらかの制限を設けるべきであるという意見が

ある」、③「株式を取得するために要した負債の利子であるかどうかの認

                                 
(243) 酒井克彦教授は、「現行制度上考慮されていない負債の利子が配当収入を超えた場

合の損失を『金融所得』のマイナス項目として取り扱うことができれば、担税力の

減殺要因として考慮することが可能である。」とされる（酒井克彦「金融所得一体課

税の位置付けと課題（中）」税務事例 41巻１号 70頁（2009））。 

(244) 税制調査会昭和 35 年 12 月「当面実施すべき税制改正に関する答申（税制調査課

会第一次答申）及びその審議の内容と経過の説明」335頁。 

(245) 税制調査会・前掲注（244）336頁。 
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定の問題については、税務の実際面で他の家事上の負債利子との判別が

必ずしも容易でなく、公正な執行を期すうえに困難な面のある点が指摘

されている」ということを挙げている。更に、「現段階においては、株式

等の取得に要した負債の利子は、配当の総収入金額を限度として控除し、

控除しきれない負債利子額は、他の所得から控除しないこととするのが

適当であると認めた」と結論付けている。 

 また、昭和 36年度の改正税法についての解説では、上記３点について

言及した上で、「そこで、今回これらの点を考慮して、株式等の取得のた

めに要した負債の利子は、配当所得の総収入金額を限度として控除し、

控除し切れない負債の利子は、他の所得から控除しないことに改められ

た」としている(246)。 

ハ 配当所得についての必要経費の控除について、制度論としては、負債

の利子以外にも合理的な範囲内で認める余地はあるものと考えられ(247)、

どの範囲で認容するかは検討すべき課題であるが、上記の税制調査会で

の説明にもあるとおり、その損失については認めないことが相当である

と考える。 

（４）雑所得の損失 

金融所得の中で雑所得に該当するものがある(248)が、雑所得については、

その損失を他の所得から控除することが認められていない。このような制

度になったのは、昭和 43年の税制改正からであり、改正された理由として、

「雑所得の計算上生じた損失の金額について他の所得との通算を認める従

来の制度につきましては、もともと雑所得は事業所得や給与所得のような

典型的な所得分類に入らない所得を包括する分類でありまして種々の態様

のものを含んでいるものの、全体としてみた場合は必要経費がほとんどか

                                 
(246) 掃部実「所得税法等の一部改正について」国税速報昭和 36 年度改正税法総解 98

頁（大蔵財務協会、1961）。 

(247) 田中治教授は、「一般的、抽象的には、負債の利子以外にも必要経費を観念するこ

とは可能であろう。」とされる（田中・前掲注（235）149頁以下）。 

(248) 第１章第５節。 
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からないか、かかっても収入を上回ることのないものが大部分であってこ

れらについては通算の実益がなく、また、その他の種類の所得である程度

支出を伴うものにつきましても、その支出内容に家事関連費的な支出が多

いのが実情であって、これについて損益通算を存置する場合にはかえって

本来の所得計算のあり方について混乱を招くおそれもあると考えられるの

であります。そこで、今回の改正を機会に、これを改め、雑所得の計算上

生じた損失の金額につきましては、他の所得との損益通算はできないこと

とし（法第 69条第１項並びに令第条 198及び第 199条）、昭和 43年分の所

得税から実施することになりました（改正法附則第２条）。」と説明されて

いる(249)。 

このような説明は、現在も当てはまるものであると解されるので、雑所

得については、その損失を他の所得から控除することを認めない現在の制

度を維持することが相当であると考える。 

ただし、株式等の譲渡（公社債等の譲渡による所得を課税対象とする場

合の公社債等の譲渡を含む。）に係る雑所得については、株式等の譲渡に係

る譲渡所得に対する課税と同様とすることが適当であると考えられること

から、その損失については、一体化の対象とする利子所得、配当所得及び

他の雑所得等（いずれも申告分離課税を選択したものに限る。）からの控除

を認容することが適当であると考える。 

２ 元本損失（資産損失）等の取扱い 

（１）概要 

会社の倒産等に係る株式の損失や公社債のデフォルトによる損失、預金

のペイオフ等に係る損失の控除は広く認めるべきか、制限的であるべきか、

また、認める場合の担保措置等が論点となる。 

（２）株式の損失 

                                 
(249) 国税庁『昭和 43年改正税法のすべて』26頁。 
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税制調査会金融小委員会報告書では、会社の倒産により株式が無価値化

した場合の損失については、「『貯蓄から投資へ』への政策的要請の下、こ

うした投資家の利便性に配慮し、譲渡の場合とのバランスを踏まえ、株式

譲渡損失と同様の取扱いとすることが考えられる。このように株式の無価

値化損失に対し政策的に措置する場合、株式の譲渡という取引が存在しな

いため、株主や取得価額の真正性を税務当局がチェックできるよう、適正

な執行のための担保が必要である(250)。」としているように、譲渡損失とみ

なす取扱いをする場合には、適正な税務執行ができる制度が必要であると

考える。 

個人の有する株式が無価値化した場合の損失は、所得の処分に当たると

いう考え方から、通常、税制上の損失として取り扱わないこととされてい

る(251)が、①特定中小会社の発行した株式が価値を失った場合(252)（いわゆ

るエンジェル税制）及び②特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当

しないこととなった内国法人の株式につき、一定の要件を満たす特定管理

株式の場合(253)（平成 17年度税制改正により導入）について、その発生し

た損失を譲渡損失とみなすこととされている。 

上記②の制度の導入の趣旨について、「上場廃止となる場合に証券取引所

が設定する一定の売却可能期間に譲渡することにより、無価値化による損

失の発生を回避し、譲渡損失を実現させ譲渡益から控除することが可能と

なっています。しかしながら、一般の個人投資家は株式市場の情報を常に

網羅的に把握しているわけではないものと考えられます。平成 17年度の税

制改正では、『貯蓄から投資へ』という政策的要請の下、こうした一般の個

人投資家の利便性の向上に配慮し、株式投資を促進する環境を整備する観

点から、株主や取得価額の真正性を確認できるよう適正な執行のための担

保が必要であることをも踏まえ、特定口座で管理されていた株式（引き続

                                 
(250) 税制調査会金融小委員会報告書、第５章第２節３（６）。 

(251) 国税庁「平成 17年税制改正の解説」72頁。 

(252) 第１章第４節９。 

(253) 第１章第４節８。 
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き証券業者等に保管の委託がされているものに限ります。）について、発行

会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の

譲渡損失とみなす特例を創設することとしたものです。」と説明されている

(254)。 

この要件に該当しない株式等の無価値化による損失については、税務上

の損失とならないが、これも広く認めるべきであるとの考え方もある。 

しかしながら、株式等の無価値化による損失を譲渡損失とみなして認め

る場合でも、株主や取得価額の真正性を確認できるよう適正な執行のため

の担保は必要であると考えられる。株式等については、特定口座で管理さ

れていた株式で引き続き証券業者等に保管の委託がされている上場株式等

以外のものへ拡大する場合の適当な担保措置については見当たらないこと

から、拡大することは妥当ではないと考える。 

（３）公社債のデフォルトによる損失 

公社債のデフォルトはあまり例を見ないものではあるが、公社債のデフ

ォルトにより生じた損失についても、一体化の中で、損益通算を認めると

の見解がある(255)。 

株式等の無価値化については、上記（２）のように一定の場合に譲渡損

失と認めることとしており、これとの均衡を図る観点から、公社債のデフ

ォルトにより元本が回収できないことによる損失についても一定の場合に

認容することが相当と考える。この場合、保有者や取得価額の真正性を確

認できるよう、特定口座内保有上場株式等の場合と同様の担保措置を設け

るとともに、国内の公社債に制限することが適当であると考える。 

公社債のデフォルトにより元本が回収できないことによる損失の認容方

法としては、資産損失（所法 51④）に類似する損失として認容する方法や

雑損控除（所法 72）に類似する所得控除とする方法も考えられる。しかし

                                 
(254) 国税庁・前掲注（251）72頁。 

(255) 金融税制研究会・前掲注（181）29頁、酒井克彦「金融所得一体課税の位置付けと

課題（下）」税務事例 41巻２号 56頁（2009）。 
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ながら、金融所得課税の一体化は、一体化の対象とする金融所得の損失を

それらの金融所得間で通算を認めるものであるという趣旨に照らせば、資

産損失又は所得控除に類似する方法により損失を認容する方式は、ふさわ

しくないと考える。そこで、公社債のデフォルトにより元本が回収できな

いことによる損失の認容の方法については、上記（２）で言及した特定管

理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の場合

と同様に、譲渡損失とみなす方法が適当であると考える。この場合、譲渡

損失とみなされた損失は、他の有価証券の譲渡による所得や分離課税を選

択した利子所得、配当所得及び雑所得等の所得金額の範囲内でそれらの所

得金額から控除することが可能となるが、控除の際には類似性の高いもの

から順に控除することとし、①公社債の譲渡による所得、②株式等の譲渡

による所得、③分離課税を選択した利子所得、配当所得及び雑所得等の順

とすることが適当であると考える。金融所得課税の一体化の対象となる金

融所得については、同一の適用税率となるが、控除する所得の種類の順番

によって、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の金融等に相違を生じる

ことから、一定の順番を設けるものである。 

（４）預金等のペイオフ損失 

税制調査会金融小委員会報告書では、「このような預金保険法上の保護に

加えて、ペイオフ損失を税制上措置することは、『貯蓄から投資へ』の要請

からは説明できない。ペイオフ損失については、現行の取扱いを維持する

ことが適当である。」としている(256)。 

この税制調査会金融小委員会報告書での結論付けに対して、佐藤英明教

授は「このような判断は、喫緊の政策的要請を受けた金融所得の一体化と

いう枞組みでペイオフ損失の取扱いを考える以上、正当なものであると考

えられる。」とされながら、「税制上も、金融所得の一体化という枞組みと

は別に、所得控除等によってこれに対応する可能性が残されていると考え

                                 
(256) 第５章第２節３（６）。 
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られるべきであろう」とされる(257)。 

また、利子所得が金融所得課税の一体化の範囲に含まれた場合には、預

金等のペイオフ損失についても、その中で控除できることとなるとする見

解もある(258)。 

①預金のペイオフは、元本１千万円までの預金とその利子が預金保険に

より全額保護されており、損失回避のための一定の措置が採られているこ

と、②税制の中での損失の認容は、「貯蓄から投資へ」の政策要請とは異な

る観点であること、③預貯金の利子に対する課税は、現行の源泉分離課税

を維持し、当面は一体化の対象としないことが適当と考えることから、現

状では、預金のペイオフ損失を税制の中で認めるのは適当でないと考える。

ただし、一体化の対象を預貯金の利子へ拡大する際には、再度、検討すべ

き課題であると考える。 

３ 損益通算(259)の在り方 

（１）概要 

損益通算の在り方を巡る問題としては、金融所得の中で、①損失の発生

をどこまで認めるかという問題と②発生した損失と他の所得との損益通算

をどこまで認めるかという問題があるが、①については、上記１及び２で

既に言及したところである。そこで、ここでは、②について検討する。 

金融所得の中で、損益通算の対象となる損失が発生するのは、株式等の

譲渡の場合（上記２（２）で述べた株式等の無価値が譲渡損失とみなされ

る場合を含む。）である。また、上記第１節４（１）ロで述べた公社債の譲

                                 
(257) 佐藤英明「金融所得一体化課税の実現に向けて」税務弘報 52巻 11号９頁（2004）。 

(258) 金融税制研究会・前掲注（181）25～26頁など。 

(259) 損益通算制度についての研究として、水野忠恒「損益通算制度」日税研論集 47号

『所得税における損失の研究』７頁（2001）、酒井克彦「損益通算制度を巡る今日的

課題（上）」税務事例 40巻９号 55頁（2008）など。また、損益通算の影響を試算し

たものとして、吉井一洋＝尾野功一＝齋藤純「金融所得課税一体化による損益通算

の効果－損益通算の影響の試算－」『第 28回「日税研究賞」入選論文集』（税務研究

センター、2005）。 
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渡による所得や公社債投資信託等の受益証券の譲渡による所得を課税対象

とし、その損失を譲渡損失とする場合も同様である。これらの損失が発生

した場合に、その損失と通算対象とする所得をどこまで認めるか、また、

認める場合でも一定の制限を設けるのかどうかということが論点となる。 

（２）在り方 

まず、金融所得課税の一体化の中での課税が、一定の低税率（20％）で

分離課税とすることを前提とされることから、金融所得課税の一体化の中

での損益通算については、分離課税とされる同じ税率の所得の間で行われ

ることが必要である(260)。 

平成 20年度の税制改正により、平成 21年分から、上場株式等に係る譲

渡損失の金額がある場合には、上場株式等に係る配当所得の金額との損益

通算ができることとなったが、この上場株式等に係る配当所得は、申告分

離課税（原則 20％、特例措置 10％）を選択したものに限ることとされてい

ることから、上場株式等の譲渡と同じ課税方式（分離課税）、同じ税率(原

則 20％、特例措置 10％）の中での損益通算となっている。 

有価証券の譲渡による所得の損失との損益通算の対象となり得るのは、

利子所得、配当所得及び雑所得等(261)のうち 20％の税率により申告分離課

税としたものに限ることとするのが適当である。したがって、①利子所得、

配当所得及び雑所得等のうち総合課税の対象となるもの、②源泉分離課税

を維持するもの（利子所得、割引債の償還差益）及び③確定申告不要とし

た配当所得は、損失控除の対象外とすることが適当であると考える。 

（３）制限措置 

有価証券の譲渡による所得の損失との損益通算を無制限に認めてよいか、

制限を設けるべきか。設ける場合にはどのような制限とするかが問題とな

                                 
(260) 税制調査会金融小委員会報告書でも、「分離課税される所得と総合課税される所得

との間の損益通算や、分離課税でも税率の異なる所得の間の損益通算を認めること

は適当でない。」としている（第５章第２節３（５）イ）。 

(261) 雑所得等とは、雑所得及び事業所得であるが、事業所得となるのはレアケースで

あると考える。 
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る。 

これについては次節（第３節）の「２ 損失の創設への対応」で検討す

る。 

（４）特定口座内の損益通算 

特定口座を利用した損益通算を適正・効率的に行うにはどうするか。 

平成 22年からは、源泉徴収選択口座において、上場株式等の配当等と譲

渡損失の損益通算が可能となった(262)。 

この特例の適用を受けた源泉徴収選択口座内配当等についても上場株式

等の配当等に係る申告不要の特例（措法８の５）を適用することができる

ため、この申告不要制度を選択することにより、源泉徴収選択口座内にお

いて上場株式等の配当等と譲渡損失との損益通算に関する手続を完了させ

ることが可能となる(263)。 

そこで、源泉徴収選択口座が複数ある場合でも、それぞれの源泉徴収口

座内だけで上場株式等の配当等と譲渡損失との損益通算が完結する場合に

は、そのそれぞれの源泉徴収口座内で損益通算した結果の配当所得につい

て、申告不要制度を選択するときには、確定申告によらずに損益通算を行

い、かつ、課税関係を終了させることができる。しかしながら、複数の源

泉徴収選択口座にまたがって損益通算を行う場合には、それに対応した制

度の導入が必要となるため、これが可能かどうか、あるいは現実的かどう

か検討を要することとなる。 

これについて、複数の金融機関の源泉徴収口座における納税者の金融所

得を集約し、複数の口座間での損益通算を行い、申告不要又は簡易な申告

                                 
(262) 第１章第４節６。 

(263) この特例は、源泉徴収税額の計算の特例であるため、源泉徴収選択口座において

上場株式等の配当等と譲渡損失との「損益通算」が行われた場合であっても、これ

らの配当等又は譲渡損失について確定申告をする場合には、その源泉徴収選択口座

内配当等に係る配当所得の金額及び上場株式等に係る譲渡損失の金額は、「損益通

算」前の金額により計算することとなる。 
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で課税関係を終了させるシステム(264)の提案があり、興味深い提案である。

この提案によると、「このシステムにおいて、複数の源泉徴収口座の金融所

得情報を効率的に名寄せするために何らかの識別子（番号）を利用するこ

とが望ましい」とされているが、その識別子は、「金融所得確認システムに

登録を希望する納税者に限って付与される選択的番号」であり、「金融機関

において、識別子（番号）は暗号化された状態であるため、民間において

個人を特定できる状態で情報を蓄積することは技術的にできないこと」の

点で、番号制度と異なっているとしている。また、この中で「社会保障カ

ード（仮称）の識別子を活用したシステム作り」についての提案もされて

いる。なお、①番号制について「十分な国民的理解を経ることが必要であ

ること」、②「金融機関などのシステム面の配慮も必要」となること、③「番

号の民間の利用について、予め許容される範囲を明確にしておく必要があ

る」ことなどは、今後検討すべき課題であるとしている。 

複数の源泉徴収口座の間での情報の伝達は、特定の金融機関内の納税者

の情報を他の金融機関へ伝えるということについての個人情報の保護の問

題とも関連してくる。また、源泉徴収に係る所得税の調整をどの機関（特

定の金融機関か、公的な機関か）が行うのか(265)、また、異なる源泉徴収

義務者間の調整をどのように行うかということも、情報の伝達方法の問題

と関係するものであり、解決されるべき課題である。このようなことも踏

まえると、複数の源泉徴収口座における金融所得の損益通算を行う場合に

は、現状では、確定申告を通じて行うこととせざるを得ないものと考える。 

なお、特定口座内において一定の金額制限を設けて、免税措置又は損益

通算等を認める場合が考えられるが、このような場合にも複数の金融機関

内に口座があるときの調整をどのように行うかが問題となる。これについ

                                 
(264) 金融税制研究会・前掲注（181）21頁以下。 

(265) 「特定口座間の名寄せのみを行う公的な機関を設けることも考えられる」との提

案もある（吉井・前掲注（147）157頁）。 
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ては、先に紹介したドイツの適用申請書(266)の例が参考になると思われる。

すなわち、一定の金額制限がある場合に、その金額制限の範囲内で、それ

ぞれの金融機関に有している口座で使用する金額を納税者が申請をして利

用し、その申請書は金融機関を通じて税務署にも送付されることにより、

最終的なチェックは税務署において行うというものである。 

第３節 租税回避等の問題と対応 

 商品設計等による課税上有利な所得区分の選択(267)、損失の創出等による問

題について検討する。 

 なお、租税回避の一般否認（防止）規定の創設も議論となっており、これに

ついても検討すべき重要な課題であると考えるが、ここでは金融所得課税の一

体化に関連する問題について検討を行うものである。 

１ 課税上有利な所得区分への変更 

課税上有利な所得区分となるよう、巧妙に商品設計を行う、あるいは取引

形態を整えるということが行われるとの指摘がある(268)。 

このような行為による所得の種類の選択については、類似の金融商品であ

りながら、異なる課税関係になっている場合に、より有利な所得の種類に該

当するよう、取引形態やその外形等を変更していくことが多いと考えられる。

この背景には、類似の金融商品でありながら、異なる課税関係になっている

                                 
(266) 第４章第１節４の（３）及び（６）。 

(267) 中里実教授は、タックス･プラニングの類型として、①「所得の種類の変更」、②

「所得の帰属者の変更」、③「所得の課税地の変更」、④「所得の帰属年度の変更」

を挙げられる。また、これとは別に、「企業を念頭においた分類」として、「投資に

関するタックス･プラニングと資金調達に関するタックス･プラニングの二分割」を

挙げられる。中里実『金融取引と課税－金融革命下の租税法－』48頁（有斐閣、1998）。

また、租税裁定取引や課税逃れ商品を含めた投資活動における損失について、中里

実「投資活動における損失」日税研論集 47 号『所得税における損失の研究』163 頁

（2001）。 

(268) 産業金融部会小委員会報告書、第５章第３節１（７）など。 
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という問題がある。 

そこで、第１節の「４ 金融商品間の中立性の確保等」で記載したように、

課税の中立性等の観点等から、類似の金融商品間では同様の課税とすること

を提案した。これにより、類似の商品間での課税関係の相違はかなりの程度

解消されることとなり、有利な所得の種類の選択するためにこれらの行為を

行うというインセンティブ自体が減尐すると考える。 

２ 損失の創出への対応 

損失の創出については、譲渡（発生）の時期を選択できるという点で、有

価証券の譲渡損が問題となる。株式等の譲渡損失については、現状では、平

成 20 年度の税制改正で創設された申告分離課税を選択した上場株式等の配

当所得からの控除の場合を除いて、他の所得からの控除はできないこととな

っている。 

譲渡損失を他の所得との通算を認めるべきかどうかについては、税制調査

会金融課税小委員会の平成９年 12 月の中間報告(269)の中の「五 平成 10 年

度税制改正において早急に対応すべき課題」の「２ 株式譲渡益課税への対

応」「(5)譲渡損失の取扱い」において、「他の所得との通算について、納税者

番号制度の下で総合課税を行なっているアメリカにおいては一定額に制限さ

れており、ほかの主要国では認められていない。これらの取扱いは、譲渡損

失の他の所得との性質の違いや損失の発生に任意性があること等によるとさ

れており、こうした考え方をも踏まえると、我が国においても他の所得との

通算は認めないことが適当である」と述べられている。 

また、平成 12年７月の税制調査会答申では、損益通算を制限する理由とし

て、次のように述べられている(270)。 

「ただし、株式等の譲渡益に対して分離課税により一律の税率が適用され

ている一方で、株式等の譲渡損失について、総合課税により累進税率が適用

                                 
(269) http://www.cao.go.jp/zeicho/toshin/zeichob1.html。 

(270) 税制調査会・前掲注（111）118～119頁。 



304 

される給与や事業などの他の所得との損益通算を認めることは、譲渡益と譲

渡損失との取扱いに均衡を欠き、公平の観点から問題があることなどを踏ま

え、その譲渡損失は他の株式等の譲渡益との間でのみ相殺できることとされ

ています。」 

そして、税制調査会金融小委員会報告書では、「（１）損益通算についての

考え方」の中で、金融所得の中で損益通算の範囲を拡大、損失控除を広く可

能とすることが期待されているとしながらも、譲渡所得と経常所得との損益

通算を認めない国が多く、認める国でも制限を設けているとして、その例を

紹介し、また、「（２）具体的検討」の中で、譲渡損益と他の金融所得との損

益通算について言及し、①譲渡損益と公社債の譲渡損益、②株式譲渡損失と

配当所得及び③株式譲渡損失と利子所得とのそれぞれの損益通算について、

一定の条件付きながら認めることが適当であるとしている(271)。 

有価証券の譲渡による損失の損益通算の在り方については、①他の所得と

の損益通算の対象とする有価証券の譲渡による損失は、現行の上場株式等の

一定の譲渡による損失及びそれに準じた公社債等の一定の譲渡による損失に

限定すること及び②控除対象とする所得は、申告分離課税による一体化の対

象とする利子所得、配当所得及び雑所得（金融類似商品等）に限定すること

が適当であると考える。 

金融所得の間では、制限を設けずに広く損益の通算を認めるべきであると

の見解がある(272)が、適正な課税及び適正な執行の確保の観点から、すべて

の金融所得に拡大して、無制限に損益通算を認容することには問題があると

考える。 

また、今後、損益通算の範囲を金融所得全般に更に広げる場合には、金額

の制限を設けるもの（例：米国、3,000米ドル(273)）や一定割合を制限するも

の（例：スウェーデン、株式譲渡等の譲渡損失について他のグループの所得

                                 
(271) 税制調査会金融小委員会報告書、第５章第２節３（５）。 

(272) 産業金融部会小委員会報告書は、基本的にこの立場と考えられる（第５章第３節

１（２）ロ）。 

(273) 税制調査会金融小委員会報告書、第５章第２節３（５）イ。 
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からの控除は 70％のみ認容(274)）等を参考とした制限措置の検討も必要であ

ると考える。 

第４節 納税環境の整備 

１ 資料情報制度 

（１）法定調書提出の必要性 

法定調書等について、適宜、範囲の拡大等の改正がなされている(275)。 

また、平成 20年度の税制改正による上場株式配当等の申告分離課税及び

上場株式等に係る譲渡損失の上場株式等に係る配当所得の金額からの控除

の創設に伴って、上場株式等の配当の支払通知書が創設され、また、申告

の際にはその支払通知書又は特定口座年間取引報告書を、確定申告書に添

付しなければならないこととされた。 

このように、一体化を推進する場合には、それらに対応する法定調書等

が提出され、執行体制が整備されることが必要であると考える。 

（２）提出しやすい環境作りのための提案 

提出が円滑かつ確実に実行されるためには、提出する側の事務負担にも

配慮した環境作りが望ましいと考えられることから、法定調書等を e-Tax

で提出する場合のより提出しやすい環境整備や光ディスク、磁気ディスク

等での提出手続の一層の簡素化等について、次のとおり提案する。 

イ 法定調書を光ディスク等により提出する２か月前までに、『支払調書等

の光ディスク等による提出承認申請書』を所轄の税務署へ提出し、申請

する必要がある。この申請手続について、事前申請の期限を可能な限り

短期にするほか、手続をより簡素化する。 

ロ 磁気媒体等で法定調書の提出の際、e-Tax に対応した財務会計ソフト

を利用している場合は、それを使用して作成したデータについては

                                 
(274) 第４章第２節１（５）。 

(275) 第３章第１節２（２）。 



306 

e-Tax で送信できるが、それ以外の場合は、法定調書を磁気媒体等で提

出する場合のデータの規格と e-Taxで送信する場合のデータの規格が異

なることから、e-Tax で磁気媒体用のデータを直接送信することはでき

ない。そこで、磁気媒体等で法定調書を作成している場合に、e-Tax で

もこれを広く利用できるシステムとする。なお、これについては、対応

が進められているとのことであり、早期実現を望む。 

ハ 給与所得の源泉徴収票（税務署提出用）と給与支払報告書（市区町村

提出用）とは、その記載事項が共通しているが、一方が国税に関する手

続で他方が地方税に関する手続であることから、現在は、e-Tax ソフト

により両方を作成することはできない。これが可能になれば、納税者の

利便性を大幅に増すと考えられることから、一度の入力により、給与所

得の源泉徴収票（税務署提出用）と給与支払報告書（市区町村提出用）

の両方が作成され、国税当局と地方税当局の両方に提出できるシステム

の早期実現を期待する。 

２ 納税者番号制度 

（１）金融所得課税の一体化と納税者番号制度 

金融所得課税の一体化と納税者番号制度との関係から言えば、納税者番

号制度を「金融所得一体課税の必須条件と位置付けることは望ましくない

(276)」という見方があり、また、「金融所得を一元化するから納番が絶対に

必要だという議論でもない(277)」という見解がある。確かに、納税者番号

制度の議論は、金融所得課税の一体化のためのみに行われるのではなく、

適正な課税実現のためのあるべき番号制度として議論されるべきものであ

ると考える。また、金融所得課税の一体化の議論の中でも、「適正なマッチ

ングを通じて適正な納税を実現するためには、何らかの番号制度を利用す

                                 
(276) 金融税制研究会・前掲注（181）20頁。 

(277) 品川・前掲注（196）21頁。 
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ることが必要である(278)。」とされ、また、金融所得課税の一体化との関係

では、「損益通算の適用を受けようとする者は番号を利用し、そうでない者

は番号を利用しなくてよいという選択制とすることが考えられる(279)。」と

の提案もある。 

番号がなくとも名寄せができればよいということも言われるが、大量の

情報を効率的、かつ、正確に処理していくには、一定の番号を付した処理

が必要である。また、何らかの番号を識別子として利用すれば情報処理は

できるので、納税者番号である必要はないといった議論もある。しかしな

がら、前述のとおり、適正・公平な課税の実現のためには、「納税者から提

出される申告書と取引の相手方から提出される資料情報を一定の番号をキ

ーとして集中的に整理（名寄せ）及びマッチング（突合）する」ことが必

要であり、そのための番号としては税者番号制度として求められる基礎的

条件(280)を備えているものが望ましいと考えられ、納税者番号制度導入の

議論は避けられないものと考える。 

（２）納税者番号制度の諸方式と社会保障番号 

我が国の税務署においても事務処理のために、整理番号と e-Tax利用者

識別番号が使用されている(281)が、いずれも納税者番号制度として求めら

れる基礎的条件を備えていないので、納税者番号との位置付けにはなって

いない。 

我が国に納税者番号制度を導入する場合には、現在、税務署で使われて

いる整理番号等について基礎的条件を満たす内容にしていく方法（税務番

号方式）のほか、基礎年金番号（年金番号方式）又は住民票コード（住民

基本台帳方式）等があるが、それぞれにメリット・デメリットがある(282)。

                                 
(278) 税制調査会金融小委員会報告書、第５章第２節３（７）。 

(279) 税制調査会金融小委員会報告書、第５章第２節３（７）。産業金融部会小委員会報

告書でも言及されている（第５章第３節１（９））。 

(280) 第３章第２節１。 

(281) 第３章第２節２。 

(282) 第３章第２節３。 
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これらのほか、現在、導入について検討されている社会保障番号があり、

納税者番号として活用する新たな候補として注目される(283)。 

平成 18年９月 22日の経済財政諮問会議への提出資料(284)によると、「『社

会保障番号』については、『経済財政運営と構造改革に関する基本方針 

2006』において、『社会保障番号の導入など社会保障給付の重複調整という

視点からの改革などについても検討を行う。』 とされ、このため、本年（筆

者注：平成 18年）６月、内閣官房に関係府省の実務者レベルで構成される

『社会保障番号に関する関係省庁連絡会議』が設置され、社会保障番号の

仕組みや個人情報の保護等、社会保障番号制度について実務面から検討を

行うとともに、住民票コード、納税者番号制度等他の関連制度との関係に

ついても検討することとされた。」とされており、報告書ではその検討結果

が整理されている。検討結果については、大別して、「社会保障番号」の仕

組み、「社会保障番号」のメリット、費用、国民の理解（個人情報保護等）、

諸外国の状況について整理されている。そして、「『社会保障番号』のメリ

ットについて」の中で、納税者番号として活用する場合に触れ、①「『納税

者番号』として活用し得る『社会保障番号』としては、民間での利用が可

能であり、大多数の国民を力バーしているなど一定の条件を満たす必要が

ある」、②「『社会保障番号』を『納税者番号』として活用できれば、各種

資料の名寄せ・突合の効率化が図られ、税務行政の一層の効率化・高度化、

ひいては適正・公平な課税に資することとなり、納税者の税制への信頼も

                                 
(283) 森信茂樹教授は、「社会保障番号の導入をまって、それを納税者番号制度にも活用

するという方策が現実的であろう。」とされる（森信茂樹「納税者番号制度の議論を

どう進めていくか」租税研究 714号 138頁（2009））。なお、東京財団の研究会から、

平成 21年６月に「納税者の立場からの納税者番号制度導入制度の提言」と題する提

言が公表されており、「国民利便の税制を構築する立場から、その導入に向けて具体

的検討の開始を提言するものである。」とされている。 

 http://www.tkfd.or.jp/admin/files/2009-02.pdf。 

 また、社会保障との関係では、品川芳宣教授は、「納税と社会保障を結びつけた形

で、生涯にわたってその番号と関わり合いを深めていくような方向で、制度導入を

しなければなりません。」とされている（品川・前掲注（196）21頁。）。 

(284) 「『社会保障番号』に関する実務的な議論の整理について」 

 http://www.keizai-simon.go.jp/minutes/2006/0922/item5.pdf。 
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高まる」、③大量かつ多様な情報の名寄せ・突合を正確かつ迅速に行うこと

ができるようになるため、資料情報制度をより充実させることが可能とな

り、所得捕捉を高めることが期待される」としている(285)。 

また、社会保障カード（仮称）について、その基本的な計画に関する報

告書が取りまとめられた(286)。この報告書のポイントとして、①「政府が

目指すべき将来像として、①複数の機関にまたがる自分の情報等の入手や

必要な手続の実施を、１カ所で完結できる便利なサービス（ワンストップ

サービス）の実現、②その基盤として、プライバシー侵害等への不安を極

力解消しつつ、関係機関の情報連携（バックオフィス連携）を行う仕組み

の構築が重要」、②「社会保障カード（仮称）の検討においては、このよう

な将来像を見据え、年金記録等の確認を可能としつつ、健康保険証等の役

割を果たす仕組みを検討」、③「今後、実証実験を行い、仮定した仕組みに

ついて検証しつつ、電子行政等の取組み、各分野における環境整備や課題

への対応と連携し、社会的な合意を前提として、可能なサービスから順次

実施」が挙げられている(287)。 

平成 21 年６月 15 日には、安心社会実現会議(288)から「安心と活力の日

本へ（安心社会実現会議報告）」と題する報告書が発表された(289)。その中

で、取り組むべき優先政策課題に言及しているが、「このうち、特に向こう

３年間（2011年度までの間）において緊急に取り組まれるべき施策」とし

て、10の緊急施策を提示しており、その中に「安心保障番号／カード（社

                                 
(285) 前掲注（284）「資料」17頁。 

(286) 平成 21 年４月 30 日厚生労働省「社会保障カード（仮称）の基本な計画に関する

報告書」の取りまとめについて、 

 http://www.mhiw.go.jp/shingi/2009/04/s0430-4.html。 

(287) 「社会保障カード（仮称）の基本な計画に関する報告書のポイント」 

 http://www.mhiw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0430-4a_0001.pdf。 

(288) 「安心社会の実現に向けた様々な課題について議論を行うため、内閣総理大臣が

有識者の参集を求め」、開催されているもの。第１回会合は平成 21年４月 13日。 

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ansin_jitugen/。 

(289) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ansin_jitugen/kaisai/dai05/05siryou1-1. 

pdf。 
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会保障番号／カード）」が含まれている。 

（３）納税者番号制度導入に向けた議論の進展の必要性 

平成 21年度の税制調査会の答申(290)及び自民党・公明党の税制改正大綱

(291)では、ともに納税者番号の導入を目指すべきであるとされているほか、

与党内に納税者番号制度に関する検討会を立ち上げて精力的に議論するこ

ととされている(292)。 

また、平成 21年度の税制改正の附則において、今後の税制改革を行うた

めの基本的な方向の一つとして「納税者番号制度の導入の準備を含め、納

税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること」と明記されている(293)こ

とは、注目される。 

更に、税制調査会でも新たにスタディグループによる検討が開始（平成

21 年５月 12 日）されるなど、納税者番号制度導入についての議論が展開

されていることは望ましいことであると考える。 

適正・公平な課税の実現、適切な税務執行の観点からも納税者番号制度

の導入が必要であると考えるものであり、グリーン･カード制導入及び廃止

の際の議論も教訓として国民の理解を得ながら、社会保障カード・社会保

障番号の導入についての今後の対応も参考にしつつ、納税者番号制度導入

に向けての議論が更に進展することが望まれる。 

なお、国際化対応のため、各国の納税者番号の最初に国番号を付して国

際納税者番号として発展させる提案があり(294)、将来構想として興味深い。 

                                 
(290) 税制調査会平成 20 年 12月 11日「平成 21年度の税制改正に関する答申」30頁以

下。 

(291) 平成 20年 12月 12日「平成 21年度税制改正大綱」61頁以下。 

(292) 前掲注（291）62頁。 

(293) 平成 21年改正法附則第 104条。第２章第４節２。 

(294) 金子・前掲注（54）656頁。 
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結びに代えて 

 金融所得課税の一体化を更に推進するに当たっての論点とその在り方を中心

に論じてきた。金融所得課税の一体化については、最近の経済・社会情勢を踏

まえた政策要請としての意味合いが強いものである。すなわち、平成 13年６月

の「骨太の方針」において「貯蓄から投資へ」の方針が記載されてことや平成

15年６月の政府税制調査会の中期答申「尐子・高齢社会における税制のあり方」

において「金融所得課税をできる限り一本化すべきである」との方向性が示さ

れたことを契機として、議論がなされてきた。 

 もちろん、金融所得課税の一体化は、「貯蓄から投資へ」の政策要請からのみ

でなく、金融商品間の中立性、課税の簡素性、投資リスクの軽減、足の速い所

得への対応ほか、税制の基本的な在り方との観点からも議論がなされるもので

ある。 

 税制の基本原則として、「公平・中立・簡素」の三つがあるとされており(295)、

また、これに加えて「効率(296)」からの要請についても言及されることも多い。

そして、「『公平・中立・簡素』は、常に同時に満たされるものではなく、一つ

の原則を重視すれば他の原則をある程度損なうことにならざるを得ないという

トレード・オフの関係に立つ場合」もあるとされているところであり(297)、公

平と効率についても同様の指摘がされている(298)。 

 金融所得課税の一体化は、徐々に拡大されてきており、税制としては「簡素」

な制度を目指すべきものであるが、その過渡期にあっては、制度が複雑になる

部分がある。経過的な措置としてはやむを得ないものと考えるが、できる限り

分かりやすい税制であることが望ましい。 

 今後、金融所得課税の一体化を推進するに当たっては、公平・中立・簡素及

                                 
(295) 税制調査会・前掲注（111）19頁。 

(296) 金子・前掲注（54）76頁、森信・前掲注（131）63頁（2007）、税制調査会昭和 61

年 10月「税制の抜本的見直しについての答申」54頁。 

(297) 税制調査会・前掲注（111）19頁。金子・前掲注（54）76～77頁も同旨。 

(298) 金子・前掲注（54）76頁。 
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び効率の要請、現状の経済・社会情勢からの政策要請のいずれかに偏ることな

く、全体としての適合バランスに配慮しながら、実施されることが必要となる。 

 また、「金融所得課税の一体化を実現するためには、制度の適正な執行と納税

者利便の向上を図るための納税者環境の整備が必要である。」とされており(299)、

そのためには、関連する支払調書等が提出されるともに、効率的かつ確実なチ

ェック体制の整備として、納税者番号制度の導入も検討され、適正な執行体制

が確保されることが必要である。納税者番号制度の導入は、金融所得課税の一

体化における適正な執行のためのみではなく、適正な執行体制の実現、適正な

課税の実現のために行うものであり、「納税と社会保障を結びつけた形(300)」で

の導入や「国民利便の税制を構築する立場から(301)」の導入の提言もなされて

いる。社会保障番号や社会保障カードについての議論が行われ、また、納税者

番号制度導入についても税制調査会においてスタディグループにより新たに議

論が開始されたことは歓迎すべきことであり、国民の理解が得られる形での納

税番号制度の導入に向けて、議論が更に進展することを望むものである。 

 本稿においては、金融所得課税の仕組み、沿革、最近の改正、国際比較、環

境整備等について整理し、各議論を確認した上、上記の租税の諸原則との適合

の必要性や適正な執行体制の確保という点に配意しながら、それぞれの論点と

その在り方について、検討を行った。そして、現時点において、執行面での対

応も含めて拡大にふさわしいものから金融所得課税の一体化の範囲を広げてい

くとの観点から提案を行ったものである。 

 なお、本稿では、金融所得課税の一体化は、基本的には個人の金融所得に対

する課税の問題であるとの観点から論じてきたが、個人が支払を受ける配当所

得に対する課税についての法人税との調整の在り方も論点の一つである。現在

は、総合課税の場合に配当控除を行い、申告分離課税を選択した場合には、配

当控除は行わないこととしているが、法人税との調整の在り方は、引き続き検

                                 
(299) 税制調査会金融小委員会報告書、第５章第２節３（７）。 

(300) 品川・前掲注（196）21頁。 

(301) 東京財団政策提言、前掲注（283）。 
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討課題であると考える。 

 金融所得課税の一体化は、今後の納税者番号制度の議論の行方や経済・社会

情勢の変化とも関係するものであり、また、所得区分の見直し等その他の抜本

的な改革の議論とも関連するものであることから、それらの情勢を見据えなが

ら、今後も継続して議論がなされる必要があると考えるが、本稿がその一助と

なれば幸いである。 

 

【追記】 

 本稿脱稿後に「民主党政策集 INDEX2009」及び「民主党政権政策マニフェス

ト」が発表された。この政策集では、「税制」の中で「金融所得課税改革の推進」

と題して金融所得課税に言及されているほか、「税・社会保障共通の番号の導入」

と題して「納税と社会保障給付に共通の番号を導入します」とされている。 

 また、平成 21年 10月 8日には、新しい税制調査会の第 1回会合が総理官邸

で開催され、鳩山総理大臣から諮問がなされたが、その諮問された項目には、

「マニフェストにおいて実施することとしている税制改正項目について、その

詳細を検討すること」や「税と社会保障制度の適正な運営のための番号制度や

その執行体制など、納税者の立場に立つとともに適正な課税を推進するための

納税環境整備を検討すること」などのほか、「税制抜本改革実現に向けての具体

的ビジョンについて検討すること」が盛り込まれている（ http：

//www.cao.go.jp/zei-cho/index.html、平成 21年 10月９日参照）。 

 新たな体制の下においても、引き続き、金融所得課税の一体化や納税者番号

制度を含む納税環境整備等について、更に議論が深まることを期待する。 

 


